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序論 都市計画マスタープランについて 

１ 都市計画マスタープランの役割 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に規定される『市町村の都市計画に

関する基本的な方針』であり、住民に最も近い立場である市町村が、住民の意見を反映しな

がら策定するものです。 

「一宮市都市計画マスタープラン」は、市の上位計画である「第７次一宮市総合計画」や

県が定める「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(尾張都市計画区域マスタープラ

ン)」などの計画に即し、都市全体及び地域別の将来像を示すもので、今後、個別具体の都市

計画を行うための基本的な方針となります。 

なお、県や近隣市などとの広域的なまちづくりを推進する際には、本マスタープランに基

づき、連携･調整を行っていきます。 

２ 改定の背景 

我が国では 2005 年(平成 17 年)頃より、「人口減少社会」が叫ばれ、2015 年(平成 27 年)の

国勢調査結果で初めて総人口が減少しました。そういった現状から、今後のまちづくりは、

人口減少やそれに伴う少子高齢化の進行に対応することが求められています。 

本市においては、2009 年（平成 21 年）６月に策定した現行の都市計画マスタープランの目

標年次が 2020 年(令和２年)であり、その目標年次に近づいてきています。また、平成 30 年

度から 10 年間を計画期間とした「第７次一宮市総合計画」が策定され、「尾張都市計画区域

マスタープラン」が 2019 年（平成 31 年）３月に改定されました。 

以上のような背景を踏まえ、多拠点ネットワーク※型都市の構築を目標とした都市計画マ

スタープランの改定を 2020 年（令和２年）６月に行いましたが、その後、都市の骨格に係る

名岐道路などの都市計画決定に関する手続が進められていることや、名神高速道路における

尾張一宮パーキングエリアをスマートインターチェンジ※優先検討箇所と位置付けしたこと

などに対応するため、計画の見直しを行うものです。また、見直しにあたっては、現況整理

の見直しや計画改定からの社会情勢の変化にも対応することとします。 

「※」：解説がある用語 
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３ 社会情勢の変化 

計画の見直しにあたっては、計画策定当初からの社会情勢の変化への対応を踏まえること

とします。

(１) ニューノーマルへの適応

■市民一人ひとりの多様なニーズに的確に応えるべく、「人間中心・市民目線のまちづくりを深

化」させることやニーズに対応して機敏かつ柔軟に施策を実施する「機動的なまちづくりを

実現」することが重要です。 

■地域の資源として存在する官民の既存ストック※（都市アセット）を最大限に利活用し、市民

のニーズに応えていくことが重要です。 

・新型コロナ危機を契機とし、デジタル化の進展も相まって、テレワーク※の急速な普及、

自宅周辺での活動時間の増加など、人々の生活様式は大きく変化（ニューノーマル※）し

ました。 

・ワークライフバランス※の重視など、「働き方」や「暮らし方」に対する意識や価値観も変

化・多様化しています。 

出典：国土交通省「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会  

中間とりまとめ（概要）」（2021 年（令和３年）４月） 
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(２) 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出の推進

■居心地が良く、歩きたくなるまちなかの創出を目指し、道路、駅前広場等の公共空間を活用

するなど、地域が主体となる多くの魅力ある多様な取組により、民と官の多様な連携・共鳴

による可能性豊かなまちづくりを進めることが重要です。 

・人口減少や少子高齢化が進み、地域の活力の低下が懸念されるなか、都市の魅力を向上さ

せ、まちなかのにぎわいを創出するため、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成

し、多くの人材の出会いと交流により、地域の消費と投資、雇用を生み出すことで、豊か

で成熟した生活を実現する「都市空間」へと再生していくことが求められています。 

■居心地が良く歩きたくなるまちなかのイメージ 

出典：国土交通省「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会中間とりまとめ」（2019 年（令和元年）６月） 
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(３) カーボンニュートラルの宣言

■「2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼロ」を目指し、市民・事業者・行政が協働し、一体

となって脱炭素社会の推進と気候変動への適応の課題について果敢に取り組むことが重要で

す。 

・2015 年に合意された「パリ協定」では、「世界の気温上昇を産業革命以前と比較して 2℃

より十分低く保つとともに 1.5℃に抑える努力を追求する」ことが国際的な目標とされ、

我が国においても、「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわ

ち 2050 年カーボンニュートラル※、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

・環境に対する意識が世界的に高まっていくなかで、将来にわたって一宮市の豊かな環境を

次世代に引き継ぐ必要があります。そこで、一宮市は「2050 年までに二酸化炭素実質排

出量ゼロ」を目指し、「いちのみやゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

出典：一宮市 



5 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

(４) 物流の効率化の促進

■全国的な物流の効率化に向けた取組が進められるなかで、広域交通の利便性が高い本市にお

いては、物流拠点の確保などによる物流の効率化が重要です。 

・2024 年度からトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることで、トラッ

クドライバー不足が生じる「物流の 2024 年問題」が懸念されています。 

・国土交通省では、昨今の物流分野における労働力不足や、荷主や消費者ニーズの高度化・

多様化による多頻度小口輸送の進展などに対応するため、流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律（物流総合効率化法）に基づき、「２以上の者の連携」による流通業

務の省力化及び物資の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取組を支援

しています。 

■流通業務総合効率化事業の例 

出典：国土交通省「物流をとりまく状況と物流標準化の重要性」（2021 年（令和３年）６月） 
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４ 都市計画マスタープランの位置づけと構成 

本マスタープランは、上位計画に即しつつ、各種関連計画との連携･整合をとりながら策定

し、大きく【全体構想】と【地域別構想】から構成されます。 

■都市計画マスタープランの位置づけ 

■全体構想と地域別構想の役割 

全体構想 
市全体の将来像を明らかにし、土地利用、都市施設及び市街地開発事業などに

関する全体的な方向性を示します。 

地域別構想 
市域を７地域にまとめ、それぞれの地域特性に応じた実践的なまちづくりの方

針を示します。 

【主な関連計画】 

●一宮市公共施設等総合管理計画 

●第３次一宮市公共交通計画 

●一宮市地域福祉計画 

●第３次一宮市環境基本計画 

●一宮市総合治水計画 

●一宮市病院事業新改革プラン 

●一宮市景観基本計画

●一宮市地域防災計画

●第２期一宮市子ども・子育て支援事業計画

●一宮市農業振興地域整備計画 

●一宮市公共下水道事業計画等 

●一宮市緑の基本計画 

●一宮市空家等対策計画 

                 など

【上位計画】 

市 

●第 7 次一宮市総合計画[一宮市自治基本条例第 10 条] 

●一宮市デジタル田園都市構想総合戦略 

[まち・ひと・しごと創生法第 10 条] 

県 ●尾張都市計画区域マスタープラン[都市計画法第６条の２] 

即す 

一宮市都市計画マスタープラン[都市計画法第 18 条の２]

調

和

一宮市立地適正化計画 
[都市再生特別措置法第 81 条]

連携 
整合 
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５ 計画の対象区域と目標年次 

本マスタープランは、都市計画区域※である本市全域を対象とします。 

また、目標年次は、おおむね 20 年後である 2040 年(令和 22 年)の都市の姿を展望した上

で、都市計画の基本的な方向を定め、道路や公園、市街地などの整備の目標については、お

おむね 10 年後である 2030 年(令和 12 年)に設定します。 

■対象区域 

資料：一宮市都市計画総括図 

対象区域 
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第１章 都市の現況と課題 

１ 上位計画における都市づくりの方針 

(１)第７次一宮市総合計画(2018～27 年度(平成 30 年度～令和９年度))

【都市将来像】

木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市 一宮

【土地利用の方針】 

住宅地の 

配置方針

・人口減少傾向にはあるものの、依然増加傾向にある新規世帯の受け皿とし

て、需要が見込まれる世帯に応じた住宅地を配置します。宅地開発におい

て、将来、空き家・空き部屋の多い不良な住宅市街地とならないように、

利便性の高い地区を優先します。 

・中心市街地における高密度な、まちなか居住の推進 

・市街化区域内の拠点における面的未整備地区の都市基盤整備 

・市街化調整区域の駅周辺等、利便性の高い地区の活用 

商業地の 

配置方針

・多様な都市機能が集積する都市拠点や副次的都市拠点を中心に商業地を配

置します。特に都市拠点においては、リニアインパクトや尾張一宮駅前ビ

ル(i-ビル)の整備効果を活かした民間開発を促進するため、土地の高度利

用を図ることにより商業機能を誘導します。 

産業用地の 

配置方針 

・持続的な経済基盤となる新たな産業立地の受け皿として、高速道路のイン

ターチェンジ周辺など、広域交通ネットワークの既存ストックを活用でき

る場所に産業用地を配置します。 

農業用地の 

配置方針

・農地における自然環境の形成や保水機能など、多面的、公益的機能を発揮

しつつ、農業の健全な継続により生産性を確保し、農業経営の安定を図る

ため、優良農地の保全・確保に努めます。 

・都市近郊では、地区計画による宅地開発と調整を図りながら、農業用地の

集約化などにより、土地利用の効率化を図り、農業生産の維持と供給力を

確保していきます。 

●都市拠点(一宮駅周辺)

市域内外からの利用を想定した広域的な

都市機能や、市街地のにぎわいをもたらすた

めに必要な都市機能が集積するエリア 

●副次的都市拠点(尾西庁舎・木曽川駅周辺)

都市拠点を補完し、市の北部、西部地域の

高次的な都市機能が集積するエリア 

●地域生活拠点(出張所・公民館等周辺)

日常生活を維持するため、利用頻度が高い

生活利便施設が集積するエリア 

■多拠点ネットワーク型都市の構築 



10 

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

序
論

都
市
の
現
況
と
課
題

第
１
章

全
体
構
想

第
２
章

地
域
別
構
想

第
３
章

計
画
の
推
進
方
策

第
４
章

資
料
編

(２)一宮市デジタル田園都市構想総合戦略(2024～27 年(令和６～９年度))

「トカイナカ」で子育てにやさしく安心して暮らせるまち 
【基本目標と基本的方向】 

「若い世代の希望をかなえ､充実した子育て環境と 

子どもが健やかに学べるまち」をつくる 

●出会いから結婚･妊娠･出産･子育てまでの支援や、子育て世代の経済的負担軽減によ

り、個々人の希望に応じて、子どもを産み育てられる環境を創出する。 

●安心して子どもを預けられる環境整備や、仕事と家庭の両立への支援を行い、働きな

がら子育てしやすいまちを創出する。 

●一宮市独自の創意工夫をした教育内容により、次世代を担う子どもが健やかに育ち学

べる環境を創出する。

「都会の利便性と田舎ののどかさが織りなす、 

暮らしたくなるまち」をつくる 

●名古屋から 10 分の利便性と、木曽川の自然環境という田舎ののどかさを併せもつ

「トカイナカ」の魅力を活かし、移住・定住したくなるまちを創出する。 

●効率的で質の高い医療提供体制を構築するとともに、市民の健康に対する関心と意欲

を高め、誰もが健康に暮らすことのできる環境を創出する。 

●中心市街地の活性化により、にぎわいのある魅力あるまちを創出する。 

「一宮らしさをアピールし、ひとが集まる魅力あるまち」をつくる 

●観光イベントに磨きをかけ、訪れたくなるまちを創出する。 

●モーニングサービスをはじめとした一宮市独自の文化や特産物等を情報発信すること

により、人を惹きつけるまちを創出する。 

●継続的な一宮のファンになってもらえるような工夫を凝らし、関係人口をより獲得で

きるまちを創出する。

●歴史、文化などの地域資源を最大限に活かすとともに、注目の集まるスポーツイベン

トを誘致・開催するなど、魅力のあふれるまちを創出する。 

「企業誘致や既存産業の活性化により新たなしごとを創り、 

働く力を育むまち」をつくる 

●企業誘致を推進し、多様な産業のあるまちを創出する。 

●尾州テキスタイル産業をはじめとする市内産業の活性化を図るため、将来の担い手の

人材の発掘・育成を行うとともに、付加価値を高め、稼げる産業を創出する。 

●地域経済を支える中小企業の持続的な発展と新たに創業する事業所への支援を行うと

ともに、農業分野では、６次産業化、地産地消、地域ブランド化を推進するなど、既

存産業の育成・支援を行い、安定した雇用を創出する。 

「安心して快適に暮らせるまち」をつくる 

●行政と地域・民間が協働し、防災・防犯体制の構築や、交通安全対策の充実・強化を

進め、安全で安心な暮らしができるまちを創出する。 

●デジタル技術を積極的に取り入れることにより市民サービスを向上させるとともに、

市内における脱炭素化の取組や緑化を促進することで、緑豊かで快適に暮せるまちを

創出する。

●公共交通の環境整備とともに、多様な主体との連携や新たなモビリティサービスの調

査・研究を行い、生活に必要な施設にアクセスしやすいまちを創出する。 

基本目標３

「魅力」

基本目標２

「調和」

基本目標１

「希望」

基本目標４

「活力」

基本目標５

「安心」
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(３)尾張都市計画区域マスタープラン(2018～30 年(平成 30～令和 12 年))

【都市づくりの基本理念】

広域からヒトやモノが集まるとともに、 

歩いて暮らせる身近な生活圏が形成された都市づくり

【都市づくりの目標】

①暮らしやすさを支

える集約型都市構

造への転換に向け

た主な目標 

・無秩序な市街地の拡大を抑制し、一宮駅およびＪＲ春日井駅などの主要な鉄道

駅周辺などの中心市街地や生活拠点となる地区を拠点として都市機能の集積や

まちなか居住を誘導し、活力あるまちなかの形成を目指します。 

・都市機能が集積した拠点およびその周辺や公共交通沿線の市街地には多様な世

代の居住を誘導し、地域のコミュニティが維持された市街地の形成を目指しま

す。また子育てしやすい環境などに配慮した若者世代が暮らしやすい市街地の

形成を目指します。 

・各拠点へアクセスできる公共交通網を充実させ、利便性が確保された集約型都

市が公共交通などの交通軸で結ばれた多核連携型のネットワークの形成を目指

します。 

・今後も人口や世帯数の増加が見込まれる地域では、必要に応じて鉄道駅や市街

化区域の周辺など、既存ストックの活用が可能な地区を中心に新たな住宅地の

形成を目指します。 

・郊外の人口密度が低い集落地などでは、生活利便性や地域のコミュニティを維

持していくため、日常生活に必要な機能の立地や地域住民の交流・地域活動な

どを促進する場の形成を目指します。 

・市街化調整区域に広がる DID を中心とした人口密度の高い集落地などでは、集

約型都市構造への転換に向けて、集落周辺部のさらなるスプロール化を抑制し

つつ、都市部への居住を誘導するとともに、現在の生活利便性や地域のコミュ

ニティ維持していくため、日常生活に必要な機能の維持を目指します。 

②リニア新時代に向

けた地域特性を最

大限活かした対流

の促進に向けた主

な目標 

・犬山城をはじめとする歴史・文化資源、国営木曽三川公園をはじめとするスポ

ーツ・レクリエーション資源などの地域資源を活かした地域づくりを進め、

様々な対流を促進し、にぎわいの創出を目指します。また、昇龍道プロジェク

トなどの中部圏の観光に資する観光地間の周遊性の向上を目指します。 

・歩行者・自転車に配慮した市街地の再整備や歴史・文化資源を活かした魅力あ

る都市空間・景観づくりを進めるとともに、農業や繊維産業などの地場産業が

培ってきた地域の魅力を向上させ、多彩な対流・ふれあいを生み出し、街のに

ぎわいの再生を目指します。 

・県営名古屋空港や県内外を連携する広域交通体系を最大限活用するとともに、

リニア開業による首都圏との時間短縮効果を全県的に波及させるため、県内都

市間、都市内における交通基盤の整備を進め、質の高い交通環境の形成を目指

します。 

・広域幹線道路の整備を促進するなど、世界とつながる玄関口となる中部国際空

港や名古屋港などとのアクセス性の向上を目指します。 

・道路の交通を著しく阻害している踏切において、沿線のまちづくりと連携した

道路と鉄道の立体交差化を進めるなど、道路と鉄道の機能強化を目指します。 

③力強い愛知を支え

るさらなる産業集

積の推進に向けた

主な目標

・工作機械産業などの既存産業の高度化や航空宇宙産業などの次世代産業の創

出、新たな産業立地の推進を図るため、既存工業地周辺や広域交通の利便性が

高い地域、物流の効率化が図られる地域に新たな産業用地の確保を目指しま

す。 

・経済活動の効率性の向上や生産力の拡大を図るため、広域幹線道路網の充実や

空港、港湾、高速道路インターチェンジ、産業集積地などへのアクセス道路の

整備を推進します。 

・無秩序な市街地の拡大や都市機能の立地を抑制するなど適正な土地利用の規

制・誘導により農業を支える基盤である優良農地の保全を目指します。 

・農地を守るために必要となる農村集落については、日常生活に必要となる機能

や生活基盤を確保し、居住環境や地域のコミュニティの維持を目指します。 
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④大規模自然災害等

に備えた安全安心

な暮らしの確保に

向けた目標

・木曽川周辺などの洪水・内水による浸水、東部の土砂災害が想定されるなどの

災害危険性が高い地区では、災害リスクや警戒避難体制の状況、災害を防止・

軽減する施設の整備状況または整備見込などを総合的に勘案しながら、土地利

用の適正な規制と誘導を図り、安全安心な暮らしの確保を目指します。 

・道路、橋梁、河川などの都市基盤施設の整備や耐震化を推進するとともに、公

共施設や避難路沿道の建築物などの耐震化を促進し、市街地の災害の防止また

は軽減を目指します。 

・被災時の救急活動や物資輸送を支える緊急輸送道路を整備するとともに、避難

場所や防災活動の拠点となる公園の適正な配置を促進し、災害に強い都市構造

の構築を目指します。 

・市街化の進展が著しく、特定都市河川流域に指定された新川流域では、雨水を

貯留・浸透させる施設の設置などの流出抑制を促進します。 

・地域住民との協働による事前復興まちづくりの取組など速やかな復興への備え

を推進します。 

・都市計画道路の整備や交通安全対策を推進し、また生活関連施設を結ぶ経路を

中心に歩行経路のバリアフリー化や自転車利用空間のネットワーク化を進め、

安全安心に移動できる都市空間の形成を目指します。 

⑤自然環境や地球温

暖化に配慮した環

境負荷の小さな都

市づくりの推進に

向けた目標

・中央部や南西部の農地、東部の樹林地などの緑地では、無秩序な開発を抑制す

るなど、適正な土地利用の規制・誘導を図り、豊かな自然環境を保全します。 

・市街地では防災空間や潤いとやすらぎを与えるオープンスペースを確保し、都

市農業の振興や良好な都市環境の形成を図るため、地域特性に応じて農地など

の緑地の保全や民有地の緑化を推進します。 

・新たな市街地の開発にあたっては、公共施設における質の高い緑地の確保、民

有地の緑化の推進、ため池や河川による水辺・緑のつながりの確保などによ

り、生態系ネットワークの形成に配慮し、豊かな生物多様性を育む都市づくり

を目指します。 

・公共交通の利用促進により自動車に過度に頼らない集約型都市構造への転換、

建築物の低炭素化、緑地の保全や緑化の推進を実施し、都市部における低炭素

化を目指します。 

・木曽川、庄内川、五条川、内津川、日光川などの河川や木曽川周辺の大規模な

公園、緑地などを活用した自然的環境インフラネットワークの形成を目指しま

す。 

※市街地ゾーンおよび工業ゾーン
はＨ31 年のおおむねの市街化
区域を表示しています。 
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２ 都市の成り立ち 

(１)一宮市の特性

①市の位置づけ 

本市は、愛知県の北西部にあって、木曽川をはさんで岐阜県と接しており、名古屋市と岐

阜市の中間に位置する尾張地域の中核的な都市です。標高差の少ない、きわめて平坦な地形

であり、北東部から南西部にかけ、約 18km にわたって木曽川に接しています。面積は 113.82

 、延長は東西約 15.3km、南北約 13.3km となっています。 

古くは鎌倉街道、東海道と中山道を結ぶ美濃路、尾張と美濃を結ぶ岐阜街道といった重要

な交通の要衝地として発展し、現在も昔と変わらぬ交通や物流の要衝地として機能していま

す。 

鉄道は、JR 東海道本線と名古屋鉄道

名古屋本線・尾西線が通り、駅は 19 か

所あります。名古屋駅から尾張一宮駅

までは、約 10 分と利便性が高い地域で

す。 

道路は、名神高速道路と東海北陸自

動車道を結ぶ一宮JCT
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

のほか、９つの

I C
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

を有し、名古屋高速道路 16 号一宮

線により、自動車での名古屋中心部へ

のアクセスも良好です。 

■尾張都市計画区域 

■一宮市 
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②都市の成り立ち 

■尾張国一宮の門前町・街道の宿場町が起源であるほか、萩原、起、黒田など街道宿場町、 

木曽川河川水運の拠点が現在も地域拠点として残っています。

本市の中心地区は平安時代、尾張国一宮･真清田神社の門前町として栄えました。 

また、本市周辺は、鎌倉期の鎌倉街道、江戸期の岐阜街道、東海道の脇往還である美濃路

を通じた周辺地域の商品集散地であり、萩原、起、黒田などは宿場や河川交通の要衝として

栄えました。 

■木曽川河畔の扇状地の平地に広がる微地形の起伏に由来する小規模分散型の集落が、現在も  

なお広汎に人口が分散して居住する市街地形成につながっています。

1900 年(明治 33 年)の測量図には、地域の拠点で

ある真清田神社門前町とともに、市内随所に数多

くの小規模な集落が分布しており、頻繁に氾濫し

た木曽川沿いの低地部にあって、微地形としての

自然堤防に集落が形成されてきた歴史が反映され

ています。 

この時期には既に東海道本線や尾西鉄道(後の

名鉄尾西線)の一部の鉄道駅が開業しています。 

(中心地区) 

■1900 年(明治 33 年)の測量図（全体） 

(現在の名鉄一宮)
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■代表的地場産業である繊維産業の動向が、市街地形成と現在の土地利用にも影響しています。 

奈良時代に繊維産業の歴史が始まり、江戸時代には木綿、絹織物の産地として広く知られ

ました。明治時代後期には、毛織物産地としての急速な発展とともに、名鉄尾西線、起線が

整備され、高度成長期前半に全盛期を迎えると、旧一宮市の中心部だけでなく、旧尾西市や

旧木曽川町の中心地区も大きく発展しました。 

昭和 40～50 年代を境に、繊維産業の国際競争力低下とともに、産業構造の変化、大規模工

場跡地における土地利用転換が進むなど、都市形成に大きな影響を与えました。 



16 

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

序
論

都
市
の
現
況
と
課
題

第
１
章

全
体
構
想

第
２
章

地
域
別
構
想

第
３
章

計
画
の
推
進
方
策

第
４
章

資
料
編

(２)市町村合併の経緯

本市は、1921 年(大正 10 年)9 月 1 日に一宮市として市制施行しました。 

1940 年(昭和 15 年)･1955 年(昭和 30 年)と２度の近隣町村との合併を経て市域を拡大した

のち、2005 年(平成 17 年)4 月 1 日に、一宮市、尾西市及び葉栗郡木曽川町が合併し、現在の

市域形成に至ります。 

市域内のコミュニティの単位は、現在も主に「昭和の合併」前の区域が残っており、行政

施設(市役所本庁舎、尾西庁舎、木曽川庁舎、出張所)や公民館などの公共施設は、現在もこ

の地域単位で配置されています。 

■市町村合併年月日

葉栗村
(S15.8.1)

一宮市

西成村
(S15.9.20)

丹陽村
(S30.1.1)

浅井町
(S30.1.1)

大和町
(S30.4.1)

今伊勢町
(S30.4.1)

奥町 (S30.4.1)

萩原町
(S30.4.1)

北方村
(S30.4.1)

千秋村
(S30.4.7)尾西市

(H17.4.1)

木曽川町
(H17.4.1)

市町村合併年月日

昭和15年8月1日 葉栗郡葉栗村

昭和15年9月20日 丹羽郡西成村

昭和30年1月1日 丹羽郡丹陽村、葉栗郡浅井町

昭和30年4月1日 中島郡大和町、今伊勢町（開明地区を
除く）・奥町・萩原町、葉栗郡北方村

昭和30年4月7日 丹羽郡千秋村

平成17年4月1日 尾西市、葉栗郡木曽川町
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■合併の経緯（1/2）
大正 平成

初年 11年 20年 22年 26年 27年 29年 32年 33年 39年 41年 43年 10年 15年 16年 26年 30年 17年

一宮市

昭和30.4.1

野府村 尾西市

尾西市

東加賀野 昭和30.1.1

井村

明治20.7.

一部

岐阜県へ

明治20.7.

阿古井村

吉藤村

一宮市

昭和30.4.1

二子村

西ノ川村

萩原村

苅安賀村 大和町

明治 昭和26.3.1

39.5.10

一宮市

平成17.4.1

中島郡
名古屋
（尾張）

宮新田 三條村

明治22.10.1

西五城村

板倉新田

苅安賀新田

藩 郡
明治

小信中島村

冨田村

起村
起町

明治29.2.24

昭和

上祖父江村

明治22.10.1

北今村 起町

明治39.5.10東五城村

蓮池村 明治22.10.1

岐阜県から編入

上祖父江村

明治22.10.1

西中野村

小原村
明治32.8.21

祐久村 祐賀村

明治11.12.28

開明村

於保村
稲保村（一部）

明治22.10.1

北高井村 高井村

明治22.10.1南高井村

妙興寺村 妙興寺村

明治22.10.1氏永村

苅安賀村

宮地花池村 三輪村

明治22.10.1戸塚村

大和村

明治41.5.1

花井方村

福森村

毛受村

馬引村

富田方村 日光村

明治22.10.1

萩原村

明治11.12.28

串作村

滝村

高松村

戸苅村

築込村

萩原町

明治29.4.20

朝宮村 萩原村

明治22.10.1

西御堂村

東宮重村

西宮重村 新明村

明治22.10.1

萩原町

明治39.5.10

神戸村

明治22.10.1

神戸村

明治32.8.21

朝日村

明治39.5.10

明治22.10.1

開明村

明地村

明治11.12.28

奥町

明治27.9.13

中島村（一部）

玉野村

西萩原村 大徳村

昭和16.5.10明治39.5.10

一宮村

開明村

一宮町

明治22.10.1

明治22.10.1

一宮市

大正10.9.1一色村

馬寄村 今伊勢村 今伊勢町

昭和30.4.1

新神戸村

宮後村

中島村

高木村

林野村

河田方村

奥村

本神戸村
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大正 平成

初年 11年 20年 22年 26年 27年 29年 32年 33年 39年 41年 43年 10年 15年 16年 26年 30年 17年

一宮市

昭和30.4.7

熊代村

花地村

一宮市

昭和30.1.1

下奈良村

下奈良酉

新田

豊原村

（一部）

明治

22.10.1

一宮市

昭和30.4.1

一宮市

昭和

30.1.1

浅井町

一宮市

平成17.4.1

藩 郡

丹羽郡

名古屋
（尾張）

昭和

田所村

更屋敷村

明治22.10.1光明寺村

佐千原村 佐千原村

明治22.10.1

島村

杉山村

大毛村

笹野村 光明寺村

富塚村

一宮市

昭和15.8.1

葉栗村

明治39.5.10

高田村 大田島村

明治33.7.9

明治22.10.1

西浅井村

東浅井村

明治22.10.1

西海戸村

尾関村

河田村

小日比野村

河端村

江森村

前野村

大日比野村 浅井村

浅井町

明治39.5.10

黒岩村 瑞穂村

明治22.10.1大野村

極楽寺村

北方村

明治39.5.10北方村 北方村

明治22.10.1中島村

門間村

内割田村

外割田村

三ッ法寺村

曽根村

黒田町

明治27.12.24

玉ノ井村

黒田村 黒田村

明治22.10.1

木曽川町

明治43.2.10

葉栗郡

里小牧村 黒田町

明治39.5.10

時之島村

瀬部村

豊原村

明治26.11.18

瀬部村

明治29.11.30

春明村

明治11.12.28

西大海道村

定水寺村 穂波村

明治22.10.1

柚木颪村

大赤見村

丹羽村

小赤見村 赤羽村

明治22.10.1

浅野村 浅淵村

明治22.10.1南小淵村

北小淵村

一宮市

昭和15.9.20

西成村

明治39.7.1

森本村

多加木村

猿海道村

馬見塚村

吾鬘村 多加森村

明治22.10.1

平島村

重吉村

三ツ井村

外崎村 三重島村

明治22.10.1

九日市場村 丹陽村

明治39.7.1五日市場村 二川村

明治22.10.1伝法寺村

一色村

浮野村

加茂村

明治11.12.28

勝栗村 浮野村

明治22.10.1

明治22.10.1佐野村

穂積塚本村

芝原村

浅野羽根村 豊富村

明治22.10.1塩尻村

小山村

千秋村

明治39.5.1

加納馬場村 幼村

明治22.10.1

町屋村

天摩村 青木村

明治

■合併の経緯（2/2）
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(３)人口集中地区(DID)の拡大経緯

①昭和 30～40 年代 

○概ね旧３市町(一宮市、尾西市、木曽

川町)の中心部(各市町の役場周辺)が

該当し、徐々ににじみ出しが進行して

います。 

○面的整備事業としては、一宮駅周辺

では戦災復興土地区画整理事業※が

完了、丹陽町地域を中心に大規模な

土地区画整理事業が事業中の段階に

あります。 

資料：国土数値情報、都市計画基礎調査 

②昭和 50～60 年代 

○一宮駅の南側や西側で土地区画整理

事業が進み、人口集中地区(DID)※は

徐々に拡張しています。 

○市街化調整区域※においても、もとも

と散居集落※であった浅井町、西成地

域を中心に人口集中地区(DID)が形

成されています。 

資料：国土数値情報、都市計画基礎調査 
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③平成元年以降 

○森本地区や三ツ井地区、多加木地区

などにおいて土地区画整理事業が進

められ、2015 年(平成 27 年)時点では、

丹陽町地域を除く市街化区域※のほ

ぼ全域が人口集中地区(DID)となって

います。 

資料：国土数値情報、都市計画基礎調査 

④令和元年以降 

○丹陽町地域で人口集中地区（DID）が

拡張しており、葉栗地域、萩原町地域

でも人口集中地区（DID）が形成され

ています。 

資料：国土数値情報、都市計画基礎調査



21 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

３ 現況と課題の整理 

本市における人口推移や産業構造、災害、自然環境、地域資源などの状況を整理し、都市

における課題を整理します。 

①人口の集約による地域コミュニティの維持 

国立社会保障･人口問題研究所の推計によると、本市の総人口は減少傾向にあり、年少人口※

及び生産年齢人口※は減少し、高齢化率※は大きく上昇します。 

2015 年(平成 27 年)から 2040 年(令和 22 年)の人口増減でみると、ほとんどの地域で人口

減少となり、人口密度の低下が予測されます。特に、一宮駅周辺や市街化調整区域の人口集

中地区（DID）が形成されている浅井町、西成地域が顕著です。その一方で、市南部の一部の

地域では人口増加が予測されます。 

また、市街化区域内には、空地や平面駐車場など小規模な低未利用地※が全体的に混在し、

特に一宮駅周辺では、平面駐車場を主体とした低未利用地が多く見られます。 

市域全体の人口減少は、空き家や空き地などの低未利用地のさらなる増加や、それに伴う

都市のスポンジ化※に繋がると予測されることから、人口の集約による地域コミュニティの

維持を図ることが必要です。また、一宮駅周辺については、まちなか居住※を推進していくこ

とが必要です。 

■人口推移と将来人口推計 

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 

※国勢調査の総人口は年齢不詳を含む(高齢化率は年齢不詳を除いた人口に対する割合を示す) 
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一宮駅周辺や浅井町､ 

西成地域で人口減少 

が顕著 

市南部では人口増加

■人口増減 

2015 年(平成 27 年)⇒2040 年(令和 22 年)

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 

■人口密度の将来推計 

 2015 年(平成 27 年) 

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 
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2020 年(令和 2 年)

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 

 【将来】2040 年(令和 22 年) 

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 
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■市街化区域内における低未利用地の分布（2018 年（平成 30 年）） 

資料：都市計画基礎調査(2018 年(平成 30 年)) 

【用途別の低未利用地の状況】 

(ha) 
面積 

（ha） 
(ha) 

面積 

（ha） 

第一種低層住居専用地域 2.90 近隣商業地域 14.66 

第一種中高層住居専用地域 8.31 商業地域 18.53 

第一種住居地域 45.79 準工業地域 72.97 

第二種住居地域 1.82 工業地域 16.70 

準住居地域 1.58 工業専用地域 0.72 

合計 183.98 
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②人口減少下における生活サービス施設の維持 

市域全体の人口に対し、日常生活サービス施設(基幹的公共交通※＋生活サービス施設※)の徒

歩圏※の人口カバー率※は、現在 33.1％です。 

身近な生活サービス施設を持続的に維持するためには、一定の圏域内に一定数の利用人口

を維持することが必要です。現在日常生活サービス施設の徒歩圏となっている地域において

も、ほとんどの地域で人口減少が予測され、将来的な人口密度の低下により日常生活サービ

ス施設の維持が困難になることから、市民の生活利便性の低下が懸念されます。 

このため、人口密度の維持や都市機能※の集積により、公共交通や日常生活サービス施設を

維持していくことが必要です。 

■日常生活サービス施設の徒歩圏 

 【現在（2020 年(令和 2 年)）の日常生活サービス施設の徒歩圏】

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 

商業施設：ｉタウンページ(デパート、スーパー、コンビニに分類されているもの)※2023.5 時点 

i タウンページ 2018 年時点をもとに 2023 年大型小売店総覧を参照し、新規立地及び撤退を確認 

医療施設：地域医療情報システム(病院、一般診療所に分類されているもの)※2022.11 時点 

高齢者施設：愛知県高齢福祉課資料※2023.5 時点 
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 【将来的な人口増減（2020 年(令和 2 年)⇒2040 年(令和 22 年)） 

と現在の日常生活サービス施設の徒歩圏】

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」 

商業施設：ｉタウンページ(デパート、スーパー、コンビニに分類されているもの)※2023.5 時点 

i タウンページ 2018 年時点をもとに 2023 年大型小売店総覧を参照し、新規立地及び撤退を確認 

医療施設：地域医療情報システム(病院、一般診療所に分類されているもの)※2022.11 時点 

高齢者施設：愛知県高齢福祉課資料※2023.5 時点 
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③中心市街地の活性化 

2006 年(平成 18 年)から 2014 年(平成 26 年)の従業者数の変化では、特に一宮駅周辺での

従業者の減少数が大きく、商業・業務機能の空洞化が進行しています。 

このため、都市機能の集積によるにぎわいの創出を図ることが必要です。 

■従業者の増減（2006 年(平成 18 年)⇒2014 年(平成 26 年)） 

資料：事業所統計調査(2006 年(平成 18 年))、経済センサス(2014 年(平成 26 年)) 

一宮駅周辺は従業者の 

減少が大きい 

凡例

H18-H26従業者増減

1000人以上減

500-1000人未満減

100-500人未満減

100人未満減

0

100人未満増

100-500人未満増

500人以上増

鉄道駅

鉄道

東海道新幹線

行政区域

市街化区域

高速道路IC・JCT

高速道路

国道
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④産業構造の変化への対応 

市内総生産は 2011 年（平成 23 年）から横ばいでしたが、2017 年（平成 29 年）以降は減少

傾向にあります。 

観光入込客数は、500万人/年以上でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、

2021 年（令和３年）では 300 万人/年未満となっています。 

製造品出荷額等は 2010 年（平成 22 年）から 2018 年（平成 30 年）にかけて、微増傾向で

したが、2019 年（令和元年）以降は減少傾向となっています。 

本市は繊維工業が基幹産業ではあるものの、製造品出荷額等が 2008 年（平成 20 年）から

2020 年（令和２年）の間で約５割程度と大きく落ち込む一方、食料品製造業は増加傾向で推

移しています。 

このため、産業構造の変化も考慮した土地利用の転換や操業環境･産業拠点の形成が必要で

す。 

広域的な交通の利便性が高い観光資源が上位にあることから、広域から集客ができる本市

の広域交通体系を活かした交流人口の拡大を図ることが必要です。 

 また、全国的に物流の効率化が求められているなか、インターチェンジ周辺への中継物流

施設※の立地など、本市の広域的な交通の利便性を活かした対応を図ることも必要です。 

■市内総生産の推移（2011 年(平成 23 年)⇒2020 年(令和２年)） 

資料：愛知県「あいちの市町村民経済計算」 
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■観光入込客数 

【推移】

【観光資源別】

資料：愛知県観光コンベンション局「観光レクリエーション利用者統計」 

（単位：人）

順位 市町村 観光資源名 2021年

1 刈谷市 刈谷ハイウェイオアシス 6,160,000

2 岡崎市 ＮＥＯＰＡSＡ岡崎 4,066,321

3 常滑市 中部国際空港来場者 3,961,000

4 豊川市 豊川稲荷 3,420,424

5 名古屋市 熱田神宮 3,100,507

6 豊橋市 道の駅とよはし 2,213,084

7 名古屋市 東山動植物園 1,756,409

8 豊田市 鞍ヶ池公園 1,417,900

9 名古屋市 名古屋港水族館 1,255,084

10 一宮市 国営木曽三川公園138タワーパーク 1,241,168

11 刈谷市 刈谷市交通児童遊園 1,213,633

12 豊田市 豊田スタジアム 1,155,070

13 岡崎市 道の駅藤川宿 1,150,285

14 碧南市 明石公園 1,128,734

15 新城市 もっくる新城 1,124,830

16 碧南市 あおいパーク 1,058,593

17 一宮市 真清田神社 1,046,928

18 長久手市 愛・地球博記念公園 1,006,400

19 江南市 国営木曽三川公園フラワーパーク江南 993,786

20 犬山市 成田山名古屋別院 976,700

5,938

5,379

5,803 5,684
5,404

5,788

5,401

5,006
4,820

2,690
2,892

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2016 2021

観光入込客数

一宮市合計（千人）
観光入込客数

項目別（千人）

一宮市合計 真清田神社

一宮七夕まつり 国営木曽三川公園１３８タワーパーク

その他施設（博物館・プール・広場等） その他まつり等
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2015

(H27)

2016

(H28)

2017
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2018
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2019

(R1)

2020

(R2)

食料品製造業 606.5 664.7 605.2 828.9 703.7 751.3 791.9 785.6 946.9 944.4 1,008. 1,024. 1,138.

繊維工業 1,209. 969.0 888.4 1,050. 1,011. 870.9 896.5 858.0 827.0 766.5 721.6 705.6 563.0

プラスチック製品製造業

（別掲を除く）
535.1 363.1 389.5 404.5 432.1 393.9 421.0 467.3 410.9 434.5 492.2 456.4 440.6

金属製品製造業 354.0 222.4 215.8 238.5 243.2 232.7 237.3 260.1 239.0 231.9 264.0 241.6 285.1

生産用機械器具製造業 453.2 244.4 246.5 287.0 291.2 326.7 371.3 415.4 410.7 459.7 452.0 424.9 319.1

0

500

1,000

1,500

2,000
製造品出荷額等

（億円）

■製造品出荷額等の推移 

 【全業種】

 【業種別】

資料：工業統計調査、経済センサス 

5,747 

4,131 4,068 
4,499 4,662 4,608 

5,299 5,218 
5,495 5,656 5,739 

5,507 

4,902 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2008

(H20)

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

製造品出荷額等

（億円）



31 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

⑤災害などに対する安全・安心の確保 

理論上最大モデル※の地震における液状化※危険度によると、市東部を除いた広範囲で危険

度が極めて高い予想となっています。 

また、本市は、木曽川に沿った平坦な地形であることから、日光川、新川も含め広い範囲

で浸水のおそれがあります。特に想定最大規模では、西部を中心に 2 階への垂直避難が困難

とされる浸水深 3m 以上の地域もみられます。 

とりわけ、市北部、尾西北部、尾西南部、萩原町、大和町の一部においては、健康障害の発

生や最悪の場合は生命の危機が生じるおそれがあるとされる 3 日以上の浸水が継続すると想

定されています。 

高潮（想定最大規模）では、西部から南西部にかけて 1～2m 以上の浸水が想定される地域

もみられます。 

このため、これまでの災害実績や今後想定される大規模地震や浸水などによる被害に対応

した防災・減災対策を行うことが必要です。 

本市の全域で浸水が想定されているため、災害ハザードの周知などによる早期避難を促す

取組が必要です。 

また、地域防災の担い手を育成するなど、地域防災力の向上が必要です。 

■理論上最大モデルにおける液状化危険度 

資料：一宮防災ハンドブック 

(愛知県「平成 23 年度～25 年度 東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査」(2014 年（平成 26 年）５月)に基づく) 
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■洪水浸水想定区域図 

 【木曽川（計画規模(L1)）】 

資料：木曽川上流河川事務所資料（2020 年（令和 2 年）4 月 24 日指定） 

 【木曽川（想定最大規模(L2)）】 

資料：木曽川上流河川事務所資料（2020 年（令和 2 年）4 月 24 日指定）

注）洪水浸水想定区域（計画規模）とは、水防法の規定に基づき計画降雨に伴

う洪水により川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより

予測したものです。 

注）洪水浸水想定区域（想定最大規模）とは、水防法の規定に指定され

た想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により川が氾濫した場合

の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。 
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 【木曽川（浸水想定時間（想定最大規模(L2)））】 

資料：木曽川上流河川事務所資料（2020 年（令和 2 年）4 月 24 日指定） 

注）浸水継続時間は、洪水浸水想定区域（想定最大規模）における洪水時に避難が困難と

なる一定の浸水深（0.5m）を上回る時間の目安として示すものです。 
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■浸水予想図 

 【日光川水系日光川流域（計画規模(L1)）】 

資料：愛知県資料（2019 年（令和元年）9 月 30 日指定） 

 【日光川水系日光川流域（想定最大規模(L2)）】 

資料：愛知県資料（2019 年（令和元年）9 月 30 日指定） 

注）浸水予想図は、水防法指定区間外や支川からの氾濫も含まれることから、

洪水浸水想定区域図よりも浸水範囲が広がります。 

対象河川：日光川、蟹江川、福田川、領内川、宝川、善太川、小切戸川、目比川、三宅川、新堀川、光堂川、

野府川、北古川、西條小切戸川 
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 【日光川水系日光川流域（浸水想定時間（想定最大規模(L2)））】 

資料：愛知県資料（2019 年（令和元年）9 月 30 日指定）
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 【庄内川水系新川流域（計画規模(L1)）】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）5 月 29 日指定） 

 【庄内川水系新川流域（想定最大規模(L2)）】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）5 月 29 日指定） 

対象河川：新川、五条川、青木川、緑葉川、巾下川、矢戸川、境川、半ノ木川、水場川、鴨田川、合瀬川、 

中江川、新中江川、原川、大山川、新境川、西行堂川、池田川、外堀川、薬師川、新造川、新地蔵川、 

地蔵川 
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 【庄内川水系新川流域（浸水継続時間（想定最大規模(L2)））】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）5 月 29 日指定） 
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 【木曽川水系郷瀬川流域（計画規模(L1)）】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）4 月 10 日指定） 

 【木曽川水系郷瀬川流域（想定最大規模(L2)）】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）4 月 10 日指定） 

対象河川：郷瀬川、新郷瀬川 
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 【木曽川水系郷瀬川流域（浸水継続時間（想定最大規模(L2)））】 

資料：愛知県資料（2020 年（令和 2 年）4 月 10 日指定） 
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■高潮浸水想定区域（想定最大規模）

資料：愛知県資料（2021 年（令和 3 年）6 月 11 日指定）

■浸水実績

資料：市資料 

注）高潮浸水想定区域（想定最大規模）とは、日本に上陸した既往最大台風である「室戸台風（1934 年）」が、

県内沿岸部に対し最も高潮の影響を与える最悪のコースを通過した際に、最悪の被害として堤防が全て設

計条件で決壊した場合における、浸水範囲（最大浸水深）を重ね合わせたもので、本県において考えられる

最大級の高潮をシミュレーションにより想定したものです。 
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⑥豊かな自然や農地、公園・緑地の保全・活用 

本市は、木曽川をはじめとした水辺、農地や社寺林などが点在する自然豊かな地域です。 

また、138 タワーパークや浅井山公園、多加木緑道など、水や緑に親しめる公園・緑地が多

数あります。 

一方、土地利用の変化では、農地の減少が進んでおり、2005 年(平成 17 年)から 2021 年（令

和 3 年）までの 16 年間で 670ha 以上減少しています。 

今後も豊かな自然や農地、公園・緑地などを保全・活用し、多くの人が自然とふれあい、

憩う場を確保することが必要です。 

■木曽川                  ■138 タワーパーク 

■土地利用の変化 ■自然地の変化

資料：愛知県 土地に関する統計年報             資料：国土数値情報 土地利用細分メッシュ 
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⑦環境負荷の少ない都市構造※の形成 

本市における交通手段別分担率※については、1971 年（昭和 46 年）以降「自動車」の割合

が次第に増加する一方で、「バス」「自転車」「徒歩」の割合は減少しています。 

市内バスの年間利用者数は 2013 年（平成 25 年）から 2019 年（令和元年）まで横ばいでし

たが、2020 年（令和２年）は新型コロナウイルス感染症の影響などにより、2019 年（令和元

年）の 7 割ほどに減少しました。2021 年（令和３年）には 2019 年（令和元年）の 8 割ほどま

で戻っています。 

一宮駅（JR と名鉄の合計）の 1 日あたり乗車人員は、2011 年（平成 23 年）から 2019 年

（令和元年）まで微増傾向にありましたが、2020 年（令和２年）以降は新型コロナウイルス

感染症の影響などにより、2019 年（令和元年）の 8 割ほどに減少しました。 

本市における部門別 CO2 排出量をみると、部門別に偏りはみられませんが、産業部門の構

成比が 2005 年度（平成 17 年度）から 2020 年度（令和２年度）にかけて約 13％低下し、排出

量の削減が進んでいます。 

「いちのみやゼロカーボンシティ宣言」に基づき「2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼ

ロ」の実現に向けて、CO2 排出量の抑制などにより環境負荷を低減するために、脱炭素社会に

向けたまちづくりが必要です。 

また、広域交通体系を活かした効率的な道路ネットワーク構築による円滑な交通処理やイ

ンターチェンジに近接した地域への計画的な産業立地など、CO2 排出量を抑制できるように

環境負荷に配慮した都市構造の形成が必要です。 

■交通手段別分担率の推移 

資料：中京都市圏パーソントリップ調査

※

1971 
（S46）

1981 
（S56）

1991 
（H3）

2001 
（H13）

2011 
（H23）
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■市内バスの年間利用者数 

資料：市資料 

■市内主要駅の 1 日あたり乗車人員 

資料：愛知県統計年鑑 
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■市内の温室効果ガス（CO2）排出量の変化 

・部門別指標の推移で示す各指標は、部門別排出量の推計に用いた按分指標です。それぞれの指標の経年変化を分析することで、排出量の
要因となる活動量がどのように増減しているかを把握することができます。 

・各指標の引用元は以下のとおりです。製造品出荷額等（製造業）：令和元年度までは工業統計調査・令和 2 年度は経済センサス（活動調
査）、従業者数（建設業・鉱業、農林水産業、業務その他部門）：令和元年度までは経済センサス（基礎調査）・令和 2 年度は経済センサ
ス（活動調査）、世帯数（家庭部門）：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査、自動車保有台数（運輸部門）：自動車検査
登録情報協会「市区町村別自動車保有車両数」及び全国軽自動車協会連合会「市区町村別軽自動車車両数」， 人口（鉄道）：住民基本台
帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査、入港船舶総トン数（船舶）：港湾調査年報 

・なお、従業者数は５年おきに更新される経済センサス（基礎調査）を使用し、「2007 年度、2008 年度」、「2009 年度～2013 年度」、「2014
年度～2020 年度」をそれぞれ同じ統計から集計（廃置分合等により数値が同値でない場合もあります）していましたが、令和 3 年経済
センサスからは活動調査で把握されることとなり、令和 2 年の就業者数は経済センサス（活動調査）から集計しています。廃棄物分野は
按分ではなく一般廃棄物処理実態調査結果の焼却施設ごとの処理量から推計しているため、推計した CO2 排出量の推移を掲載していま
す。 

資料：環境省「自治体排出量カルテ」 

部門・分野別の温室効果ガス（CO2）排出量の経年変化

（千t-CO2）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

産業部門

業務その他部門

家庭部門

運輸部門

廃棄物分野（一般廃棄物）

部門・分野別構成比の比較（都道府県平均及び全国平均） (2020年度)

43%

50%

21%

18%

16%

22%

18%

15%

26%

19%

18%

29%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

愛知県

一宮市

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野（一般廃棄物）



45 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

⑧地域の歴史と文化の保全・活用 

本市は、真清田神社、妙興寺をはじめ重要な歴史的建造物を有し、その他各集落地に数多

く神社、仏閣が分布するほか、旧街道に沿って、歴史的な景観の面影が残されています。 

また、伝統的地場産業※として繊維産業が栄えたため、のこぎり屋根工場など生活に身近な

地域資源が数多くあります。 

これらの歴史・文化的な資源を保全・活用した魅力あるまちづくりが必要です。 

■真清田神社 ■妙興寺 

■萩原商店街（美濃路萩原宿） ■のこぎり屋根工場 
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⑨多様なまちづくり活動の担い手育成 

本市では、近年、真清田神社や木曽川、繊維産業など、地域資源を活かした活動が数多く

展開され、市民や地域の企業が協働しているものも見られるほか、防災に関する取組も行わ

れています。

一宮駅周辺において、「居心地がよく歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、官民連携に

よる社会実験などの多様な取組を行い、課題や効果を検証しています。 

これらの活動やその担い手を積極的に支援・協力することが必要です。 

■杜の宮市 ■ミズベリング※138 

市民グループ主導により、真清田神社と本町商

店街で行われている地域文化のまつり。 

木曽川における水辺の新しい活用方法を考え、

実践する取組。 

■Re-TAiL ■湊屋倶楽部 

産地の繊維組合が保有する築 80 余年のビルを

活かし、繊維を主軸とした魅力を発信。 

旧湊屋文右衛門邸を食の拠点とし、茶屋を開店

するほか、集会の場として活用。 

■まちなかウォーカブル ■自主防災リーダー研修会
都市の魅力を向上させ、まちなかににぎわい 

や歩きたくなる空間を創出する取組。 

地域防災の担い手を育成する地域防災まちづ

くりの取組。 
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第２章 全体構想 

１ 将来都市像 

「第７次一宮市総合計画」の都市将来像及び本市の都市づくりの現況と課題を踏まえ、都

市計画における【将来都市像】を次のように設定します。 

都会の利便性と田舎の豊かさが織りなす、だれもが住みよいまち 

～多拠点ネットワーク型都市の構築～ 

本市は、公共交通（鉄道・路線バス）や高速道路が充実しており、交通利便性の高い都市

です。また、清流木曽川に接し、郊外には農地や社寺林が点在するなど豊かな自然を感じる

ことができる都市でもあります。 

これら本市の特徴を活かし、また、尾張地域を代表する中核的な都市として、将来見込ま

れる人口減少や高齢化の進行も考慮しただれもが住みよいまちづくりを進めるため、本市の

歴史や現在の暮らしに対応した拠点の形成を図り、これらを公共交通などでネットワーク化

し連携する、多拠点ネットワーク型都市の実現による持続的発展を目指します。 

２ 都市づくりの目標 

前章で整理した都市の課題を受け、４つの都市づくりの目標を設定します。 

【 都 市 の 課 題 】

①人口の集約による地域コミュニティの維持 

②人口減少下における生活サービス施設の維持 

③中心市街地の活性化 

④産業構造の変化への対応 

⑤災害などに対する安全・安心の確保 

⑥豊かな自然や農地、公園・緑地の保全・活用 

⑦環境負荷の少ない都市構造の形成 

⑧地域の歴史と文化の保全・活用 

⑨多様なまちづくり活動の担い手育成 

【 都市づくりの目標 】

■目標１ 「持続可能で安全・安心な 

都市構造の構築」 

■目標２ 「都市機能の集積による拠点の強化」 

■目標３ 「誰もが豊かに暮らし続けることが 

できる生活環境の確保」 

■目標４ 「愛着と誇りの持てる 

地域文化の形成と継承」 
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各目標に対し、具体的な都市の姿を設定します。そして、都市づくりの目標から都市の姿

を展望し、土地利用などの基本的な方向性を「５．部門別の方針」に定めます。 

【 都市づくりの目標 】

■目標１「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」 

1-1:人口の集約による持続可能な都市 

1-2:公共交通や自転車・歩行者が利用しやすく、環境負荷の少ない都市 

1-3:災害や事故に対する安全性が高い都市 

■目標２「都市機能の集積による拠点の強化」 

2-1:尾張地方の中核として、高密度な中心市街地が形成された都市 

2-2:生活圏に応じ、機能分担した拠点が形成･連携された都市 

2-3:広域交通体系を活かした産業拠点が構築された都市 

■目標３「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」 

3-1:多様な生活ニーズに対応し、利便性の高い都市 

3-2:身近な自然を守り、これを活用する都市 

3-3:地域コミュニティが守られる都市 

■目標４「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」 

4-1:地域の歴史や文化が継承される都市 

4-2:新たな交流が生まれ、更なる愛着と誇りが持てる都市 

4-3:多様なまちづくりの担い手が活動する都市 

【 部 門 別 の 方 針 】

土
地
利
用

道

路

公
共
交
通

公
園
緑
地

下
水
道
及
び
河
川

そ
の
他
都
市
施
設

市
街
地
開
発
事
業

景
観
形
成

環
境
形
成

都
市
防
災

● ● ● ● ● ● ● ● 

〇      〇    

 〇 〇      〇 〇

 〇  〇 〇     〇 

● ● ● ● 

〇      〇    

〇  〇        

〇 〇

● ● ● ● ● ● ● ● 

〇  〇  〇 〇

   〇    〇 〇

〇         〇 

● ● ● ● ● 

   〇    〇 〇  

○  〇    〇

       〇 〇 〇 
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３ 計画フレーム 

本マスタープランにおける計画フレーム※は、以下のとおり設定します。 

■将来人口については、第７次一宮市総合計画と整合をとり、2030 年(令和 12 年)の総人口を

376,574 人と設定します。 

■住宅系市街地規模については、人口減少が見込まれるなかにおいても世帯数の増加に伴い、

新たな住宅系市街地 約 21ha(2030 年(令和 12 年))が必要です。そこで、新たな市街地の形

成や高密度なまちなか居住の推進、市街化区域内面的未整備地区での都市基盤整備や低未

利用地の活用、住宅空き家のストック活用などで対応します。 

■産業系市街地※規模については、産業構造の変化を考慮した土地利用の転換や産業拠点の形

成に向けて、新たな産業系市街地 約 88ha(2030 年(令和 12 年))が必要です。そこで、高速

道路のインターチェンジ周辺など、広域交通ネットワークの既存ストックを活用できる場

所で対応します。 

■将来人口 

2015 年 

(平成 27 年) 

2020 年 

（令和 2 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 
(おおむね 10 年後)

2040 年 

（令和 22 年） 
(おおむね 20 年後)

総人口(人) 386,410 385,199 376,574 366,670 

世帯数(世帯) 142,480 144,242 146,945 148,054 

・総人口：2015 年は住民基本台帳。2020 年以降は「一宮市まち･ひと･しごと創生総合戦略｣における将来推計値。 

・世帯数：2015 年は国勢調査。2020 年以降は過去 25 年(1990 年)のデータによるトレンド予測。 

■住宅系市街地 

項 目 指標 

2030 年（令和 12 年）市街化区域人口 229,431 人 

2030 年（令和 12 年）に必要な住宅系市街地 約 21ha 

■産業系市街地 

項 目 指標 

2030 年（令和 12 年）市内総生産 1,047,713 百万円

2030 年（令和 12 年）に必要な産業系市街地 約 88ha 

・産業系市街地：工業と商業に係る産業用地を主体とした市街地。 

合計特殊出生率:2030 年に 1.8、2040 年に 2.07 を達成すると仮定

純移動数を現在の２倍程度(+1,800 人/５年)まで増えると仮定 
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４ 将来都市構造 

(１)本市が目指す将来都市構造

将来都市像である【都会の利便性と田舎の豊かさが織りなす、だれもが住みよいまち】の

実現に向け、本市の歴史的･地理的特徴を活かし、持続可能な都市形態として【多拠点ネット

ワーク型都市】を目指します。 

■将来都市構造図
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(２)将来都市構造の構成要素

①拠点 

都市拠点 

一宮駅周辺を都市拠点に位置づけ、尾張地域の

中核都市にふさわしい都市機能の集積及び維持

向上を図ります。 

副次的都市拠点 

尾西庁舎周辺、木曽川駅周辺を副次的都市拠点

に位置づけ、市西部及び北部地域における都市機

能の集積及び維持向上を図ります。 

地域生活拠点 

出張所または公民館周辺を地域生活拠点に位

置づけ、日常生活を支える機能の集積及び維持を

図ります。特に、丹陽町出張所周辺においては、

市南部地域のにぎわいの核を目指します。なお、

都市拠点及び副次的都市拠点は、地域生活拠点と

しての機能も兼ねるものとします。 

産業拠点 

既存工業団地や高速道路インターチェンジなどの既存ストックを活用できる場所を産業拠

点に位置づけ、工業・物流施設や農商工が連携した地域の振興に資する施設などの充実・集

積を図ります。特に、スマートインターチェンジ優先検討箇所となっている尾張一宮パーキ

ングエリアの周辺では、広域交通ネットワークの優位性を活かし、産業や交流機能の立地誘

導を図ります。

レクリエーション拠点 

大規模公園緑地などをレクリエーション拠点に位置づけ、整備促進及び利用増進を図りま

す。 

歴史文化拠点 

真清田神社などの本市の歴史性を象徴する地区を歴史文化拠点として位置づけ、地域資源

として維持・活用を図ります。

■都市拠点のイメージ 

■副次的都市拠点のイメージ 

■地域生活拠点のイメージ 
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②ネットワーク 

道路ネットワーク 

産業振興や周辺都市、市内拠点間の交流促進に資する道路網を形成するとともに、渋滞緩

和などの道路交通の円滑化、災害に強い道路ネットワークの形成を図ります。 

公共交通ネットワーク 

公共交通による拠点間の連携強化を推進するとともに、過度な自動車依存の抑制に向け、

誰もが利用しやすい公共交通ネットワークの形成を図ります。 

水と緑のネットワーク 

木曽川、公園・緑地、社寺林などを結ぶ良好な自然環境を有するネットワークの形成を図

ります。 

都市と歴史のネットワーク 

岐阜街道、美濃路を位置づけ、歴史的な面影が残されたネットワークの形成を図ります。 

③ゾーン 

都市居住ゾーン 

市街化区域のうち工業専用地域※を除いた区域を都市居住ゾーンとし、利便性が高く良好

な居住環境の形成を図ります。 

田園環境共生ゾーン 

市街化調整区域を田園環境共生ゾーンとし、自然や農地の維持・保全と地域コミュニティ

の維持･増進を図ります。 

工業集積ゾーン 

市街化区域のうち工業専用地域を工業集積ゾーンとし、生産力拡大に向けた良好な操業環

境の形成を図ります。
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５ 部門別の方針 

(１)土地利用の方針

【基本的な方針】 

・尾張地域の中核都市にふさわしい都市拠点として、都市機能の集積を図るとともに、まちな

か居住を推進します。 

・副次的都市拠点、地域生活拠点では、それぞれの規模に応じた都市機能の集積を図ります。 

・本市の特性である用途混在※(住工など)については、土地利用変化の動向をみながら適切な

都市計画の見直しなどを行います。 

・中心市街地への都市機能の誘導のため、準工業地域※における新たな大規模集客施設※などの

立地抑制を図ります。 

・市街化調整区域は市街化の抑制と農用地保全を基本としつつ、利便性の高い地区に限定し、

居住や産業の立地誘導を図ります。 

■市街化区域の土地利用方針 

【住宅系土地利用の方針】 

①専用住宅地 

○良好な住環境の維持･形成を図ります。 

②住宅地 

○多様な住まいのニーズに配慮しつつ、低中密度な住宅市街地の形成を図ります。 

○人口減少が見込まれるなか、依然増加傾向にある新規世帯の受け皿として、空き家･空き地

の利活用を図りつつ、用途地域※の見直しや地区計画制度※などを活用し、市街化区域への

人口集約を図ります。 

○災害リスクの高い地域については、防災・減災対策の進捗状況を踏まえた土地利用を図りま

す。 

【商業系土地利用の方針】 

③商業業務地 

○現在の商業業務施設の維持を図ります。 

○都市拠点では、まちなか居住に加え、広域的な商業施設をはじめとした多様な機能が集積し

た土地利用の誘導を図ります。 

○副次的都市拠点では、用途地域の指定に基づく、日常生活に必要な施設の誘導を図ります。 

④沿道複合地 

○主要な幹線道路※沿道については、そのアクセス性を活かした商業施設などの誘導を図ると

ともに、背後の住宅地に配慮し、必要な場合には用途地域の見直しや地区計画制度の活用に

より適正かつ計画的な土地利用の誘導を図ります。 
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⑤住商混合地 

○日常生活に必要な施設の誘導を図り、徒歩や自転車、公共交通機関を中心に、生活利便の高

い低中密度な土地利用を図ります。 

【工業系土地利用の方針】 

⑥専用工業地 

○計画的に形成された工業団地については、現在の良好な操業環境の維持を図ります。 

⑦工業地 

○大規模な工業･物流施設については、周辺環境との調和に配慮し、操業環境の維持･改善を図

ります。 

⑧住工混合地 

○伝統的地場産業の持続に配慮し、小規模な工業施設と住宅地の一定の混在を許容し、「のこ

ぎり屋根」という伝統的な建築様式を持つ工業施設を景観資源の一つとして位置づけ、保

全･活用を図ります。 

○住居系への特化傾向が強い地区においては、工業施設の立地状況などを勘案し、必要な場合

には住居系用途への変更や地区計画制度を活用し、良好な居住環境の形成を図ります。 

■市街化調整区域の土地利用の方針 

⑨集落地･農用地 

○農用地については、積極的な維持･保全を図り、無秩序な開発の抑制を図ります。 

○集落地については、鉄道駅周辺や地域生活拠点周辺などの利便性の高いエリアにおいて、市

街化区域への編入や「市街化調整区域内地区計画運用指針」による地区計画制度を活用し、

良好な環境と景観の保全を図りながら、地域コミュニティの維持及び日常的な利便性の確

保を図ります。また、既存集落地として、すでに地域コミュニティが形成されている地区に

おいては、持続的な居住環境の形成のため、地区などを限定して都市計画法第 34 条第 12

号※の規定に基づく条例を活用することで、地域コミュニティ、公共交通ネットワークの維

持を図るとともに、市街地のスプロール※化抑制に努めます。

○既存工業団地や高速道路インターチェンジ周辺などの既存ストックを活用できる産業拠点

では、市街化区域への編入や、「市街化調整区域内地区計画運用指針」による地区計画制度、

都市計画法第 34 条第 12 号の規定に基づく条例なども活用しつつ、周辺の土地利用状況に

配慮した操業環境の形成を図ります。 

■その他土地利用の方針 

○字界などによって、区域区分や用途地域が決められている境界部においては、必要に応じて

道路、河川などにより、境界の明確化を行った上で、近接する現在の土地と一体となった有

効利用を図ります。 

○スマートインターチェンジ優先検討箇所となっている尾張一宮パーキングエリアの周辺で

は、広域交通ネットワークの優位性を活かし、産業や交流機能の立地誘導を図ります。

○広域的な交通利用が見込める道路の沿道では、道路利用者と地域住民の利便性の確保や地

域活性化の拠点となる農産物等の直売所・道の駅などの立地を検討します。



55 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

■土地利用方針図

○2018 年（平成 30 年）の土地

利用実態及びスマートイン

ターチェンジ優先検討箇所

である尾張一宮パーキング

エリアの周辺における開発

ポテンシャルを踏まえ、今

後本市が目指すべき土地利

用の方針を以下のように定

めます。 

資料：都市計画基礎調査(2018 年(平成 30 年))  

■2018 年（平成 30 年）土地利用実態 
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(２)都市施設の方針

①道路 

【基本的な方針】 

・尾張地域全体の産業振興や都市間の円滑な交通処理に資する道路ネットワークの形成に向

け、広域幹線道路※や幹線道路の整備を促進します。 

・道路における自転車及び歩行者の安全で快適な通行空間を確保し、既存ストックの活用に

よる通行空間の形成を図ります。 

・防災・減災を考慮した災害に強い道路ネットワークの形成及び道路空間の確保を図ります。 

・道路を常時良好な状態に保つよう、定期的に点検し、道路の修繕を効率的に行い、機能維持

の強化を図ります。 

■広域幹線道路の方針 

○名岐道路延伸区間及び一宮西港道路を広域幹線道路に位置づけ、産業振興などに資する重

要な路線として関係機関との整備促進に向けた調整を行います。 

○広域交流の促進、産業振興や地域活性化を図るため、尾張一宮パーキングエリアにスマート

インターチェンジの設置を検討します。 

■幹線道路の方針 

○尾張地域の骨格となる道路ネットワーク

の形成に向け、北尾張中央道、西尾張中

央道（名鉄尾西線の高架化）の整備を促

進します。 

○都市間の円滑な交通処理を図るため、名

古屋江南線、萩原祐久線、萩原多気線、

一宮春日井線などの整備を促進するとと

もに、地域内の交通状況を踏まえた道路

整備を進めます。 

○未整備区間においては、既存ストックを活用した道路ネットワークの形成、公共交通やまち

づくりとの連携、道路が持つ防災機能などを考慮した上で適宜見直しを行い、道路整備プロ

グラム※の検討を行うなど計画的な整備を進めます。 

■自転車ネットワーク・歩行空間の方針 

○自転車活用推進計画※に基づき、特に中心市街地を核とする安全で快適な自転車走行環境の

整備を進めます。 

○整備済みの路線については、既存ストックの活用により、安全で快適な歩行空間の形成を図

ります。 

○歩行者を中心とした「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を図ります。

■北尾張中央道 
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②公共交通 

【基本的な方針】 

・地域･交通事業者･市が連携・協働し、利便性の高い持続可能な公共交通ネットワークの形成

を図ります。 

■公共交通ネットワークの形成方針 

○都市拠点と副次的都市拠点及び地域生活拠点を鉄道、バス路線で結ぶことにより、公共交通

ネットワークの形成を図ります。 

○鉄道の利便性を高めるため、駅前広場の整備など駅としての機能の充実により、利用を促進

します。 

○ネットワークの補完・充実のための新たな移動手段を検討します。 

③公園緑地 

【基本的な方針】 

・木曽川をはじめ市内を流下する河川や水路、集落地などに数多く見られる社寺林、公園･緑

地により、市全域にわたる水と緑のネットワークの形成を図ります。 

・都市公園※については、社会情勢の変化や地域の実情・特性などを勘案し、これからの本市

の活力と個性を支える公園のあり方を検討し、適切な配置に努めます。 

■公園緑地の方針 

○都市公園や社寺林などによる緑の拠点を形成し、

河川や緑道により水と緑のネットワークの形成

を図ります。 

○土地区画整理事業により、計画的な公園整備を進

めます。 

○大規模公園などレクリエーションの拠点につい

ては、地域特性やニーズを踏まえ、周辺環境や利

用状況に応じ、民間活力※の導入による多様な整

備及び管理手法を検討します。 

○社寺林などは地域の重要な緑の資源として、保全配慮地区※を指定し、保全を図ります。 

○公共施設や民有地の緑化を推進するため、緑化地域制度※などを検討し、助成制度の活用を

促進します。 

○農地は、重要な緑資源であり、優良な農業生産基盤として保全を図るとともに、農業体験の

場として活用します。特に都市農地については、防災機能や景観・環境機能などさまざまな

役割を担うことから、生産緑地地区※の新規指定を促進するとともに、特定生産緑地制度※

の活用により保全を図ります。 

■浅井山公園 
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④下水道及び河川 

【基本的な方針】 

・洪水や浸水による被害を軽減するため、河川･水路･下水道(雨水)の整備や雨水流出抑制※施

設の整備を推進するなど、一宮市総合治水計画に基づいた総合的な治水対策を行います。 

・居住環境の改善と公共用水域※の水質の保全を図るため、汚水処理施設の整備及び適切な維

持更新を進めます。 

・木曽川をはじめとした河川空間について、質の向上や多面的な活用を推進します。 

■下水道の方針 

○公共下水道(汚水)の未整備区域については、未普及人口※の分布状況を把握し、効率的な整

備を進めます。 

○台風や局地的豪雨による浸水被害を軽減するため、雨水管きょ及び雨水貯留施設※などの整

備を進めます。 

○下水道施設の長寿命化に向けた取組を進め、計画的に改築などを行い適切な維持管理を進

めます。 

■河川の方針 

○台風や局地的豪雨による洪水や浸水による被害を軽減するため、堤防整備や河道改修など

の河川改修を促進します。 

○雨水貯留施設・浸透施設や調整池の整備を図るとともに、民間の開発にも指導・啓発を行い、

河川への雨水流出を抑制します。 

○木曽川においては、親水性の向上と併せてサイクリングロードの整備を進めるとともに、水

辺の新しい活用の可能性を創造する「ミズベリング１３８」の取組を推進します。 
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⑤その他都市施設 

１)駐車場 

【基本的な方針】 

・駐車場機能の確保のため、将来需要を考慮した維持更新を推進します。 

■駐車場の方針 

○将来の駐車需要を踏まえた駐車場整備地区※及び駐車場整備計画※、また、附置義務駐車場※

により必要な駐車場を確保します。 

○拠点周辺など、交通需要の高まりが想定される地区については、パークアンドライド※や集

約駐車場※を検討します。 

○一宮駅東地下駐車場及び銀座通公共駐車場においては、銀座通地上部との一体整備による

まちなかのにぎわい創出に向けた利活用を検討します。 

２)供給処理施設 

【基本的な方針】 

・既存施設の機能維持を図ります。 

・将来的な供給処理施設などの計画においては、土地利用方針を踏まえた位置の選定や周辺

環境への配慮を検討します。 

■供給処理施設の方針 

○衛生処理場、環境センター、浄水場などの供給処理施設については、健全かつ安全・安心な

市民生活環境を確保するため、今後も機能維持を図ります。 

○今後の供給処理量に応じ、適宜、周辺土地利用などに配慮した上で施設更新を検討します。 
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(３)市街地開発事業の方針

【基本的な方針】 

・都市拠点である一宮駅周辺地域において、民間活力の導入を促すなど、効果的な市街地整備

を検討します。 

・計画的な市街地形成が必要な地区においては、土地区画整理事業の活用により、良好な居住

環境の形成を図ります。 

・土地利用や施設立地などの市街化状況、事業実施に対する合意形成により、土地区画整理事

業による面的整備が困難な場合は、地区計画制度の活用など、柔軟な整備手法を検討しま

す。 

■市街地再開発事業※の方針 

○リニアインパクト※や尾張一宮駅前ビ

ル(i-ビル)の整備効果を活かした民

間開発の促進に向け、一宮駅周辺にお

ける土地の高度利用を目指し、指定容

積率の見直し、高度利用地区※や再開

発等促進区※の指定、市街地再開発事

業及び優良建築物等整備事業※を活用

し、本市の中心にふさわしいにぎわい

のある市街地の形成を図ります。 

■土地区画整理事業の方針 

○外崎地区では、市南部地域のにぎわいの核を目指し、居住及び都市機能を誘導するため、土

地区画整理事業により、良好な市街地の形成を図ります。 

○尾張一宮パーキングエリア周辺において、スマートインターチェンジを活用した土地区画

整理事業などの面的基盤整備により、産業や交流機能の立地誘導を図ります。 

■一宮駅周辺 
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(４)景観形成の方針

【基本的な方針】 

・一宮市景観基本計画及び一宮市景観計画の方針などを踏まえ、市民・事業者・行政が協働し

て良好な景観の保全及び形成を図ります。 

■市街地景観の形成に向けた方針 

○一宮駅を中心に、歩きたくなる魅力ある景観、ゆっくりできるオープンスペースなどくつろ

ぎ空間の形成などにより、中核都市としての中心性･彩り･にぎわい･顔のある景観づくりを

推進します。 

○落ち着きがあり愛着が持てる住まいの景観、工業団地やせんい団地などでの周辺環境と調

和した良好な景観など、住みやすく働きやすい環境を支える景観づくりを推進します。 

■自然景観の形成に向けた方針 

○木曽川に沿った楽しめるみち、古いまちなみや堤防に沿った坂道など、木曽川の雄大な自然

と一宮の歴史が一体となった景観づくりを推進します。 

○優良農用地の保全により広がりが保たれた景観、集落地の原風景が活きる景観など、身近な

原風景のなかに美を見出す水と緑のネットワークによる景観づくりを推進します。 

■歴史景観の形成に向けた方針 

○真清田神社や妙興寺、美濃路(起宿・萩原宿・冨田一里塚)などの歴史資源を継承し、現代に

活かす景観づくりを推進します。 

○市民や地域の企業などによる歴史的景観を活かしたまちづくり活動を支援します。 
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(５)環境形成の方針

【基本的な方針】 

・第３次一宮市環境基本計画の方針などを踏まえ、安全で快適な生活環境の保全や豊かな自

然環境の保全を図るとともに、循環型社会※の実現や地球温暖化防止の実現に向けた環境負

荷の少ない持続可能な都市の形成を図ります。 

■生活環境の保全に向けた方針 

○低公害車の普及や街路･屋上･壁面などの緑化促進などによる大気汚染対策、公共下水道の

整備や合併処理浄化槽の普及促進などによる生活排水対策、廃棄物の適正処理や土壌汚染

対策により、安全で快適な生活環境の保全を図ります。 

■自然環境の保全に向けた方針 

○木曽川河川敷の河畔林や社寺境内の社寺林、散在

する屋敷林や田畑などは、多様な生きものの生息

環境として保全するとともに、市民のやすらぎ、

リフレッシュの場としての有効活用を図ります。 

○木曽川をはじめとした河川や水路などは、良好な

水質や水量を維持し、また多様な生きものの生息

環境として保全するとともに、水や緑とふれあい、

やすらぐ場としての有効活用を図ります。 

■循環型社会の実現に向けた方針 

○ごみの発生抑制や資源の有効活用に加え、循環型ライフスタイルの実践に向けた情報発信、

活動支援などを行い、環境負荷の低減を図ります。 

■地球温暖化防止に向けた方針 

○太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用促進、公共交通の利用促進、徒歩・自転車で

移動しやすい環境整備、次世代自動車(電気自動車･水素自動車など)の普及促進などにより、

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めます。 

○環境センターでつくられた再生可能エネルギー※由来の電力などを公共施設へ供給するこ

とにより、エネルギーの地産地消を推進し、市内の二酸化炭素排出量の削減を図ります。 

■緑の多い空間（尾西南部） 
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(６)都市防災の方針

【基本的な方針】 

・大規模自然災害（地震や火災の発生、台風や局地的豪雨などによる河川の氾濫や市街地の内

水氾濫※など）による被害を最小限に抑え、被害の迅速な回復を図る「減災」の考えを防災

の基本とし、災害が起きても速やかな復旧･復興が可能な、強くしなやかな都市の形成を図

ります。 

■火災・震災に強いまちづくりに向けた方針 

○建築物の密集度や市街地の防火性などを考慮し、防火地域※及び準防火地域※の見直しの検

討を行い、建築物の面的な不燃化を促進します。 

○建築物の倒壊による被害拡大を防止するため、建築物の耐震改修などを促進します。 

〇災害時の避難、救助・物資などの輸送路を確保するため、広域幹線道路及び幹線道路の整備

を促進します。 

○上下水道施設などのライフライン、道路、橋梁などの公共施設の耐震性の向上を進めます。 

○密集市街地における防災性の向上を図るため、地区計画制度の活用などにより、狭あい道路※

の改善を図ります。 

○緑地や都市公園などのオープンスペース及び街路樹は、災害時に遮断地帯、避難地帯及び緩

衝緑地などとして有効に機能することから維持・確保を図ります。 

○農地は、災害時の避難空間など、防災上重要な機能を有することから、防災協力農地制度※

の活用を検討します。 

○大地震による被害を想定し、発災後に迅速かつ着実に復興できるよう、事前復興まちづくり

計画※の策定を検討します。 

■風水害に強いまちづくりに向けた方針 

○河川･水路の改修や雨水管きょ、ポンプ場の整備などに加え、雨水流出抑制施設の整備を進

めます。また、保水･遊水機能として防災上重要な機能を有する農地の保全を図り、雨水流

出を抑制します。 

■防災意識の高揚と支援に向けた方針 

○浸水災害の危険性がある区域では、住民に対し危険個所を周知し、避難体制の構築を図りま

す。 

○住民への迅速・確実な情報伝達と円滑な避難活動を誘導するため、ハザードマップの整備・

活用など、災害・救急・災害予防に関する情報提供を行います。 

○地域の防災力向上を図るため、防災意識の啓発や自主防災リーダー育成などの取組を図り

ます。 

○危険な盛土等が居住環境に影響を及ぼさないよう、国、県など関係機関と連携を取りながら

対応を図ります。 
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第３章 地域別構想 

１ 地域区分 

地域区分は、都市の生い立ち（市町村合併等の経緯）や市街地の形成過程など、その地域

が形成されるに至った歴史的な背景を重視し、14 に区分します。さらに、拠点の位置づけや

居住地の特性、公共交通を中心とした地域間の連携などを考慮し７つの地域にまとめます。 

対象地域 将来都市構造における位置づけ 

地域 1 
①本庁：宮西、貴船、神山、 
    大志、向山、富士 

都市拠点 一宮駅周辺 

レクリエーション拠点 
九品地公園 
平島公園 

歴史文化拠点 真清田神社 

地域 2 

②尾西北部：起、小信中島、 
      三条、開明 

③尾西南部：大徳、朝日 

副次的都市拠点 尾西庁舎周辺 

地域生活拠点 尾西南部公民館周辺 

産業拠点 工業専用地域周辺 

レクリエーション拠点 冨田山公園 

歴史文化拠点 一宮市尾西歴史民俗資料館 

地域 3 
④葉栗 
⑤北方町 
⑥木曽川町 

副次的都市拠点 木曽川駅周辺 

地域生活拠点 
葉栗出張所周辺 
北方町出張所周辺 

産業拠点 一宮木曽川 IC 周辺 

レクリエーション拠点 
木曽川緑地公園 
138 タワーパーク 
光明寺公園 

地域 4 ⑦丹陽町 
地域生活拠点 丹陽町出張所周辺 

産業拠点 尾張一宮 PA 周辺 

地域 5 
⑧今伊勢町 
⑨奥町 

地域生活拠点 
今伊勢町出張所周辺 
奥町出張所周辺 

レクリエーション拠点 
木曽川緑地 
奥町公園 

地域 6 
⑩大和町 
⑪萩原町 

地域生活拠点 
大和町出張所周辺 
萩原町出張所周辺 

産業拠点 
一宮稲沢北 IC 周辺 
萩原工業団地周辺 

レクリエーション拠点 萬葉公園 

歴史文化拠点 
妙興寺、一宮市博物館、 
萩原商店街 

地域 7 
⑫西成 
⑬浅井町 
⑭千秋町 

地域生活拠点 
西成出張所周辺 
浅井町出張所周辺 
千秋町出張所周辺 

レクリエーション拠点 
一宮総合運動場 
浅井山公園・大野極楽寺公園 

産業拠点 尾張一宮 PA 周辺
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■地域区分 
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２ 地域別構想 

(１)地域１：本庁(宮西・貴船・神山・大志・向山・富士)

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 1,800 人増加しています。 

○年少人口や生産年齢人口は減少傾向にあるものの、他地域に比較して減少率は小さく、人口

密度は 66.1 人/ha と本市で最も高くなっています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

面積 936.6ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
60,114 61,943 1,829 103.0%

年少人口 8,941 8,539 -402 95.5%
割合 地域１ 14.9% 13.8% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 39,541 38,253 -1,288 96.7%

割合 地域１ 65.8% 61.8% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 11,512 14,565 3,053 126.5%
割合 地域１ 19.2% 23.5% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域1 64.2 66.1 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

本庁

本庁 本庁
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○広域的な都市機能から日常生活に必要

な機能まで多様な施設が集積している

ことから、「生活利便施設への行きやす

さ」に関する評価が高くなっています。 

○一宮駅を中心とした放射状のバス路線

網が形成され、市内各地を結んでいる

ことから、「バス・タクシーの使いやす

さ」に関する評価が高くなっています。 

【地域の問題点】 

○都市的土地利用※の割合が高い地域で

あることから、他地域に比べると「身近

な自然の多さ」に関する評価が低くな

っています。 

宮西 貴船 

神山 大志 

向山 富士 

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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■地域１(本庁)全体のアンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

人口は 2005 年から 2015 年では増加傾向に

ありますが、将来的には減少傾向に転じる

見込みです。 

広域的な都市機能から日常生活に必要な

機能まで多様な施設が集積していること

から、「生活利便施設への行きやすさ」に関

する評価が高くなっています。 

一宮駅周辺での従業者数の減少が大きく、

商業・業務機能の空洞化が進行していま

す。 

空き地や平面駐車場などの低未利用地が

多く見られます。 

空洞化した商業・業務機能の回復とともに、

人口密度の維持により、地域活力の向上を図

ることが必要です。 

一宮駅を中心とした放射状のバス路線網

が形成され、市内各地を結んでいることか

ら、「バス・タクシーの使いやすさ」に関す

る評価が高くなっています。 

本地域を含め、市全体として少子高齢化が

進行しています。 

市全体に広がる公共交通ネットワークの核

としての利便性を維持し、誰もが安全・安心

に移動できる都市空間づくりが必要です。 

都市的土地利用の割合が高い地域である

ことから、他地域に比べると「身近な自然

の多さ」に関する評価が低くなっていま

す。 

杜の宮市など、市民グループが主体となっ

た活動が広がっています。 

真清田神社をはじめとした地域資源をより

身近なものとして感じられるよう、有効活用

していくことが必要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域南部で極めて高いと予測さ

れています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る木曽川及び日光川・新川の洪水などによ

る浸水が予測され、特に地域北部で深く浸

水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクがある地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 

また、面的な基盤整備が行われていない地域

においては、安全性や防災性の向上が必要で

す。 
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③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の中心部に位置する本地域は、一宮駅を核として、尾張地域の中核都市である本市の

「顔」となるにぎわいあふれるまちづくりを進めていきます。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○都市拠点である一宮駅周辺において、土地の高度利用を図ることによりまちなか居住を促

進します。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○本市の活力を支える中心拠点として、商業機能をはじめとした多様な都市機能の集積を図

ります。 

○公共交通ネットワークの維持・充実による各地域の拠点へのアクセス性向上を図ります。 

○空き家や空き店舗などの既存ストックの活用を図ります。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○日常生活に必要な都市機能の充実とともに、歩いて暮らせるまちづくりを目指します。 

○自転車、歩行者交通の利便性向上と、緑や河川、歴史資源を活かした歩きたくなる環境づく

りを図ります。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○市民や地域などとの協働により、真清田神社などの歴史・文化的資源の活用を図ります。 

○中心市街地におけるにぎわいの創出につながるまちづくり活動を支援します。 
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【まちづくりの方針】 

本庁 

土地利用・市街地整備の方針 

〇都市拠点周辺では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育て支援機能

などの多様な都市機能の集積を図ります。 

〇中心市街地における空き店舗や低未利用地の有効利用を促進します。 

〇中心市街地において土地の高度利用を促進するため、指定容積率の見直し、高度利用地

区や再開発等促進区などの指定を検討します。 

〇商業機能の集積及びまちなか居住の促進に向け、低層階に商業機能、中高層階に業務機

能や居住機能を持った複合施設の立地誘導を図ります。 

○名岐道路の沿線地区において、ストック効果※を活かした土地利用を検討します。 

道路・公共交通などの方針 

〇歩きやすい環境づくりや自転車走行環境の改善に向け、歩道のバリアフリー化を進める

とともに、一宮市自転車活用推進計画に基づく自転車専用通行帯の整備などを進めま

す。 

〇公共交通によるアクセス性向上に向け、本地域を中心とした放射型の公共交通ネットワ

ークの維持・充実を図るとともに、バス運行情報の提供などにより利用を促進します。

〇駅前のメイン通りである銀座通りについては、景観に配慮した再整備を進めます。 

〇北尾張中央道、国道 22 号及び一宮各務原線の無電柱化を促進します。 

緑・景観・環境の方針 

〇幹線道路における緑の再生を進めます。 

〇銀座通り沿線においては、重点的な都市景観の形成に向け、景観形成基準などの見直し

を検討するとともに、オープンスペースなどのゆとりある空間づくり、緑化を推進しま

す。 

〇市民や地域との協働により、真清田神社周辺における緑・歴史・文化的な資源の有効活

用を図ります。 

〇大江川などの河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園のリニューアルや施設の更新を進めま

す。 

都市防災の方針 

〇火災・震災に強いまちづくりに向け、建築物の耐震化・不燃化やオープンスペースの確

保などを促進します。 

〇面的未整備地区における防災性・安全性の向上に向けて、狭あい道路の解消を検討しま

す。 

〇震災に強いまちづくりに向け、下水道幹線管路などの耐震化を進めます。 

〇浸水リスクの低減に向け、貯留施設の整備を進めます。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

バスの利用促進や公共交

通ネットワークの維持･

充実による公共交通によ

るアクセス性の向上 

市民や地域との協働

による緑･歴史･文化

的な資源の有効活用 

土地の高度利用、空き店

舗・低未利用地などの活用

による、都市機能の誘導及

びまちなか居住の促進 

既存公園のリ

ニューアルや

施設の更新 

火災･震災に強いまちづく

りに向け、建築物の耐震

化・不燃化やオープンスペ

ースの確保などを促進 

河川・水路の環境

美化や水辺空間

を有効活用 

景観形成基準の見直し

などの検討、緑化推進

などによる重点的な都

市景観の形成 

地域界 

市街化区域

名岐道路を活か

した土地利用の

検討 
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(２)地域２：尾西北部（起・小信中島・三条・開明）、尾西南部（大徳・朝日）

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 200 人減少しています。 

○高齢化率は 26.9％と市平均よりも高く、特に尾西南部における少子高齢化の進行が顕著と

なっています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

面積 2226.3ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
58,391 58,194 -197 99.7%

年少人口 8,994 7,811 -1,183 86.8%
割合 地域2 15.4% 13.4% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 38,136 34,273 -3,863 89.9%

割合 地域2 65.3% 58.9% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 11,261 15,638 4,377 138.9%
割合 地域2 19.3% 26.9% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域2 26.2 26.1 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

尾西北部

尾西南部

尾西北部

尾西南部

尾西北部

尾西南部
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○木曽川に隣接した地域であり、「身近な

自然の多さ」に関する評価が高くなっ

ています。 

○尾西北部では尾西庁舎周辺などに都市

機能が集積しており、「生活利便施設へ

の行きやすさ」に関する評価が高くな

っています。 

【地域の問題点】 

○木曽川に隣接した地域であり、冨田山

公園などを有していますが、開明や朝

日では「公園等オープンスペースの多

さ･行きやすさ」に関する評価が低くな

っています。 

○尾西南部ではバスの運行本数が少ない地域のため、「バス・タクシーの使いやすさ」に関す

る評価が低くなっています。 

起 小信中島 

三条 開明 

大徳 朝日 

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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地域2 49% 35% 16%

市平均 45% 35% 20%

地域2 58% 25% 17%

市平均 50% 28% 21%

地域2 55% 27% 18%

市平均 52% 24% 24%

地域2 26% 50% 24%

市平均 19% 51% 30%

地域2 47% 35% 18%

市平均 39% 34% 27%

道路交通環境(安全･安心)

良い 悪い
無回答
･不明

生活利便施設への
行きやすさ

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

■地域２(尾西北部・南部)全体のアンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

尾西北部では尾西庁舎周辺などに都市機

能が集積しており、「生活利便施設への行

きやすさ」に関する評価が高くなっていま

す。 

尾西南部ではバスの運行本数が少ない地

域のため、「バス・タクシーの使いやすさ」

に関する評価が低くなっています。 

バスを中心とした公共交通ネットワークの

維持とともに、都市機能の集積による日常生

活の利便性を確保していくことが必要です。 

人口は 2005 年から 2015 年で減少傾向にあ

ります。 

特に、市街化調整区域における少子高齢化

の進行が顕著に見られます。 

木曽川に隣接した地域であり、「身近な自

然の多さ」に関する評価が高くなっていま

す。 

農地や自然環境などとの調和のとれた、ゆと

りある良好な居住環境を維持していくこと

が必要です。 

伝統的地場産業として繊維産業が栄えた

ため、のこぎり屋根などが生活に身近な地

域資源となっていますが、繊維産業は縮小

傾向となっています。 

縮小する繊維産業の振興、景観資源としての

活用が必要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域の広い範囲で極めて高いと

予測されています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る木曽川及び日光川の洪水などによる浸

水が予測され、特に尾西北部で深く浸水す

るとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクの高い地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 
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③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の西南部に位置する本地域は、美濃路とその宿場である起などの多様な歴史的資源を

持つ地域であり、また、尾西庁舎周辺は、副次的都市拠点として位置づけられていることか

ら、都市機能の集積と公共交通の充実を図る一方、歴史あるまちなみや南部に広がる田園地帯

は、本地域の活かすべき資源としてとらえ、保全を進めていきます。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○起街道沿いのバス交通を軸とした暮らしやすい居住環境の形成を図ります。 

○南部の田園環境を活かし、暮らしやすい環境の保全を図ります。 

○木曽川の浸水などの災害危険性に対し、ハード・ソフト両面からの防災・減災対策を強化し

ます。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○副次的都市拠点である尾西庁舎周辺において、起街道沿いのバス交通の利便性を活かし、都

市機能の集積を図ります。 

○尾西南部公民館周辺において、日常生活に必要な都市機能の確保により、地域コミュニティ

の維持を図ります。 

○南部の工業団地周辺において、周辺環境と調和した産業拠点としての機能増進を図ります。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○伝統的な地場産業の工業施設から住居系土地利用への転換が進む地域における良好な居住

環境の保全を図ります。 

○南部に広がる一団性の高い農用地のスプロール的市街化を抑制するとともに、農業の担い

手確保などの施策と連携した環境保全を図ります。 

○木曽川などの主要な河川・水路や公園緑地を活かした水と緑のネットワークの形成を図り

ます。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○美濃路沿いの歴史的資源を活用した地域交流を促進します。 
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【まちづくりの方針】 

尾西北部 

土地利用・市街地整備の方針 

〇尾西庁舎周辺地区では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育て支援

機能などの多様な都市機能の集積を図ります。 

〇利便性の高いバス路線である起街道沿いを中心に、居住機能の立地誘導を図ります。 

〇工業系用途地域の区域において、工業施設が減少し、住宅の立地が進んでいる地域にお

いては、良好な居住環境の形成に向け、用途地域の見直し、特別用途地区※や地区計画

制度の活用を検討します。 

〇地区中央における市街化調整区域の農地については、緑の中庭、貴重なオープンスペー

スとして保全を図ります。 

〇鉄道駅周辺地区の市街化調整区域において、市街化区域への編入の検討や、地区計画制

度を活用した良好な居住環境の形成を推進します。 

道路・公共交通などの方針 

〇尾張地域の骨格となる北尾張中央道の整備を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、起街道をはじめとした路線バス及びコミ

ュニティバスの維持を図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇繊維産業のまちの面影を残すのこぎり屋根工場や蔵などの外観を活かした地域の魅力

向上に向け、工場のリノベーションを推進します。 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、起地区の美濃路

と尾西緑道に沿った歴史的なまちなみの保全を図ります。 

〇本地域の歴史や文化に関する情報発信や、広域的な交流促進に向け、歴史民俗資料館を

活用するとともに、美濃路などの歴史資源を安全に利活用できる環境整備を検討しま

す。 

〇木曽川、野府川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇河川氾濫などによる浸水リスクの低減に向け、木曽川の堤防整備を促進するとともに、

排水路の改修を進めます。 

〇火災・震災に強いまちづくりに向け、建築物の耐震化・不燃化やオープンスペースの確

保などを促進します。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物など耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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尾西南部 

土地利用・市街地整備の方針 

〇尾西南部公民館周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場

として、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇産業拠点における既存の工業団地隣接地区において、周辺環境に配慮した産業施設の立

地誘導を図ります。 

〇鉄道駅周辺地区において、地区計画制度を活用した良好な居住環境の形成を推進しま

す。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

〇新濃尾大橋（仮称）の架橋によるストック効果を活かした土地利用を検討します。

道路・公共交通などの方針 

〇尾張地域の骨格となる北尾張中央道の整備を促進します。 

〇都市間交通の円滑な処理に向け、萩原祐久線の整備を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、木曽川からみる

遠景眺望の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりある農業景観の保全を図ります。 

〇木曽川、日光川など、主要な河川・水路及び池沼の環境美化や水辺空間の有効活用を図

ります。 

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇木曽川沿線において、サイクリングロードの整備を進めます。 

〇冨田山公園においては、民間活力を活かした再整備を検討します。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇浸水リスクの低減に向け、排水路の改修を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

居住機能の立地誘導

及び路線バスの維持

立地適正化計画制度な

どの活用により、多様

な都市機能の集積 

北尾張中央道

の整備促進 

市街化区域への編入の検討

や地区計画制度を活用した

良好な居住環境の形成 

歴史的まち

なみの保全 

木曽川の堤防整備

の促進及び水辺空

間の活用 

地域の交流･憩い

の場として、都市

機能の維持･充実 

産業施設の

立地誘導 

地区計画制度を

活用した良好な

居住環境の形成 

路線バス及び

コミュニティ

バスの維持 

農業景観の

保全 

緑の中庭、貴重なオ

ープンスペースと

して保全 

地域界 

市街化区域

新濃尾大橋（仮称）

を活かした土地利

用の検討 
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(３)地域３：葉栗・北方町・木曽川町

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 800 人増加しています。 

○年少人口や生産年齢人口は減少傾向にあり、高齢化率は 26.3％と市平均よりも高くなって

います。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

面積 2171.6ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
58,993 59,806 813 101.4%

年少人口 9,046 8,367 -679 92.5%
割合 地域3 15.3% 14.0% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 38,990 35,247 -3,743 90.4%

割合 地域3 66.1% 58.9% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 10,954 15,716 4,762 143.5%
割合 地域3 18.6% 26.3% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域3 27.2 27.5 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

北方町

葉栗

木曽川町

北方町

葉栗

木曽川町

北方町

葉栗

木曽川町
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○鉄道駅周辺を中心に都市機能が集積し、

大規模商業施設も多いことから北方町

や木曽川町では「生活利便施設への行

きやすさ」に関する評価が高くなって

います。 

○地域北・西部の外周が木曽川に接し、そ

の雄大な自然環境や眺望から「身近な

自然の多さ」や「緑がある住環境」に関

する評価が高くなっています。 

【地域の問題点】 

○木曽川駅や一宮駅方面へのバスが運行

しているものの、運行本数は 30 本/日

未満と少ないことから「バス・タクシー

の使いやすさ」に関する評価が低くな

っています。 

○木曽川に隣接した地域であり、木曽川緑地公園などを有しますが、地域内の公園が少ないこ

とから「公園等オープンスペースの多さ・行きやすさ」に関する評価が低くなっています。 

葉栗 北方町 

木曽川町  

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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38%

46%

54%

45%

11%

29%

28%

24%

20%

55%

37%

12%

16%

18%

16%

22%

21%

22%

21%

30%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活利便施設への行きやすさ
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公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

良い 悪い 無回答･不明

66%

17%

31%

69%

53%

50%

52%

67%

24%

36%

28%

69%

52%

19%

28%

29%

31%

17%

52%

40%

7%
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17%
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21%
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歴史資源の活用
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22%

29%

56%

41%
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48%

45%
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35%
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50%

42%

16%

27%

32%

27%

23%

44%

35%
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29%
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33%

26%

24%

32%
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31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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身近な自然の多さ

緑がある住環境
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地域3 60% 26% 14%

市平均 62% 25% 13%

地域3 24% 55% 21%

市平均 37% 45% 18%

地域3 31% 45% 24%

市平均 42% 38% 20%

地域3 63% 15% 22%

市平均 54% 24% 22%

地域3 46% 28% 27%

市平均 45% 31% 24%

地域3 46% 30% 23%

市平均 45% 35% 20%

地域3 51% 27% 22%

市平均 50% 28% 21%

地域3 54% 21% 25%

市平均 52% 24% 24%

地域3 18% 49% 33%

市平均 19% 51% 30%

地域3 36% 36% 28%

市平均 39% 34% 27%

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

生活利便施設への
行きやすさ

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

無回答
･不明

悪い良い

■地域３(葉栗・北方町・木曽川町)全体の 

アンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

鉄道駅周辺を中心とした都市機能の集積

や、大規模商業施設に対して暮らしやすい

と感じている市民が多く見られます。 

基幹産業である繊維工業は低迷し、食料品

製造業などが増加傾向にあるなど、産業構

造の変化が見られます。 

鉄道駅やインターチェンジの利便性を活か

した商業や産業の拠点形成により、地域の活

性化を図っていくことが必要です。 

人口は 2005 年から 2015 年では増加傾向に

ありますが、将来的には減少傾向に転じる

見込みです。 

木曽川周辺の雄大な自然環境や眺望から

「身近な自然の多さ」や「緑のある住環境」

に関する評価が高くなっています。 

農地や自然環境などとの調和のとれた、ゆと

りある良好な居住環境を維持していくこと

が必要です。 

木曽川緑地公園などを有していますが、地

域内の公園が少ないことから「公園等オー

プンスペースの多さ・行きやすさ」に関す

る評価が低くなっています。 

ミズベリング 138 など、木曽川における水

辺の新しい活用方法の検討や実践に向け

た取組が進んでいます。 

木曽川の水辺空間のさらなる活用に向けた

景観保全や環境整備を図っていくことが必

要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域中西部で極めて高いと予測

されています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る木曽川及び日光川の洪水などによる浸

水が予測され、特に地域中央部での深く浸

水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクの高い地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 



83 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の北部に位置する本地域は、北側と西側で木曽川に接する自然豊かな地域であり、ま

た、木曽川駅周辺は、副次的都市拠点として位置づけられていることから、木曽川の自然環

境・眺望景観の魅力や、鉄道を主とする公共交通の利便性を活かした、北部地域の拠点にふさ

わしいまちづくりを進めていきます。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○木曽川に隣接した自然の豊かさを活かし、ゆとりある居住環境の形成を図ります。 

○木曽川の浸水などの災害危険性に対し、ハード・ソフト両面からの防災・減災対策を強化し

ます。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○副次的都市拠点である木曽川駅周辺において、交通利便性の高さを活かし、都市機能の集積

を図ります。 

○２つの地域生活拠点において、日常生活に必要な都市機能の確保により、地域コミュニティ

の維持を図ります。 

○一宮木曽川インターチェンジに近接した地区において、周辺環境と調和した産業拠点の形

成を図ります。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○木曽川をはじめとした河川環境の整備、優良農用地などの保全を図ります。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○木曽川の自然環境や眺望景観、木曽川堤桜などの歴史文化資源を活用した地域交流を促進

します。 
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【まちづくりの方針】 

葉栗 

土地利用・市街地整備の方針 

〇葉栗出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場とし

て、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇一宮木曽川インターチェンジ周辺地区において、周辺環境に配慮した産業施設の立地誘

導を図ります。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

〇名岐道路の沿線地区において、ストック効果を活かした土地利用を検討します。

道路・公共交通などの方針 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、木曽川の水辺環

境や木曽川堤桜をはじめとした木曽川の眺望景観の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇木曽川、野府川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。

都市防災の方針 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇緊急輸送道路における橋梁の耐震化を検討します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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北方町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇北方町出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場と

して、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇鉄道駅周辺地区において、地区計画制度を活用した良好な居住環境の形成を推進しま

す。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

道路・公共交通などの方針 

〇木曽川のレクリエーション的利用において交通結節点となる木曽川堤駅について、イベ

ントと連携した利用を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、コミュニティバスの維持を図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源や歴史資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、木曽

川の水と河畔林などからなる水辺景観や木曽川堤桜をはじめとした木曽川の眺望景観

の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりある農業景観の保全を図ります。 

〇木曽川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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木曽川町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇木曽川駅周辺地区では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育て支援

機能などの多様な都市機能の集積を図るとともに、居住機能の立地誘導を図ります。 

〇一宮木曽川インターチェンジ周辺地区において、周辺環境に配慮した産業施設の立地誘

導を図ります。 

〇工業系用途地域の区域において、工業施設が減少し、住宅の立地が進んでいる地域にお

いては、良好な居住環境の形成に向け、用途地域の見直し、特別用途地区や地区計画制

度の活用を検討します。 

〇鉄道駅周辺地区の市街化調整区域において、市街化区域編入の検討や、地区計画制度を

活用した良好な居住環境の形成を推進します。 

〇市街化調整区域の農地については、貴重なオープンスペースとして保全を図ります。 

道路・公共交通などの方針 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、奥村井筋及びそ

の沿道に残る歴史的な繊維産業のまちなみ、木曽川の眺望景観の保全を図ります。 

〇木曽川、野府川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇木曽川沿線において、サイクリングロードの整備を進めます。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇河川氾濫などによる浸水リスクの低減に向け、日光川２号放水路の整備を促進します。

〇火災・震災に強いまちづくりに向け、建築物の耐震化・不燃化やオープンスペースの確

保などを促進します。 

〇面的未整備地区における防災性・安全性の向上に向けて、狭あい道路の解消を検討しま

す。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

地域の交流･憩いの場とし

て、都市機能の維持･充実 

産 業 施 設 の

立地誘導 

農地の保全と地区計画

制度の活用による居住

環境と景観の保全 

木曽川の水辺環境や

眺望景観の保全 

イベントと連携した

利用促進 

地区計画制度を活用

した良好な居住環境

の形成 

立地適正化計画制度などの活

用により、多様な都市機能の

集積と居住機能の立地誘導 

狭あい道路の解消

の検討 

地域の交流･憩いの場とし

て、都市機能の維持･充実 

レクリエーショ

ン機能の向上 

地域界 

市街化区域

名岐道路を活かした

土地利用の検討 
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(４)地域４：丹陽町

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 3,700 人増加しており、市内にお

いて最も伸び率が高くなっています。 

○土地区画整理事業により子育て世代の転入が多いことから、年少人口、生産年齢人口が市内

で唯一増加しています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

面積 897.1ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)

総人口 24,304 28,010 3,706 115.2%
年少人口 4,209 4,684 475 111.3%

割合 地域4 17.3% 16.7% － －
市平均 15.3% 13.9% － －

生産年齢人口 16,861 17,734 873 105.2%
割合 地域4 69.4% 63.3% － －

市平均 66.3% 59.8% － －
老年人口 3,152 5,291 2,139 167.9%

割合 地域4 13.0% 18.9% － －
市平均 18.3% 25.5% － －

人口密度 地域4 27.1 31.2 － －
市平均 32.3 33.1 － －

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

丹陽町

丹陽町 丹陽町
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○土地区画整理事業に伴い公園や緑道が

整備されており、また、生産緑地や郊外

の田園など多くの緑地や農地を有する

ことから、「公園等オープンスペースの

多さ・行きやすさ」、「緑がある住環境」

に関する評価が高くなっています。 

【地域の問題点】 

○バスは一宮駅方面への 1 路線のみであ

り、運行本数も少ないため、「バス・タ

クシーの使いやすさ」に関する評価が

低くなっています。 

○北部は比較的多様な生活利便施設が立

地していますが、南部では不足する機

能も見られることから、他地域に比べ

ると「生活利便施設への行きやすさ」に

関する評価が低くなっています。 

丹陽  

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 

49%

20%

71%

61%

61%

41%

51%

51%

20%

43%

35%

68%

15%

17%

13%

37%

32%

25%

54%

28%

16%

12%

14%

23%

25%

22%

18%

25%

26%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活利便施設への行きやすさ

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

良い 悪い 無回答･不明

地域4 49% 35% 16%

市平均 62% 25% 13%

地域4 20% 68% 12%

市平均 37% 45% 18%

地域4 71% 15% 14%

市平均 42% 38% 20%

地域4 61% 17% 23%

市平均 54% 24% 22%

地域4 61% 13% 25%

市平均 45% 31% 24%

地域4 41% 37% 22%

市平均 45% 35% 20%

地域4 51% 32% 18%

市平均 50% 28% 21%

地域4 51% 25% 25%

市平均 52% 24% 24%

地域4 20% 54% 26%

市平均 19% 51% 30%

地域4 43% 28% 29%

市平均 39% 34% 27%

生活利便施設への
行きやすさ

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

悪い
無回答
･不明

良い

■地域４(丹陽)全体のアンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

2005 年から 2015 年で総人口は約 3,700 人

増加しており、市内において最も伸び率が

高くなっています。 

土地区画整理事業により子育て世代の転

入が多いことから、年少人口、生産年齢人

口が市内で唯一増加しています。 

今後も人口増加が見込まれる地域であるこ

とから、子育て世代や高齢者などのニーズに

配慮した生活環境の整備が必要です。 

南部では都市機能の不足が見られ、他地域

に比べると「生活利便施設への行きやす

さ」に関する評価が低くなっています。 

バスは一宮駅方面への 1 路線のみであり、

運行本数も少ないため、「バス・タクシーの

使いやすさ」に関する評価が低くなってい

ます。 

公共交通の利便性の向上とともに、安全・安

心に移動できる都市空間づくりが必要です。 

土地区画整理事業に伴い公園や緑道が整

備されており、また、生産緑地や郊外の田

園など多くの緑地や農地を有することか

ら、「公園等オープンスペースの多さ・行き

やすさ」、「緑のある住環境」に関する評価

が高くなっています。 

一宮インターチェンジ東側の地域において

は、農地や自然環境と調和のとれた産業集積

を図ることが必要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域の広い範囲で極めて高いと

予測されています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る日光川及び新川の洪水などによる浸水

が予測されており、特に地域南部で深く浸

水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクがある地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 
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③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の南東部に位置する本地域は、名神高速道路における一宮インターチェンジが名古屋

高速、国道 22 号と接続し、自動車交通における本市の南の玄関口として位置づけられること

から、土地区画整理事業による都市基盤整備が整った居住環境を活かすとともに、バス交通に

よる公共交通の利便性を確保し、暮らしやすいまちづくりを進めていきます。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○地域生活拠点である丹陽町出張所周辺において、災害に強く安全性の高い市街地形成を図

ります。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○地域生活拠点である丹陽町出張所周辺において、市南部のにぎわいの核を目指し、都市機能

の充実、多様化を図ります。 

○広域交流の促進、産業振興や地域活性化を図るため、尾張一宮パーキングエリアにスマート

インターチェンジの設置を検討します。 

○尾張一宮パーキングエリア周辺において、スマートインターチェンジを活用した土地区画

整理事業などの面的基盤整備により、産業や交流機能の立地誘導を図ります。

○スマートインターチェンジ周辺において、ストック効果を活用した中継物流施設の立地を

検討します。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○土地区画整理事業により人口増加が見込まれる地域であることから、今後の人口動向を踏

まえた公共交通サービスの見直し・充実を図ります。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○産業拠点において、島畑をはじめとした産業景観の調和や継承を図ります。 
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【まちづくりの方針】 

丹陽町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇丹陽町出張所周辺地区では、市南部のにぎわいの核を目指し、立地適正化計画制度など

の活用により、商業機能や子育て支援機能などの多様な都市機能の集積を図ります。 

○尾張一宮パーキングエリア周辺において、スマートインターチェンジを活用した土地区

画整理事業などの面的基盤整備により、産業や交流機能の立地誘導を図ります。 

○スマートインターチェンジ周辺において、ストック効果を活用した中継物流施設の立地

を検討します。 

〇工業系用途地域の区域において、工業施設が減少し、住宅の立地が進んでいる地域にお

いては、良好な居住環境の形成に向け、用途地域の見直し、特別用途地区や地区計画制

度の活用を検討します。 

〇外崎地区において、土地区画整理事業による面的基盤整備を行い、良好な居住環境の形

成を図ります。 

道路・公共交通などの方針 

〇都市間交通の円滑な処理や、地区内の交通安全性の向上に向け、萩原多気線の整備を促

進します。 

〇歩きやすい環境づくりや自転車走行環境の改善に向け、歩道のバリアフリー化を進める

とともに、一宮市自転車活用推進計画に基づく自転車専用通行帯の整備などを進めま

す。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バスの維持を図るとともに、将来の

人口動向を踏まえ、公共交通機関の充実・利便性向上を検討します。 

〇国道 22 号の無電柱化を促進します。 

緑・景観・環境の方針 

〇産業拠点において、島畑をはじめとした産業景観の調和や継承を図ります。 

〇青木川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇土地区画整理事業により公園・緑地の整備を進めます。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇河川氾濫などによる浸水リスクの低減に向け、千間堀川の河川改修を進めるとともに、

貯留施設の整備を検討します。 

〇緊急輸送道路における橋梁の耐震化を検討します。 

〇土地区画整理事業による面的基盤整備に併せて、貯留施設の整備を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

立地適正化計画制度

などの活用により、多

様な都市機能の集積 

将来の人口動向を踏ま

え、公共交通機関の充

実・利便性向上の検討 

土地区画整理事業

による良好な居住

環境の形成 

良好な居住環境の形成に

向けた、用途地域の見直

し、特別用途地区や地区

計画制度の活用の検討 

地域界 

市街化区域

市街化編入を見据えた土地区

画整理事業などによる尾張一

宮パーキングエリア周辺への

産業や交流機能の立地誘導 

スマートインターチェンジを

活かした中継物流施設の検討
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(５)地域５：今伊勢町・奥町

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 1,400 人増加していますが、年少

人口や生産年齢人口は減少傾向にあります。 

○人口密度は 55.8 人/ha と市平均より高くなっています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

面積 719.5ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
38,730 40,153 1,423 103.7%

年少人口 6,121 5,577 -544 91.1%
割合 地域5 15.8% 13.9% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 25,979 24,072 -1,907 92.7%

割合 地域5 67.1% 60.0% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 6,614 9,650 3,036 145.9%
割合 地域5 17.1% 24.0% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域5 53.8 55.8 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

奥町 今伊勢町

奥町 今伊勢町 奥町 今伊勢町
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○鉄道駅の利便性が高く、地域内にも多

様な都市機能が集積していることから、

「生活利便施設への行きやすさ」に関

する評価が高くなっています。 

【地域の問題点】 

○鉄道の利便性は高いものの、バスの運

行は少ないため、「バス・タクシーの使

いやすさ」に関する評価が低くなって

います。 

○今伊勢町においては、公園が少ないた

め、「公園等オープンスペースの多さ･

行きやすさ」「緑がある住環境」に関す

る評価が低くなっています。 

今伊勢町 奥町 

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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38%
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40%

15%

43%

48%

38%
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40%
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28%

52%
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24%

28%
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良い 悪い 無回答･不明
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地域5 64% 19% 17%

市平均 62% 25% 13%

地域5 31% 44% 25%

市平均 37% 45% 18%

地域5 32% 41% 26%

市平均 42% 38% 20%

地域5 38% 34% 28%

市平均 54% 24% 22%

地域5 33% 37% 30%

市平均 45% 31% 24%

地域5 37% 39% 24%

市平均 45% 35% 20%

地域5 41% 32% 27%

市平均 50% 28% 21%

地域5 46% 24% 31%

市平均 52% 24% 24%

地域5 18% 45% 37%

市平均 19% 51% 30%

地域5 42% 25% 33%

市平均 39% 34% 27%

良い 悪い
無回答
･不明

生活利便施設への
行きやすさ

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

■地域５(今伊勢町・奥町)全体のアンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

鉄道駅周辺を中心とした都市機能の集積

に対して暮らしやすいと感じている市民

が多く見られます。 

鉄道駅の利便性を活かした人口密度の維持

や都市機能の集積により、地域の活性化を図

っていくことが必要です。 

鉄道の利便性は高い地域となっています

が、バスの運行は少ないため、「バス・タク

シーの使いやすさ」に関する評価が低くな

っています。 

バスを含めた公共交通の利便性向上ととも

に、安全・安心に移動できる都市空間づくり

が必要です。 

伝統的地場産業として繊維産業が栄えた

ため、のこぎり屋根などが生活に身近な地

域資源となっていますが、繊維産業は縮小

傾向となっています。 

縮小する繊維産業の保全、景観資源としての

活用が必要です。 

今伊勢町においては、公園が少ないため、

「公園等オープンスペースの多さ･行きや

すさ」「緑がある住環境」に関する評価が低

くなっています。 

既存の公園、木曽川、日光川などの身近な自

然、地域資源の活用が必要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域の広い範囲で極めて高いと

予測されています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る木曽川及び日光川の洪水などによる浸

水が予測されており、特に地域中央部で深

く浸水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクがある地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 

また、面的な基盤整備が行われていない地域

においては、安全性や防災性の向上が必要で

す。 
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③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の中西部に位置する本地域は、鉄道駅や出張所を核とした市街地が形成されている地

域であることから、都市拠点との近接性や鉄道の利便性を活かし、より暮らしやすく、生活の

安全性が確保されるまちづくりを進めていきます。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○中心市街地との近接性や鉄道の利便性を活かした暮らしやすい居住環境の形成を図ります。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○２つの地域生活拠点の周辺において、都市機能の集積により生活利便性の向上を図ります。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○日常生活に必要な都市機能の充実とともに、公共交通の利便性を活かし、歩いて暮らせるま

ちづくりを目指します。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○エコハウス 138、木曽川・野府川をはじめとした水辺環境、地場産業である繊維工場などの

特色ある景観、石刀神社や酒見神社といった歴史文化など、豊富な地域資源を活用した地域

交流を促進します。 
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【まちづくりの方針】 

今伊勢町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇今伊勢町出張所周辺地区では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育

て支援機能などの多様な都市機能の集積を図ります。 

〇工業系用途地域の区域において、工業施設が減少し、住宅の立地が進んでいる地域にお

いては、良好な居住環境の形成に向け、用途地域の見直し、特別用途地区や地区計画制

度の活用を検討します。 

〇鉄道駅周辺地区の市街化調整区域において、市街化区域への編入の検討や、地区計画制

度を活用した良好な居住環境の形成を推進します。 

道路・公共交通などの方針 

〇歩きやすい環境づくりや自転車走行環境の改善に向け、歩道のバリアフリー化を進める

とともに、一宮市自転車活用推進計画に基づく自転車専用通行帯の整備などを進めま

す。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇のこぎり屋根などの特徴ある建築物、また岐阜街道に沿って残された古い民家などの景

観保全と有効活用を検討します。 

〇日光川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇面的未整備地区における防災性・安全性の向上に向けて、狭あい道路の解消を検討しま

す。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針】 

奥町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇奥町出張所周辺地区では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育て支

援機能などの多様な都市機能の集積を図ります。 

〇工業系用途地域の区域において、工業施設が減少し、住宅の立地が進んでいる地域にお

いては、良好な居住環境の形成に向け、用途地域の見直し、特別用途地区や地区計画制

度の活用を検討します。 

道路・公共交通などの方針 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、コミュニティバスの維持を図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇奥村井筋沿線など、繊維産業のまちの面影を残すのこぎり屋根工場や蔵などの外観を活

かした地域の魅力向上に向け、工場のリノベーションを推進します。 

〇木曽川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇河川氾濫などによる浸水リスクの低減に向け、川崎川の河川改修を進めるとともに、貯

留施設の整備を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 



100 

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

序
論

都
市
の
現
況
と
課
題

第
１
章

全
体
構
想

第
２
章

地
域
別
構
想

第
３
章

計
画
の
推
進
方
策

第
４
章

資
料
編

【まちづくりの方針図】 

立地適正化計画制度

などの活用により、多

様な都市機能の集積 

市街化区域への編入の検討

や地区計画制度を活用した

良好な居住環境の形成

木曽川の水辺空

間の活用による

にぎわいの創出 

外観を活かした地

域の魅力向上に向

けた工場のリノベ

ーションの推進 

良好な居住環境の形成に向けた、

用途地域の見直し、特別用途地区

や地区計画制度の活用の検討 

地域界 

市街化区域

石刀神社

酒見神社

良好な居住環境の形成に向けた、

用途地域の見直し、特別用途地区

や地区計画制度の活用の検討 
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面積 1933.9ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
58,253 59,799 1,546 102.7%

年少人口 8,819 7,889 -930 89.5%
割合 地域6 15.1% 13.2% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 39,383 36,356 -3,027 92.3%

割合 地域6 67.6% 60.8% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 9,981 15,236 5,255 152.7%
割合 地域6 17.1% 25.5% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域6 30.1 30.9 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

(６)地域６：大和町・萩原町

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 1,500 人増加していますが、年少

人口や生産年齢人口は減少傾向にあります。 

○大和町の一部市街化区域においては人口密度が 100 人/ha 以上と高くなっています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

萩原町
大和町

萩原町
大和町

萩原町
大和町
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○市域南部の田園地帯であることから、

「身近な自然の多さ」に関する評価が

高くなっています。 

○大和町においては、都市拠点に近く、鉄

道駅周辺での都市機能の集積も見られ

ることから、「生活利便施設への行きや

すさ」に関する評価が高くなっていま

す。 

【地域の問題点】 

○鉄道の利便性は高い地域ですが、バス

の運行は少ないため、「バス・タクシー

の使いやすさ」に関する評価が低くな

っています。 

○妙興寺や美濃路などの歴史資源を有するものの、積極的な活用には至っていないため、「歴

史資源の活用」に関する評価が低くなっています。 

大和町 萩原町 

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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地域6 31% 38% 31%
市平均 39% 34% 27%

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

良い 悪い
無回答
･不明

生活利便施設への
行きやすさ

■地域６(大和町・萩原町)全体のアンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

鉄道駅周辺を中心とした都市機能の集積

に対して暮らしやすいと感じている市民

が多く見られます。 

鉄道駅の利便性を活かした人口密度の維持

や都市機能の集積により、地域の活性化を図

っていくことが必要です。 

鉄道の利便性は高い地域となっています

が、バスの運行は少ないため、「バス・タク

シーの使いやすさ」に関する評価が低くな

っています。 

バスを含めた公共交通の利便性向上ととも

に、安全・安心に移動できる都市空間づくり

が必要です。 

市域南部の田園地帯であることから「身近

な自然の多さ」に関する評価が高くなって

います。 

農地や自然環境などとの調和のとれた、ゆと

りある良好な居住環境を維持していくこと

が必要です。 

妙興寺や美濃路などの歴史資源を有する

ものの、積極的な活用には至っていないた

め、「歴史資源の活用」に関する評価が低く

なっています。 

日光川・萬葉公園、妙興寺・美濃路など、豊

富な地域資源の活用が必要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、地域の広い範囲で極めて高いと

予測されています。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

る木曽川及び日光川の洪水などによる浸

水が予測されており、特に地域南西部で深

く浸水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクがある地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 
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③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の南部に位置する本地域は、鉄道の利便性を活かした居住環境の形成と、田園環境や萩

原商店街（美濃路萩原宿）、妙興寺といった歴史・文化が共存するまちづくりを進めていきま

す。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○鉄道などの公共交通を軸とした利便性の高い居住環境の形成を図ります。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○地域生活拠点である大和町出張所周辺において、都市機能の集積により生活利便性の向上

を図ります。 

○地域生活拠点である萩原町出張所周辺において、日常生活に必要な都市機能の確保により、

地域コミュニティの維持を図ります。 

○一宮稲沢北インターチェンジ周辺において、すでに地区計画を定めた区域を軸とし、周辺環

境と調和した産業拠点の形成及び保持に努めます。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○南部に広がる一団性の高い農用地のスプロール的市街化を抑制するとともに、農業の担い

手確保などの施策と連携した環境保全を図ります。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○日光川・萬葉公園、妙興寺・美濃路などの自然や歴史・文化的資源を結ぶネットワークの形

成、周遊性の向上や歴史的資源を活かした地域交流を促進します。 
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【まちづくりの方針】 

大和町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇大和町出張所周辺地区では、立地適正化計画制度などの活用により、商業機能や子育て

支援機能などの多様な都市機能の集積を図ります。 

〇一宮稲沢北インターチェンジ周辺において、すでに地区計画を定めた区域を軸とし、周

辺環境と調和した産業拠点の形成及び保持に努めます。

〇鉄道駅周辺地区の市街化調整区域において、市街化区域への編入の検討や、地区計画制

度を活用した良好な居住環境の形成を推進します。 

道路・公共交通などの方針 

〇自動車交通の円滑化に向け、名鉄尾西線の高架化による踏切の除去を促進します。 

〇歩きやすい環境づくりや自転車走行環境の改善に向け、歩道のバリアフリー化を進める

とともに、一宮市自転車活用推進計画に基づく自転車専用通行帯の整備などを進めま

す。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

〇鉄道駅（観音寺駅・苅安賀駅）における交通結節機能の充実に向け、駅前広場の整備を

進めます。 

緑・景観・環境の方針 

〇幹線道路における緑の再生を進めます。 

〇妙興寺とその社寺林の貴重な緑・景観・歴史資源の保全を図ります。 

〇市街化調整区域において、田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇日光川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇浸水リスクの低減に向け、貯留施設の整備を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針】 

萩原町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇萩原町出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場と

して、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇萩原工業団地周辺地区において、周辺環境に配慮した産業施設の立地誘導を図ります。

〇鉄道駅周辺地区において、地区計画制度を活用した良好な居住環境の形成を推進しま

す。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

道路・公共交通などの方針 

〇尾張地域の骨格となる北尾張中央道の整備を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、コミュニティバスの維持を図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、萩原商店街（美

濃路萩原宿）の歴史的なまちなみの保全を図ります。 

〇田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇日光川、光堂川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇河川氾濫などによる浸水リスクの低減に向け、導水路の整備を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

立地適正化計画制度

などの活用により、多

様な都市機能の集積 

駅前広場の整備 

農業景観の保全 

緑・景観・歴史

資源の保全 

地 区 計 画 制

度 な ど の 活

用により、地

域の交流･憩

い の 場 と し

て、都市機能

の維持･充実 

周辺環境に配慮した

産業施設の立地誘導 
農業景観の保全 

歴史的なまちな

みの保全 

名鉄尾西線の高架化

による踏切の除去 

地域界 

市街化区域

北尾張中央道

の整備促進 

周辺環境と調和した

産業拠点の形成及び

保持
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面積 2569.9ha 2005 2015 増減数 増減率
(H17) (H27)
71,178 71,530 352 100.5%

年少人口 10,531 9,906 -625 94.1%
割合 地域7 14.8% 13.8% － －

市平均 15.3% 13.9% － －
生産年齢人口 46,477 40,830 -5,647 87.8%

割合 地域7 65.3% 57.1% － －
市平均 66.3% 59.8% － －

老年人口 14,136 20,543 6,407 145.3%
割合 地域7 19.9% 28.7% － －

市平均 18.3% 25.5% － －
人口密度 地域7 27.7 27.8 － －

市平均 32.3 33.1 － －

総人口

(７)地域７：西成・浅井町・千秋町

①地域の現状 

■人口動向 

○2005 年(平成 17 年)から 2015 年(平成 27 年)で総人口は約 350 人増加していますが、年少人

口や生産年齢人口は減少傾向にあります。 

○他地区に比較して生産年齢人口の減少率が大きく、高齢化率は 28.7％と本市で最も高くな

っています。 

■2015 年(平成 27 年)人口密度       ■2005 年(平成 17 年)・2015 年(平成 27 年)の人口動向

■2015 年(平成 27 年)年少人口率      ■2015 年(平成 27 年)高齢化率 

資料：国勢調査 

※総人口は年齢不詳を含む 

※国勢調査の小地域別人口を基に算出（一部地域で秘匿値あり） 

浅井町

西成

千秋町

浅井町

西成

千秋町

浅井町

西成

千秋町
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■市民アンケートからみた地域の魅力と問題点 

【地域の魅力】 

○市域東部に広がる田園地帯でもあるこ

とから、「身近な自然の多さ」や「緑あ

る住環境」に関する評価が高くなって

います。 

【地域の問題点】 

○商業施設の立地が少ないため、「生活利

便施設への行きやすさ」は他地域と比

べると評価は低くなっています。 

○浅井町地域の古墳群をはじめ、浅井山

公園、一宮地域文化広場などが存在す

るものの、これらを十分に活かしきれ

ていないため、「歴史資源の活用」に関

する評価が低くなっています。 

西成 浅井町 

千秋町  

資料：「都市計画マスタープラン」「立地適正化計画」策定に向けたアンケート調査（2018.2） 
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61%
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50%

16%
34%

41%
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55%
23%

34%
41%
32%
28%

60%
42%

12%
13%
17%
16%
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19%
20%
22%
23%
24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活利便施設への行きやすさ
ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ
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緑がある住環境
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地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり
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良い 悪い 無回答･不明

53%
42%
49%
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37%
45%
45%
51%

13%
29%

31%
37%
31%
19%

36%
33%
32%
24%

58%
41%

16%
21%
21%
23%
27%
22%
23%
24%
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49%
26%
30%
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62%

56%
53%
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18%

40%

37%
60%
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13%
25%

31%
29%

22%
61%

38%

14%
14%
16%
13%
13%
13%

18%
14%

21%
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生活利便施設への行きやすさ
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地域7 49% 37% 14%

市平均 62% 25% 13%
地域7 39% 46% 15%
市平均 37% 45% 18%
地域7 35% 47% 18%
市平均 42% 38% 20%
地域7 64% 19% 17%
市平均 54% 24% 22%
地域7 47% 33% 21%
市平均 45% 31% 24%
地域7 46% 36% 18%
市平均 45% 35% 20%
地域7 48% 31% 21%
市平均 50% 28% 21%
地域7 54% 25% 21%
市平均 52% 24% 24%
地域7 16% 60% 25%
市平均 19% 51% 30%
地域7 34% 41% 25%
市平均 39% 34% 27%

良い 悪い
無回答
･不明

生活利便施設への
行きやすさ

ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰの使いやすさ

公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの
多さ･行きやすさ

身近な自然の多さ

緑がある住環境

道路交通環境(安全･安心)

道路交通環境(混在等)

地域ｺﾐｭﾆﾃｨのつながり

歴史資源の活用

防災施設･機能の充実

■地域７(西成・浅井町・千秋町)全体の 

アンケート結果 
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②地域の現状やアンケート調査などからみた地域の主要課題 

現状 主要課題 

高齢化率は 28.7％と本市で最も高くなっ

ています。 

商業施設の立地が少ないため、「生活利便

施設への行きやすさ」は他地域と比べると

評価は低くなっています。 

高齢化が進行するなかで、過度な自動車依存

を抑制し、歩いて暮らしやすい環境づくりを

図っていくことが必要です。 

市域東部に広がる田園地帯でもあること

から、「身近な自然の多さ」や「緑がある住

環境」に関する評価が高くなっています。 

農地や自然環境などとの調和のとれた、ゆと

りある良好な居住環境を維持していくこと

が必要です。 

浅井町地域の古墳群をはじめ、浅井山公

園、一宮地域文化広場などが存在するもの

の、これらを十分に活かしきれていないた

め、「歴史資源の活用」に関する評価が低く

なっています。 

既存の公園、一宮地域文化広場、社寺林など

の身近な自然、歴史・文化的資源の活用が必

要です。 

理論上最大モデルの地震における液状化

危険度は、南西部で極めて高いと予測され

る地域が一部あるものの、地域の広い範囲

で低いまたは極めて低いと予測されてい

ます。 

100 年に１回程度発生する確率の大雨によ

り、木曽川及び日光川・新川の洪水などに

よる浸水が予測されており、特に地域北部

で深く浸水するとされています。 

地震や河川氾濫による災害リスクがある地

域であり、ハード・ソフト両面から防災・減

災対策を強化していくことが必要です。 



111 

序
論

都
市
計
画
マ
ス
ター

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

第
１
章

都
市
の
現
況
と
課
題

第
２
章

全
体
構
想

第
３
章

地
域
別
構
想

第
４
章

計
画
の
推
進
方
策

資
料
編

③まちづくりの基本方針 

【まちづくりの方向性】 

本市の東部に位置する本地域は、古くからの集落と河川･水路や農地が共生する地域である

ことから、地域生活拠点を核とした、のどかで生活利便性が高いまちづくりを進めていきま

す。 

■「持続可能で安全・安心な都市構造の構築」に向けて 

○既存の農村集落縁辺部での新たな住宅開発を抑制し、地域生活拠点周辺などの利便性の高

い地域などへの人口集約を図ります。 

■「都市機能の集積による拠点の強化」に向けて 

○３つの地域生活拠点周辺において、日常生活に必要な都市機能の確保により、地域コミュニ

ティの維持を図ります。 

○尾張一宮パーキングエリア周辺において、スマートインターチェンジを活用した土地区画

整理事業などの面的基盤整備により、産業や交流機能の立地誘導を図ります。 

○スマートインターチェンジ周辺において、ストック効果を活用した中継物流施設の立地を

検討します。 

■「誰もが豊かに暮らし続けることができる生活環境の確保」に向けて 

○一団性の高い農用地のスプロール的市街化を抑制するとともに、農業の担い手確保などの

施策と連携した環境保全を図ります。 

■「愛着と誇りの持てる地域文化の形成と継承」に向けて 

○拠点的な公園や集落地内のオープンスペース、社寺林など、身近な農地、緑地、歴史・文化

などを結ぶネットワークの形成、周遊性の向上や地域資源を活かした地域交流を促進しま

す。 
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【まちづくりの方針】 

西成 

土地利用・市街地整備の方針 

〇西成出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場とし

て、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

〇名岐道路の沿線地区において、ストック効果を活かした土地利用を検討します。

道路・公共交通などの方針 

〇歩きやすい環境づくりや自転車走行環境の改善に向け、歩道のバリアフリー化を進める

とともに、一宮市自転車活用推進計画に基づく自転車専用通行帯の整備などを進めま

す。 

〇地区内の交通安全性の向上に向け、今伊勢三ツ井線の整備を促進します。 

〇北尾張中央道及び国道 22 号の無電柱化を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、千間堀川などか

らなる水辺景観の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇日光川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

〇本地域の歴史や文化に関する情報発信や、広域的な交流促進に向け、一宮地域文化広場

を活用します。 

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇浸水リスクの低減に向け、千間堀川などの改修を進めるとともに、貯留施設の整備を検

討します。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針】 

浅井町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇浅井町出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場と

して、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

道路・公共交通などの方針 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、木曽川・浅井山

公園の水辺環境や木曽川堤桜をはじめとした木曽川の眺望景観の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇ミズベリング 138 による木曽川の水辺空間の活用により、にぎわいの創出を図ります。

〇レクリエーション機能の向上のため、既存公園の施設の更新を進めます。 

都市防災の方針 

〇浸水リスクの低減に向け、排水機場の改修を進めます。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針】 

千秋町 

土地利用・市街地整備の方針 

〇千秋町出張所周辺地区では、地区計画制度などの活用により、地域の交流・憩いの場と

して、都市機能の維持・充実を図ります。 

〇鉄道駅周辺地区において、地区計画制度を活用した良好な居住環境の形成を推進しま

す。 

〇集落地におけるゆとりある居住環境の形成に向け、一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用による良好な居住環境と景観の保全を図ります。 

○尾張一宮パーキングエリア周辺において、スマートインターチェンジを活用した土地区

画整理事業などの面的基盤整備により、産業や交流機能の立地誘導を図ります。 

〇スマートインターチェンジ周辺において、ストック効果を活用した中継物流施設の立地

を検討します。

道路・公共交通などの方針 

〇都市間交通の円滑な処理に向け、名古屋江南線や一宮春日井線の整備を促進します。 

〇北尾張中央道の無電柱化を促進します。 

〇バス運行情報の提供などにより利用を促進し、路線バス及びコミュニティバスの維持を

図ります。 

緑・景観・環境の方針 

〇本地域の特色ある景観資源を活かした歩きたくなるまちの形成に向け、青木川などから

なる水辺景観の保全を図ります。 

〇田園地域の広がりのある農業景観の保全を図ります。 

〇青木川など、主要な河川・水路の環境美化や水辺空間の有効活用を図ります。 

〇公共下水道計画区域において未整備区域の整備を進めます。 

都市防災の方針 

〇浸水リスクの低減に向け、貯留施設の整備を検討します。 

〇貯水機能などの防災機能を有する優良農地の保全を図ります。 

〇緊急輸送道路沿道の建築物などの耐震化を促進します。 

〇ハザードマップなどの災害に関する情報提供や避難訓練の徹底などの防災・減災対策を

行います。 
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【まちづくりの方針図】 

地区計画制度などの活用

により、地域の交流･憩い

の場として、都市機能の

維持･充実 

一団のまとまりのある農地を保全す

るとともに、地区計画制度の活用によ

る良好な居住環境と農業景観の保全 

地区計画制度を

活用した良好な

居住環境の形成

を推進 

路線バス及びコミュ

ニティバスの維持 

路線バス及びコミュ

ニティバスの維持 

レクリエーション機能の向上

地域界 

市街化区域

市街化編入を見据えた土地区

画整理事業などによる尾張一

宮パーキングエリア周辺への

産業や交流機能の立地誘導 

スマートインターチ

ェンジを活かした中

継物流施設の検討 

名岐道路を活かした

土地利用の検討 
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第４章 計画の推進方策 

１ 推進体制 

全体構想や地域別構想で示したまちづくり方針の実現に向け、行政だけでなく、市民や事

業者などを含めた協働によるまちづくりを進めていきます。 

■協働によるまちづくりの推進体制 

市民

事業者行政
（市）

【市民や市民団体などの役割】

市民や市民団体（自治会、ボランテ
ィア団体、NPO など）は、まちづくり
に様々な形で参画し、地域の魅力を
高めていくことが望まれます。 

説明会や公聴会、パブリックコメ
ントなどへの参加 
地域のイベントなどの企画・運
営、参加 
SNS などを活用した地域の魅力に
関する情報発信    …など 

【民間企業などの事業者の役割】

民間企業などの事業者は、各企業の
特色を活かした地域への貢献が望まれ
ます。 

街づくり協定などの遵守 
地域住民との積極的な交流機会の創
出 
CSR 活動などを通じた地域への貢献 
PPP や PFI などよる官民連携  

   …など 

【行政（市）の役割】

市は、市民や事業者などとの協働
によるまちづくりに向け、行政主体
による取組の推進のみならず、市民
や事業者が主体となった取組への支
援やまちづくりに関する情報発信な
どに努めるとともに、国や県などの
関連機関も含めた連携体制の構築を
行います。 

各種事業や規制・誘導などの施策
推進 
説明会や公聴会、パブリックコメ
ントなどの実施 
まちづくり活動への支援 
まちづくりに関する担い手の育成 
国や県などの関連機関との連携 

…など 
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２ 進捗管理 

本計画の推進にあたっては、PDCA サイクルによる評価を行いながら、必要に応じて見直し・

改定を行います。 

また、上位関連計画の構想期間や見直しのタイミングなども考慮し、整合をとりながら取

り組んでいきます。 

■ＰＤＣＡサイクル 

■進捗管理スケジュール 

Do

CheckAction

Plan
Plan（計画）
 課題の抽出
 計画策定

Action（改善）
 課題の再抽出
 計画の見直し

Do（実施）
 取組みの実施
 取組みの進捗管理

Check（評価）
 取組みの評価・
効果検証

年次 … 令和2年
（2020年）

令和12年
（2030年）

令和22年
（2040年） …

一宮市都市計画
マスタープラン ★

計画改定
★
計画改定(予定)

★
計画改定(予定)

参考：上位関連計画
一宮市総合計画 H30

★
策定

R10
★
策定
(予定)

R20
★
策定
(予定)

尾張都市計画区域
マスタープラン

基準年
H30

目標年次
令和12年

一宮市
立地適正化計画

H31
★
策定

★中間目標
(必要に応じて
見直し・改定)

R22
★最終目標
改定(予定)

第7次総合計画 基本構想 第8次総合計画 基本構想 第9次総合計画 基本構想
前期5年 後期5年 前期5年 後期5年前期5年 後期5年

概ね５年ごとに効果検証
R7
★ 
防災指針策定(予定) 

課題の抽出
計画策定 

課題の再抽出
計画の見直し 

取組の実施
取組の進捗管理 

取組の評価・
 効果検証 
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■用語解説 ※最初に用語が使用されている頁に「※」を示しています。

50 音 用 語 解 説 

あ行 雨水貯留施設 
(P58) 

雨水を一時的に貯め、河川への雨水流出量を抑制するも

の。公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建

物の地下に貯留するタイプがあり、貯留した雨水をポン

プで汲み上げることで散水などの雑排水として利用する

ことも可能。 

雨水流出抑制 
(P58.P63) 

雨水が短時間で集中して河川へ流出することによる浸水

被害が増加を防ぐこと。地表がコンクリート、アスファ

ルトで覆われたり、森林や水田・ため池がなくなること

が要因となる。 

液状化 
(P31.P69.P75.P82.P90.P96
P103.P110) 

ゆるく堆積した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層

自体が液体状になる現象のこと。液状化が発生しやすい

場所は、地下水位の高いゆるく堆積した砂地盤などで、

例えば、埋立地、干拓地、昔の河道を埋めた土地、砂丘や

砂州の間の低地などがあげられる。 

か行 カーボンニュートラル 
(P4) 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、

植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を

実質的にゼロにすること。 

幹線道路 
(P53.P56.P63.P71.P105) 

本市の都市構造を形成する骨格的な道路のうち、県内各

都市間交通、都市内交通などに対処する道路。 

基幹的公共交通 
(P25) 

日 30 本以上の運行頻度（概ねピーク時片道３本以上に 

相当）の鉄道路線及びバス路線。

既存ストック 
(P2.P49.P51.P54.P56.P70) 

これまで整備されてきた道路･公園･下水道などの都市基

盤施設や住宅･商業施設･業務施設･工業施設などのこと。

狭あい道路 
(P63.P71.P86-87.P98) 

幅員４ｍ未満の道路。 

計画フレーム 
(P49.P125) 

都市における計画的なまちづくりを進めるため、人口や

世帯の状況、産業や土地利用の状況など、将来の都市の

規模を想定した指標値。 

広域幹線道路 
(P56.P63) 

本市の都市構造を形成する骨格的な道路のうち、自動車

専用道路を指す。比較的長いトリップ長の交通を大量に

高速で処理する。 

工業専用地域 
(P52.P65.P129) 

都市計画法による用途地域の一つで、工場のための地域

である。どのような工場でも建てられるが、住宅、店舗、

学校、病院、ホテルなどは建てられない。 

公共用水域 
(P58) 

水質汚濁防止法では「公共用水域とは、河川･湖沼･港湾･

沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続

する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供さ

れる水路をいう。ただし、下水道法で定めている公共下

水道及び流域下水道であって、終末処理場を有している

もの、またこの流域下水道に接続している公共下水道は

除く」と定義している。したがって、一般にいわれる水

域のほか、終末処理場を設定している下水道以外のすべ

ての溝きょ、水路が公共用水域に包含される。 

交通手段別分担率  
(P42) 

人が出かける時にある交通手段を用いた割合。 

高度利用地区 
(P60.P71) 

小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内

に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新を促進するため、建ぺ

い率の低減の程度などに応じ、容積率の割増などを定め

た地区。 
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高齢化率 
(P21.P67.P73.P80.P88.P94
P101.P108.P110.P125)

65 歳以上の人口が総人口に占める割合。 

さ行 再開発等促進区 
(P60.P71) 

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを

図るため、地区計画において一体的かつ総合的な市街地

の再開発又は開発整備を実施すべき区域。地区内の公共

施設の整備と併せて、建築物の用途、容積率などの制限

を緩和することにより、良好なプロジェクトを誘導する。

再生可能エネルギー 
(P62) 

永続的に利用することができるエネルギーの総称。「エネ

ルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び

化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」

では、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱そ

の他の自然界に存する熱、バイオマスがエネルギー源と

して規定されている。 

産業系市街地
(P49.P128-130)

工業と商業に係る産業用地を主体とした市街地。 

散居集落 
(P19) 

主に平場の農業集落にみられる形態で、家と家との間に

広く田畑が入っている状態の農業集落。 

市街化区域 
(P20-21.P24.P49.P52-54.P77. 

P79.P86.P98.P100-101.P105. 

P126-127)

都市において、積極的に市街地として開発・整備を行う

区域。すでに市街地を形成している区域及び概ね 10 年以

内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 
(P19.P21.P52-54.P75.P77.P86.

P98.P105.P126-127)

都市において、市街化を抑制すべき区域。 

市街地再開発事業 
(P60) 

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密

集している地区などにおいて、細分化された敷地の統合、

不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路など

の公共施設の整備などを行うことにより、都市における

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図

る事業。 

事前復興まちづくり計画 
(P63) 

被災したまちの姿を想定して、できるだけ被害を減らす

ことや、仮に被災しても復興をスムーズに行えるよう事

前に準備しておく計画。自分たちの住むまちの災害リス

クを知り、あらかじめ被災後のまちづくりについて考え

ることによって、まちの防災性を向上しようとする取り

組み。 

自転車活用推進計画
(P56.P71.P92.P98.P105.P112) 

安全で安心な自転車利用環境の創出と、さらなる自転車

の利活用を推進する計画。自転車ネットワークの構築と

自転車利用ルールの周知・啓発を柱とした「一宮市自転

車ネットワーク計画」(令和元年 6 月策定)に、観光やレ

ジャー、健康などの分野の施策を加えたもの。

集約駐車場 
(P59) 

各建築物が設置する附置義務駐車場を敷地外に集約した

駐車場。各建築物が持つ駐車場を集約することで、建築

床の有効活用、人中心の歩行空間形成、にぎわいや都市

の魅力創出、まち並みの連続性確などが期待される。 

循環型社会 
(P62) 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものと

して提示された概念で、循環型社会形成推進基本法では、

製品などが廃棄物となることを抑制したり、不要となっ

た製品などについてはできるだけ資源として適正に利用

し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分す

ることが徹底されることにより、環境への負荷ができる

限り低減された社会のことをいう。 
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準工業地域 
(P53) 

都市計画法による用途地域の一つで、主に軽工業の工場

やサービス施設などが立地する地域である。危険性、環

境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。 

準防火地域 
(P63) 

都市計画法第 9 条第 21 項において市街地における火災

の危険を防除するため定める地域。市街地火災が発生し

た場合に広域避難に支障を及ぼすことがないよう、延焼

速度を抑制するため、建築物の規模に応じた制限（非損

傷性・遮熱性・遮炎性）がある。 

人口カバー率 
(P25) 

一定の地域（市全域や市街化区域）に居住する人口のう

ち、ある施設のサービス圏域内に居住する人口の割合。 

なお、サービス圏域は、駅及びバス停から徒歩で移動が

可能な範囲とし、都市構造の評価に関するハンドブック

における一般的な徒歩圏及び 2018 年（平成 30 年）2 月

に実施したアンケート調査における平均値を考慮し約

800m を基本とする。ただし、バス停については徒歩圏を

300m、高齢者施設については徒歩圏を 500m とする。 

人口集中地区(DlD) 
(P19-21) 

国勢調査において、都市的地域の特質を明らかにするた

め昭和 35 年から設定された統計上の地域単位で、人口密

度の高い基本単位区（原則として 40 人/ha）が隣接して、

その人口が 5,000 人以上となる地域。 

ストック効果
(P71.P78.P84.P91-92. 

P111-112.P114) 

整備された社会資本が機能することで、整備直後から継

続的かつ中長期にわたって得られる効果のこと。 

スプロール
(P54.P76.P104.P111) 

市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序な市

街地を形成すること。 

スマートインターチェン

ジ 
(P1.P51.P54-56.P60. 

P91-93.P111.P114-115) 

通行可能な車両（料金の支払い方法）を、ＥＴＣを搭載

した車両に限定しているインターチェンジのこと。利用

車両が限定されているため、簡易な料金所の設置で済み、

料金徴収員が不要なため、従来のインターチェンジに比

べて低コストで導入できるなどのメリットがある。 

生活サービス施設 
(P25-26.P47) 

医療：病院（内科又は外科）及び診療所 

福祉：通所系施設、訪問系施設、小規模多機能施設 

商業：専門スーパー、総合スーパー、百貨店 

生産年齢人口 
(P21.P67.P80.P88.P90.P94.

P101.P108)

生産活動に従事しうる年齢の人口（15 歳～64 歳）。 

生産緑地地区 
(P57) 

良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図

りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図るた

め、市街化区域内の農地で、本市では 300 ㎡以上の面積

がある地区や、農林業の継続が可能な条件を備えている

地区などを定めることができる。 

た行 大規模集客施設 
(P53) 

床面積１万㎡超の店舗、映画館、アミューズメント施設、

展示場など。 

地区計画制度 
(P53-54.P60.P63.P77-79.
P84-87.P92-93.P98-100. 
P105-107.P112-115) 

住民の合意に基づき、既存の他の都市計画を前提に、あ

る一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区

の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度である。

区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和するこ

とができ、各街区の整備及び保全を図るもの。 

中継物流施設 
(P28.P91-93.P111.P114-115) 

トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分

担する輸送形態を行うための物流施設。 
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駐車場整備計画 
(P59) 

駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合にお

いて、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外

駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案し

て、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備

に関する計画。 

駐車場整備地区 
(P59) 

商業地域、近隣商業地域などのうち、自動車交通が著し

く輻輳する地区で円滑な道路交通を確保するために都市

計画で定められる地区。地区内で駐車施設の付置が義務

づけられる。 

低未利用地 
(P21.P24.P49.P69.P71-72. 

P126) 

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、

長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地

域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、

管理状況など)が低い「低利用地」の総称。 

テレワーク 
(P2) 

情報通信技術（lCT＝lnformation and Communication 

Technology）を活用した時間や場所を有効に活用できる

柔軟な働き方のこと。 

伝統的地場産業 
(P45.P54.P75.P96) 

主として地元の資本による中小企業群が、一定の地域に

集積して、技術、労働力、原材料、技能（伝統を含む）な

どの経営資源を活用し、生産、販売活動しているもの。

本書では、一宮市の伝統的な産業である繊維産業を示す。

道路整備プログラム 
(P56) 

都市計画決定された道路について、将来の都市像の実現

の観点、取り組むべき整備の重要性・緊急性、関連事業

とのタイミングなどを考慮して、優先して整備着手すべ

き施設と時期を示すもの。 

特定生産緑地制度 
(P57) 

生産緑地を定めて 30 年経過が近づいた農地について、農

地として保全することが良好な都市環境のために有効で

あるものを市町村が特定生産緑地として指定し、買取り

の申出をすることができる時期を 10 年間先送りにする

という制度。 

特別用途地区 
(P77.P86.P.92-93.P98-100) 

地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護な

どの特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補

完して定める地区。 

都市機能 
(P25.P27.P51.P53.P60.P68-71

P74-78.P81-86.P90-92

P95-99.P102-106.P111-114)

商業、行政、保健・医療・福祉、文化などのサービスを提

供する機能のこと。 

都市計画区域 
(P7) 

自然的及び社会的条件、人口、土地利用、交通など一体

の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要があ

る区域として都市計画法に基づき指定された区域。 

都市計画法第 34条第 12号
(P54) 

市街化調整区域において、市街化を促進するおそれがな

く、市街化区域で行うことが著しく困難又は不適当な開

発行為などの許可の基準。 

都市公園 
(P57.P63) 

都市計画法第 4条第 6項に規定する都市計画施設であり、

地方公共団体が都市計画区域内に設置する公園または緑

地のこと。 

都市構造 
(P42.P47-48.P50-51.P65.P70. 

P76.P83.P91.P97.P104.P111) 

人口の配置、市街地の広がりなど都市を形成する物理的

な構造で、都市空間の骨組み。 

都市的土地利用 
(P68-69) 

主として都市における生活や活動を支えるため、人為的

に整備、開発された住宅地、工業用地、事務所・店舗用

地、一般道路などによる土地利用のこと。 

都市のスポンジ化 
(P21) 

都市の内部で空き地や空き家がランダムに数多く発生

し、多数の小さな穴を持つスポンジのように都市の密度

が低下すること。 
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土地区画整理事業 
(P19-20.P57.P60.P88-93. 

P111.P114-115) 

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及

び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画

形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業。 

徒歩圏 
(P25-26) 

駅及びバス停から徒歩での移動が可能な範囲(都市構造

の評価に関するハンドブックにおける一般の徒歩圏及び

2018 年（平成 30 年）2 月に実施したアンケート調査にお

ける平均値を考慮し約 800m を基本とする。ただし、バス

停は 300m とする)。 

トリップ数 
(P42) 

人がある目的をもって、ある地点からある地点へと移動

する単位をトリップといい、その移動の回数。１回の移

動でいくつかの交通手段を乗り換えても１トリップと数

える。 

な行 内水氾濫 
(P63) 

堤防から水が溢れなくても、河川へ排水する川や下水路

の排水能力の不足などが原因で、降った雨を排水処理で

きなくて引き起こされる氾濫。 

日常生活サービス 
(P25-26) 

基幹的公共交通サービスと生活サービス（医療、福祉、

商業サービス）の両方を兼ね備えた日常生活における利

便性の高いサービス。 

ニューノーマル 
(P2)

人々の行動・意識・価値観の新たな常態・常識のこと。 

ネットワーク 
(P1.P42.P47.P49-52.P54. 

P56-57.P61.P69-71.P75-76.

P104.P111)

網状に作られたもの。人や物を網状につなげたシステム。

年少人口 
(P21.P67.P73.P80.P88.P90

P94.P101.P108) 

0～14 歳の人口。 

は行 パークアンドライド 
(P59) 

鉄道駅周辺の駐車場まで自身の運転する自家用車で行

き、駐車した後、鉄道などの公共交通機関を利用して都

心部まで向かうこと。 

附置義務駐車場 
(P59) 

駐車場法に基づく地方公共団体の条例（附置義務条例）

により、一定の地区内において、一定の規模以上の建築

物を新築などする場合に、整備することが義務付けられ

ている駐車施設。自己敷地内での設置が原則。 

防災協力農地制度 
(P63) 

大規模災害が発生したときに、農地を避難空間や災害復

旧用資材置場などとして利用するため、農家の協力によ

りあらかじめ登録した農地を災害時の市民の安全確保や

円滑な復旧活動に役立てる用地として確保する制度。 

防火地域 
(P63) 

都市計画法第 9 条第 21 項において市街地における火災

の危険を防除するため定める地域。市街地火災の防止や、

市街地火災が発生した場合の延焼の遮断を図るため、小

規模なものを除き、全ての建築物を耐火建築物とするこ

とが義務付けられる。 

保全配慮地区 
(P57) 

都市緑地法第 4 条第 2 項第 6 号の規定に基づき定められ

た「緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であ

って重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区」。風致

景観の保全、自然生態系の保全、都市住民の自然とのふ

れあいの場の提供などの観点から重要となる自然的環境

に富んだ地区などに指定される。 

ま行 まちなか居住 
(P21.P49.P53.P70-72) 

都心地域において、居住を含む多様な都市機能が高度に

複合した魅力ある市街地への更新を進めることで、利便

性の高い都心部(まちなか)に住むことを推進すること。 
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50 音 用 語 解 説 

未普及人口 
(P58)

汚水処理施設が未整備の人口。 

ミズベリング 
(P46.P58.P77-78.P82.P84-86

P99.P113) 

かつてのにぎわいを失ってしまった日本の水辺におい

て、新しい活用の可能性を、創造していくことをミズベ

リング・プロジェクトといい、河川敷地における占用許

可の緩和に伴い、国が後押しをし、全国展開されている。

民間活力 
(P57.P60.P78) 

民間企業の持つ効率的な事業運営能力や豊富な資金力。

多様化する行政需要に対応するため、民間企業･NPO･住民

などの多様な主体の参画・連携を促し、行政と民間との

協働により最も効率的に公共サービスの提供を行うため

の方法として近年様々な取り組みが行われている。 

や行 優良建築物等整備事業 
(P60) 

市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給などの促進

を図るもので、国の制度要綱に基づく法定手続きに依ら

ない事業。一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共

同化、高度化などに寄与する優れた建築物などの整備に

対して、共同通行部分や空地などの整備補助を行う。 

用途混在 
(P53.P131) 

住宅、業務、商業、工業の各施設が混在している土地利

用の状況のこと。 

用途地域 
(P53-54.P77.P86.P92-93. 

P98-100) 

住居、商業、工業といった、土地利用における用途の混

在を防ぐことを目的とした、都市計画法の地域地区のこ

と。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住

居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地

域、工業専用地域の 13 種類がある。 

ら行 リニアインパクト 
(P60)

2027 年(令和９年)に予定されているリニア中央新幹線の

開業が、社会・経済に及ぼす影響。 

緑化地域制度 
(P57) 

良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区

において、都市計画の地域地区として「緑化地域」を指

定し、一定規模以上の敷地面積の建築物の新築・増築に

対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度。

理論上最大モデル 
(P31.P69.P75.P82.P90.P96
P103.P110) 

南海トラフで発生するおそれのある地震・津波のうち、

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を想

定したもの。1000 年に一度あるいはそれよりもっと発生

頻度が低いものである。 

わ行 ワークライフバランス 
(P2) 

仕事と生活が調和した状態のこと。国の「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生

活の調和が実現した社会を「国民一人ひとりがやりがい

や充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとと

もに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選

択・実現できる社会」としている。 
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■計画フレームの設定について 

■将来人口・世帯数 

2015 年 

(平成 27 年) 

2020 年 

（令和２年） 

2030 年 

（令和 12 年） 
(おおむね 10 年後)

2040 年 

（令和 22 年） 
(おおむね 20 年後)

総人口(人) 386,410 385,199 376,574 366,670 

平均世帯人員(人) 2.71 2.67 2.56 2.48 

世帯数(世帯) 142,480 144,242 146,945 148,054 

・将来人口は「第７次一宮市総合計画」と同様に「一宮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で

設定した将来予測人口を採用する。目標年次の 2030 年には 2015 年より人口が約２％減少し、

高齢化率は 1.2 ポイント上昇する見込みである。 

・平均世帯人員は年々減少傾向にあり、現在のトレンドでは 2030 年に 2.56 人／世帯へと低下

する可能性がある。そのため、人口が減少しても世帯数の増加が予想され、2030 年には 2015

年より３％程度増加する見込みである。

・総人口：2015 年は住民基本台帳。2020 年以降は「一宮市まち･ひと･しごと創生総合戦略｣における将来推計値。 

・世帯数：2015 年は国勢調査。2020 年以降は過去 25 年(1990 年)のデータによるトレンド予測。 

合計特殊出生率:2030 年に 1.8、2040 年に 2.07 を達成すると仮定 

純移動数を現在の２倍程度(+1,800 人/５年)まで増えると仮定 
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■住宅系市街地の予測 

項 目 指標 

2030 年（令和 12 年）市街化区域人口 229,431 人 

2030 年（令和 12 年）に必要な住宅系市街地 約 21ha 

■住宅系市街地の予測方法

 【算出方法】 

 ・「一宮市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」で設定した将来予測人口

から市街化区域内外の人口及び人

口密度を推計 

 ・H30 都市計画基礎調査における土

地利用状況などを考慮した可住地

人口密度を設定し、現在の市街化

区域に収容できない人口に対する

将来的に必要な住宅系市街地を算

出 

（１）将来人口推計 

（２）市街化調整区域人口の推計 

（３）市街化区域人口の推計 

（４）将来人口密度の設定 

（５）R12 可住地人口密度の設定 

（６）現状の市街化区域に収容できる人口 

（７）現状の市街化区域に収容できない人口 

R12 に必要な住宅系市街地 

世帯あたり人員の変化率 

敷地規模 

市街化区域内低未利用地の活用 

住宅用地の増加率の算出 
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■住宅系市街地の算出過程

（１）将来人口推計

2015年 2020年 2025年 2030年 2040年
(平成27年) （令和2年） （令和7年） （令和12年） （令和22年）

A：総人口 386,410 385,199 381,604 376,574 366,670
※「一宮市まち･ひと･しごと創生総合戦略｣における将来推計値

（２）市街化調整区域人口の推計
〇都市計画基礎調査における市街化区域、市街化調整区域の人口

2005年 2010年 2015年 2010→2015
(平成17年) (平成22年) (平成27年) 変化率

B：市街化区域 216,395 223,846 228,078 ―
C：市街化調整区域 155,257 154,720 152,790 0.99 ※都市計画基礎調査

〇2010→2015変化率をもとにした市街化調整区域人口の推計

2015年 2020年 2025年 2030年 2040年
(平成27年) （令和2年） （令和7年） （令和12年） （令和22年）

D：市街化調整区域（C：H27人口×変化率） 152,790 150,884 149,002 147,143 145,308

（３）市街化区域人口の推計
2015年 2020年 2025年 2030年 2040年

(平成27年) （令和2年） （令和7年） （令和12年） （令和22年）
E：市街化区域（A-D) 233,620 234,315 232,602 229,431 221,362

（４）将来人口密度の設定
①世帯あたり人員の変化率

2015年 2020年 2025年 2030年 2040年 2015→2030
(平成27年) （令和2年） （令和7年） （令和12年） （令和22年） 変化率

(おおむね10年後) (おおむね20年後)

F：総人口（A） 386,410 385,199 381,604 376,574 366,670
G：世帯数 142,480 144,242 146,028 146,945 148,054
H：平均世帯人員（F/G） 2.71 2.67 2.61 2.56 2.48 0.94

②敷地規模

l：市街化区域内住宅面積 ha 1,597.70 ※H30都市計画基礎調査

J：市街化区域内世帯数 世帯 86,207 ※H27国勢調査

K：1世帯あたりの住宅敷地面積（l/J） ha/世帯 0.0185

③市街化区域内低未利用地の活用

L：2013年（平成25年）生産緑地を除く農地・山林 ha 179.20 150.30 329.50 ※H25都市計画基礎調査

M：2018年（平成30年）生産緑地を除く農地・山林 ha 135.77 130.00 265.77 ※H30都市計画基礎調査

N：2013→2018年平均増減率((L-M)/L/5） ％ 4.85%

O：2013→2015都市的土地利用への転換面積（L*N*3） ha 26.06

P：2018→2030都市的土地利用への転換面積（M*N*12） ha 78.97 都市的土地利用 住宅用地

Q：住宅用地の割合 ％ 46.9% 3,407.44 1,597.70 ※H30都市計画基礎調査

R：2015→2018住宅用地への転換面積（O*Q) ha 12.22

S：2018→2030住宅用地への転換面積（P*Q) ha 37.03

④住宅用地の増加率の算出

T：2018年（平成30年）住宅用地面積（l） ha 1,597.70

U：2015→2018住宅用地への転換面積（R) ha 12.22

V：2015年（平成27年）住宅用地面積（T-U） ha 1,585.48

W：2018→2030住宅用地への転換面積（S） ha 37.03

X：2030年（令和12年）住宅用地面積（T+W） ha 1,634.73

Y：2015→2030住宅用地の増減率（X/V) ％ 103.1%

（５）令和12年可住地人口密度の設定

Z：2015年（平成27年）市街化区域人口（E） 人 233,620
a：2015年（平成27年）市街化区域面積 ha 3,802
b：2018年（平成30年）可住地面積 ha 2,523 ※H30都市計画基礎調査

c：2015年（平成27年）可住地面積(b-O) ha 2,497
d：2015年（平成27年）可住地人口密度（Z/c） 人/ha 93.6
e：世帯人員変化率（H※変化率） 0.94
f：住宅用地の増加率（Y） ％ 103.1%
g：2030年（令和12年）可住地人口密度（d*e*f） 人/ha 91.1

（６）平成27年市街化区域に収容できる人口

h：2015年（平成27年）可住地面積（c） ha 2,497
i：2030年（令和12年）可住地人口密度（g） 人/ha 91.1
j：2015年（平成27年）市街化区域に収容できる人口（h*i） 人 227,544

（７）平成27年市街化区域に収容できない人口

k：2030年（令和12年）市街化区域人口（E） 人 229,431
l：2015年（平成27年）市街化区域に収容できる人口（j） 人 227,544 追加面積(m/i)
m：2015年（平成27年）市街化区域に収容できない人口（k-l） 人 1,887 20.7

単位 市街化区域

項　目 単位 市街化区域

項　目

農地・山林

項　目 単位 市街化区域

項　目 単位 市街化区域

生産緑地面積

項　目 単位 市街化区域

項　目 単位 市街化区域
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■産業系市街地の予測

項 目 指標 

2030 年（令和 12 年）市内総生産 1,047,713 百万円

2030 年（令和 12 年）に必要な産業系市街地 約 88ha 

■産業系市街地の予測方法

 【算出方法】 

・市内総生産の過去の実績値から市内総生

産の年平均成長率（リーマンショック後

から基準年次 2018 年（平成 30 年）まで

の平均値）を算出 

・市内総生産に年平均成長率を乗じること

で目標年次 2030 年（令和 12 年）の市内

総生産を推計 

・将来の敷地当たり市内総生産は、過去の

実績値（2003 年（平成 15 年）、2007 年

（平成 19 年）、2013 年（平成 25 年）、

2018 年（平成 30 年））のトレンドによ

る近似式から推計 

・市内総生産の将来予測と敷地当たり市内

総生産の将来予測の結果を用いて、将来

必要となる商業用地及び工業用地の面積

を算出 

・将来必要となる商業用地及び工業用地の

面積に産業用地割合を乗じることで将来

必要となる産業用地面積を算出 

・将来必要となる産業用地面積から基準年

次の産業用地面積を差し引くことで拡大

が見込まれる産業用地面積を算出 

※市内総生産は、農林水産業、公務、保健

衛生・社会事業及びその他のサービスを

除いた額を対象 

市内総生産 

市内総生産の年平均成長率 

市内総生産の 

将来予測 

将来必要となる商業用地及び

工業用地面積の推計 

R12 に必要な産業系市街地 

平均有効宅地率 

産業用地割合 

将来必要となる産業用地 

面積の推計 

拡大が見込まれる産業用地 

面積 

敷地当たり市内総生産の 

将来予測 
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■産業系市街地の算出過程 

・将来の市内総生産の将来予測 

2030 年（令和 12 年）市内総生産：1,047,713 百万円（Ａ） 

※年平均成長率 1.85％（リーマンショック後から基準年次 2018 年（平成 30 年）までの年成長率

の平均値）を乗じることで推計 

※市内総生産は、農林水産業、公務、保健衛生・社会事業及びその他のサービスを除いた額を対

象 

・敷地当たり市内総生産の将来予測 

2030 年（令和 12 年）敷地当たり市内総生産：1280 百万円/ha（Ｂ） 

※将来の敷地当たり市内総生産は、過去の実績値（2003 年（平成 15 年）、2007 年（平成 19

年）、2013 年（平成 25 年）、2018 年（平成 30 年））のトレンドによる近似式から推計

・将来必要となる商業用地及び工業用地面積の推計

2030 年（令和 12 年）に必要となる商業用地及び工業用地の面積：819ha（Ｃ＝Ａ÷Ｂ） 

※2030 年（令和 12 年）市内総生産 1,047,713 百万円÷2030 年（令和 12 年）敷地当たり市内

総生産 1280 百万円/ha＝819ha 

・将来必要となる産業用地面積の推計 

商業用地及び工業用地面積に対する産業用地（工業専用地域及び 1ha 以上の商業施設用

地）の割合：27％（Ｄ） 

※産業用地割合の増加傾向を踏まえて設定（2018 年（平成 30 年）の産業用地割合は 26.2％）

2030 年（令和 12 年）に必要な産業用地面積：221ha（Ｅ＝Ｃ×Ｄ） 

※2030 年（令和 12 年）に必要となる商業用地及び工業用地の面積 819ha×産業用地割合

27％＝221ha 

8,142
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・拡大が見込まれる産業用地面積

2030 年（令和 12 年）までに拡大が見込まれる産業用地：65.6ha（F） 

※2030 年（令和 12 年）に必要な産業用地面積 221ha－2018 年（平成 30 年）の産業用地

面積 155.37ha＝65.63ha 

・R12 に必要な産業系市街地

平均有効宅地率：74.3％（G） 

※県内産業用地の事例の平均により平均有効宅地率を 74.3％と設定（拡大が必要と見込

まれる産業系市街地 65.37ha÷有効宅地率 74.3％＝88.3ha） 

2030 年（令和 12 年）までに拡大が見込まれる道路などの公共用地を含めた産業系市街地

：88.3ha（H＝F÷G）

※2030 年（令和 12 年）までに拡大が必要と見込まれる産業系市街地 65.37ha÷有効宅地

率 74.3％＝88.3ha 
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■土地利用実態構成比について 

・都市計画基礎調査における土地利用現況調査の結果から、都市計画基礎調査ゾーン別の土地利

用構成の判定を行った。 

・なお、それぞれの判定基準は下表のとおりである。 

用途構成比（％） 

住宅地 商業地 工業地 

専用住宅地 95 以上 ― ― 

住宅地 80～95 20 未満 20 未満 

商業業務地 ― 50 以上 ― 

住商混合地 ― 20 以上 20 未満 

専用工業地 ― ― 95 以上 

工業地 ― ― 50～95 

住工混合地 ― 20 未満 20 以上 

用途混在地 （上記以外） 
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■市民アンケート調査結果 
１．調査概要 

（１）調査目的 

 市民の日々の行動やお住まいの地域の満足度等について、広く市民の意見、意向を把握し、本

市のまちづくりに反映させることを目的とします。 

（２）調査方法 

①調査地域：一宮市全域 

②調査対象：一宮市在住の 18 歳以上の方 

③配 布 数：3,000 人 

④抽出方法：無作為抽出 

⑤調査方法：郵送回答方式及び WEB 回答方式 

⑥調査期間：平成 30 年 2 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日 

（３）調査項目 

①回答者の属性 

②公共交通機関の利用頻度等について 

③日常の行動について 

④あなたの地域について 

⑤まちづくりに対する不安と期待 

(1-1～1-9) 

(2-1～2-3) 

(3-1～3-4) 

(4-1～4-5) 

(5-1～5-3) 

（４）回収結果 

①総回収数 ：1,819 票(郵送 1,698 票・WEB121 票) 

②有効票  ：1,806 票(郵送 1,685 票・WEB121 票)(居住地不明(6)及び市外(7)除く) 

③有効回収率：60.2％ 
58(3.2%)
57(3.2%)

89(4.9%)
30(1.7%)

48(2.7%)
47(2.6%)

114(6.3%)
183(10.1%)

82(4.5%)
58(3.2%)

147(8.1%)
158(8.7%)

111(6.1%)
87(4.8%)

120(6.6%)
62(3.4%)

41(2.3%)
59(3.3%)

88(4.9%)
45(2.5%)

16(0.9%)
44(2.4%)

62(3.4%)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

宮西
貴船
神山
太志
向山
富士
丹陽
大和
葉栗
北方

木曽川
西成
浅井
千秋

今伊勢
奥

開明
三条
萩原

小信中島
起

大徳
朝日

N=1,806
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２．調査結果 

（１）回答者の属性 

①性 別 

・回答者の性別は、女性の回答割合がや

や多くなっています。 

②年 齢 

・年齢構成は、60 歳代が最も多いもの

の、40～70 歳代は概ね同程度であり、

中高年層の割合が多くなっていま

す。 

③居住年数 

・31 年以上の方が最も多く、11 年以上

の方を含めると約 79％を占め、市内

在住歴の長い方の割合が多くなって

います。 

④職 業 

・会社員(公務員含む)及び無職の方で

約 68％を占めています。 

⑤世帯構成 

・２世代家族(親と子)が最も多く、次い

で夫婦のみ世帯となっています。 

・年齢別にみると 50 歳代までは２世代

家族が 60％を超えますが、60 歳以上

になると夫婦のみ世帯、80 歳以上に

なると一人暮らしの比率が高くなっ

ています。 

43.0%(777)

56.0%(1,011)

1.0%(18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

男性

女性

無回答･不明

N=1,806

7.1%(129)

11.5%(207)

17.7%(319)

17.3%(312)

19.9%(359)

18.9%(342)

7.1%(129)

0.5%(9)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

18-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70-79歳

80歳以上

無回答･不明

N=1,806

10.3%(186)

10.6%(192)

17.4%(314)

17.2%(311)

44.2%(798)

0.3%(5)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5年未満

5-10年

11-20年

21-30年

31年以上

無回答･不明

N=1,806

6.7%(121)

32.2%(582)

18.1%(327)

2.2%(39)

35.5%(641)

4.4%(79)

0.9%(17)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

自営業

会社員･公務員

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ

学生

無職

その他

無回答･不明

N=1,806

7.5%(136)

22.1%(400)

51.3%(926)

15.8%(285)

3.1%(56)

0.2%(3)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

一人暮らし

夫婦のみ

２世代(親+子)

３世代(親+子+孫)

その他

無回答･不明

N=1,806

4.7%

1.9%

2.2%

6.4%

10.9%

10.2%

19.5%

9.3%

8.7%

11.0%

11.2%

36.4%

37.7%

30.5%

62.8%

72.5%

70.8%

62.5%

35.0%

30.7%

30.5%

20.2%

13.5%

14.1%

17.3%

14.0%

17.5%

15.6%

3.1%

3.4%

1.9%

2.6%

3.6%

3.8%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-29歳

(N=129)

30-39歳

(N=207)

40-49歳

(N=319)

50-59歳

(N=312)

60-69歳

(N=357)

70-79歳

(N=342)

80歳以上

(N=128)

一人暮 夫婦のみ ２世代 ３世代 その他
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⑥家族構成 

・高齢者(65 歳以上)がいる家族が約

46％、中学生以下がいる家族が約

32％となっています。

⑦居住形態 

・戸建て住宅(自己所有)が最も多く、次

いで賃貸ｱﾊﾟｰﾄ･賃貸ﾏﾝｼｮﾝとなって

います。 

⑧町内会加入状況 

・ほとんどの方が町内会に加入してい

ます。 

10.7%(194)

12.6%(228)

9.0%(163)

21.7%(391)

24.7%(446)

32.9%(595)

11.7%(212)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

小学生未満有

小学生有

中学生有

65-74歳有

75歳以上有

該当なし

無回答･不明

N=2,229

75.7%(1,367)

2.4%(43)

7.0%(126)

8.9%(161)

2.0%(36)

1.2%(22)

0.2%(3)

2.3%(42)

0.3%(6)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

戸建(自己所有)

戸建(賃貸)

分譲ﾏﾝｼｮﾝ

賃貸ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ

公営住宅

併用住宅

社宅

その他

無回答･不明

N=1,806

91.0%(1,644)

1.2%(22)

6.5%(117)

0.9%(17)

0.3%(6)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

加入

未加入(脱退)

未加入(経験なし)

その他

無回答･不明

N=1,806
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（２）公共交通機関の利用頻度等について 

①鉄道利用 

１)自宅から出発する際によく使う駅 

・尾張一宮駅が最も多く、名鉄一宮駅を

含めると約 54％が一宮駅を利用して

います。 

・居住地域(連区)別に一宮駅(JR+名鉄)

利用選択率をみると、16 地域で一宮

駅を１位で選択しています。 

【一宮駅以外が１位で選択された地域の１位駅】 

[北方]  ⇒ 木曽川駅 48.3%(28) 

[木曽川] ⇒ 木曽川駅 36.7%(54) 

[千秋]  ⇒ 岩倉駅 31.0%(27) 

[奥]    ⇒ 奥町駅 59.8%(37) 

[開明]  ⇒ 奥町駅 31.7%(13) 

[萩原]  ⇒ 二子駅 30.7%(27) 

[朝日]  ⇒ 萩原駅 35.5(22) 

２)よく使う駅までの交通手段 

・駅までの交通手段としては、徒歩･自

転車が約 40％、自家用車が約 36％と

なっています。 

・なお、一宮駅(JR+名鉄)への交通手段

は、自家用車→バス→自転車→徒歩

の順となっています。 

３)よく使う駅までの所要時間 

・駅までの所要時間は、10～20 分程度

が約 47％と最も多く、20 分以内が約

77％となっています。 

・なお、一宮駅(JR+名鉄)への所要時間

は、10～20 分程度が約 57％、10 分未

満が約 20％であり、遠方からも利用

していることがうかがえます。 

45.1%(814)
5.9%(107)

8.8%(159)
0.9%(17)
0.4%(7)

3.3%(59)
1.8%(32)
1.7%(30)
2.0%(37)
1.4%(25)

0.6%(10)
2.5%(45)

1.6%(28)
0.7%(12)
1.2%(21)

0.1%(2)
0.8%(14)

3.5%(64)
1.2%(21)

8.4%(152)
8.3%(150)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

尾張一宮駅
木曽川駅

名鉄一宮駅
木曽川堤駅

黒田駅
新木曽川駅

石刀駅
今伊勢駅
妙興寺駅
島氏永駅
玉野駅
萩原駅
二子駅

苅安賀駅
観音寺駅
西一宮駅
開明駅
奥町駅

玉ノ井駅
その他

無回答･不明

N=1,806

98.3%(57)
96.5%(55)
94.4%(84)
90.0%(27)

87.5%(42)
95.7%(45)

54.4%(62)
45.9%(84)

51.2%(42)
1.7%(1)

4.8%(7)
76.6%(121)

82.9%(92)
24.1%(21)

36.7%(44)
16.1%(10)

31.7%(13)
93.2%(55)

18.2%(16)
60.0%(27)

87.5%(14)
88.6%(39)

24.2%(15)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宮西(N=58)
貴船(N=57)
神山(N=89)
太志(N=30)
向山(N=48)
富士(N=47)

丹陽(N=114)
大和(N=183)
葉栗(N=82)
北方(N=58)

木曽川(N=147)
西成(N=158)
浅井(N=111)
千秋(N=87)

今伊勢(N=120)
奥(N=62)

開明(N=41)
三条(N=59)
萩原(N=88)

小信中島(N=45)
起(N=16)

大徳(N=44)
朝日(N=62)

21.8%(394)

18.7%(337)

0.4%(7)

35.3%(637)

1.3%(24)

14.1%(255)

0.6%(11)

7.8%(141)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

徒歩

自転車

原付･ﾊﾞｲｸ

自家用車

タクシー

バス

その他

無回答･不明

N=1,806

14.2% 16.1% 0.4% 43.4% 1.8% 23.8% 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩 自転車 原付･ﾊﾞｲｸ 自家用車 タクシー バス その他N=955

29.8%(538)

47.2%(852)

13.3%(240)

1.8%(33)

0.3%(6)

7.6%(137)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10分未満

10-20分

20-30分

30分以上

その他

無回答･不明

N=1,806

19.6% 57.1% 20.3% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10分未満 10-20分 20-30分 30分以上 その他N=961
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４)電車の利用頻度 

・１年に数回程度という方が最も多く、

１週間に１回以上利用される方は、

約 17％となっています。 

②バス利用 

１)最寄りバス停までの所要時間(徒歩)

・自宅から最寄りのバス停までの所要

時間は、10 分未満が最も多い結果で

はありましたが、20 分(1.6km)以上と

の回答も約 9％ありました。 

２)バスの利用頻度 

・バスの利用頻度(通勤･通学含む)は、

｢使用したことがない｣等といったそ

の他が最も多く、次いで１年に数回

となっています。 

３)バスの運行間隔 

・「急いでいる場合」に許容できる運行

間隔としては、15 分間隔(４本/時)と

10 分間隔(６本/時)がほぼ同程度で

多く、あわせて約 58％となっていま

す。 

・「急いでいない場合」については、15

分間隔(４本/時)と 30 分間隔(２本/

時)がほぼ同程度で多く、あわせて約

48％となっています。 

「急いでいる場合」と比較すると、10

分間隔が大きく減少し、30 分間隔が

大きく増加しています。 

11.7%(211)

2.4%(44)

2.9%(52)

10.2%(185)

12.7%(229)

47.4%(856)

5.1%(93)

7.5%(136)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

その他

無回答･不明

N=1,806

50.6%(914)

21.2%(382)

5.5%(100)

3.4%(62)

10.5%(189)

8.8%(159)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10分未満

10-20分

20-30分

30分以上

その他

無回答･不明

N=1,806

2.7%(49)

0.7%(13)

1.5%(27)

4.0%(72)

4.9%(88)

37.4%(676)

37.7%(681)

11.1%(200)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

その他

無回答･不明

N=1,806

28.1%(508)

29.3%(530)

8.5%(154)

8.3%(150)

8.9%(160)

16.8%(304)

0% 10% 20% 30% 40%

10分間隔

15分間隔

20分間隔

30分間隔

その他

無回答･不明

N=1,806

7.1%(128)

24.9%(449)

19.9%(360)

23.5%(425)

9.1%(164)

15.5%(280)

0% 10% 20% 30% 40%

10分間隔

15分間隔

20分間隔

30分間隔

その他

無回答･不明

N=1,806
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（３）日常の行動について 

①食料品･日用品等の買い物 

１)頻 度 

・２～３日に１回程度が最も多く、ほぼ

毎日とあわせて約 70％を占めていま

す。 

２)交通手段 

・買物時の交通手段は、自家用車が最も

多く、約 75％を占めています。 

３)よく利用する施設 

・よく利用する施設としては、市内幹線

道路沿いのスーパー等が最も多く、

次いで徒歩･自転車圏内のスーパー

等となっています。 

②通勤･通学 

１)頻 度 

・通勤･通学の頻度は、ほぼ毎日が

約 47％となっています。 

・なお、回答者属性で無職と回答

した方は約 36％でしたが、これ

らの方はその他や無回答となっ

ていました。 

２)交通手段 

・通勤･通学時の交通手段は、自家

用車が最も多く、次いで電車と

なっています。 

17.6%(317)

52.0%(939)

22.0%(398)

3.0%(54)

1.6%(28)

1.1%(20)

1.3%(23)

1.5%(27)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

その他

無回答･不明

N=1,806

5.6%(102)

15.0%(270)

0.6%(10)

74.8%(1,350)

0.1%(2)

0.7%(13)

0.2%(4)

1.0%(18)

2.0%(37)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

徒歩

自転車

原付･ﾊﾞｲｸ

自家用車

タクシー

バス

電車

その他

無回答･不明

N=1,806

1.8%(32)

9.2%(166)

7.4%(134)

33.6%(607)

32.9%(594)

12.1%(218)

3.0%(55)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

一宮駅周辺商店街

ﾃﾗｽｳｫｰｸ一宮

ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川

市内幹線道路沿いｽｰﾊﾟｰ等

徒歩･自転車圏内のｽｰﾊﾟｰ等

その他

無回答･不明

N=1,806

47.0%(849)

5.9%(106)

0.8%(15)

0.5%(9)

0.2%(4)

0.4%(7)

27.8%(502)

4.3%(77)

13.1%(237)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

通勤･通学してない

その他

無回答･不明

N=1,806

2.3%(42)

6.1%(111)

0.7%(12)

37.1%(670)

0.1%(1)

1.8%(32)

10.2%(185)

21.8%(394)

2.8%(50)

17.1%(309)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

徒歩

自転車

原付･ﾊﾞｲｸ

自家用車

タクシー

バス

電車

通勤･通学してない

その他

無回答･不明

N=1,806
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③通院(病院や介護･福祉施設等への来訪) 

１)頻 度 

・通院頻度は、１年に数回程度が最も多

く、１か月に１回程度とあわせると

約 71％となります。 

・通院頻度を年齢別でみると、60 歳以

上では、１か月に１回程度以上通院

される方が約 71％であり、60 歳未満

と比較し、通院の頻度が約 1.8 倍に

なっています。 

２)交通手段 

・通院時の交通手段は、自家用車が最も

多く、次いで自転車となっています。 

④一宮駅周辺への来訪頻度 

・一宮駅周辺への来訪頻度は、１年に数

回程度が最も多く約 48％であり、１

か月に１回程度以上は約 42％となっ

ています。 

・年齢別にみると、各年代とも 1 年に数

回程度が最も多くなっていますが、

概ね１か月に１回程度以上は、一宮

駅周辺に来訪していると言えます。

特に 60 歳未満は、１週間に１回程度

以上の来訪が 20％以上となっていま

す。 

0.9%(17)

2.0%(37)

5.3%(96)

12.8%(231)

31.3%(565)

40.1%(725)

4.8%(87)

2.7%(48)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

その他

無回答･不明

N=1,806

5.5%

12.1%

8.6%

18.3%

24.7%

40.8%

56.6%

23.3%

4.5%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60歳未満

(N=950)

60歳以上

(N=799)

1週間に1回程度以上 1か月に2-3回 1か月に1回 1年に数回 その他

5.8%(104)

13.0%(235)

0.4%(8)

71.5%(1,291)

1.2%(22)

1.8%(33)

1.3%(24)

1.8%(33)

3.1%(56)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

徒歩

自転車

原付･ﾊﾞｲｸ

自家用車

タクシー

バス

電車

その他

無回答･不明

N=1,806

6.9%(124)

3.0%(55)

6.9%(125)

9.9%(178)

15.0%(271)

47.7%(861)

6.9%(125)

3.7%(67)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ほぼ毎日

2-3日に1回

1週間に1回

1か月に2-3回

1か月に1回

1年に数回

その他

無回答･不明

N=1,806

20.7%

22.4%

20.7%

22.0%

18.4%

11.7%

14.6%

14.0%

10.0%

7.7%

12.0%

11.9%

10.6%

15.7%

17.4%

20.9%

15.3%

12.4%

15.0%

20.8%

19.1%

47.9%

46.8%

56.3%

53.6%

54.7%

56.9%

50.6%

0% 25% 50% 75% 100%

18-29歳

(N=121)

30-39歳

(N=201)

40-49歳

(300)

50-59歳

(N=291)

60-69歳

(N=320)

70-79歳

(N=283)

80歳以上

(N=89)

1週間に1回程度以上 1か月に2-3回 1か月に1回 1年に数回

※｢その他｣を除く
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（４）あなたの地域(連区)について 

①住みやすさ 

・現在住んでいる地域(連区)の住みや

すい(住みやすい･どちらかと言えば住みやすい)との回

答が約 73％となっています。 

②居住継続の意向

・現在住んでいる地域(連区)の住み続

けたい(住み続けたい･どちらかと言えば住み続けたい)と

の回答が約 72％となっています。 

・年齢別に居住意向をみると、若い世代

で住み続けたくないの比率が多い傾

向にあります。 

③居住地域の良いところ悪いところ 

・特に【良い】と評価されているのは、

[①商店や病院などの生活利便施設

への行きやすさ］[④家の周りにおけ

る身近な自然(農地や中小河川･水

路)の多さ][⑧町内会など地域のコ

ミュニティのつながり]です。 

・【悪い】と評価されているのは、[⑨地

域の歴史資源(街道や繊維産業)の活

用][②バスやタクシーの使いやす

さ]です。 

35.5%（642）

37.3%（674）

13.1%（237）

5.4%（97）

2.4%（43）

6.3%（113）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

住みやすい

どちらかと言えば住みやすい

どちらでもない

どちらかと言えば住みにくい

住みにくい

無回答･不明

N=1,806

42.5%(767)

29.6%(535)

14.4%(260)

5.0%(91)

1.9%(34)

6.6%(119)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

住み続けたい

どちらかと言えば住み続けたい

どちらでもない

どちらかと言えば住み続けたくない

住み続けたくない

無回答･不明

N=1,806

76.4%

75.7%

75.2%

73.2%

78.1%

81.0%

84.8%

14.2%

16.3%

17.8%

17.1%

15.4%

12.2%

13.3%

9.4%

7.9%

7.0%

9.7%

6.5%

6.8%

1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

18-29歳

(N=127)

30-39歳

(N=202)

40-49歳

(N=314)

50-59歳

(N=299)

60-69歳

(N=338)

70-79歳

(N=294)

80歳以上

(N=105)

住み続けたい(どちらかと言えば含む) どちらでもない 住み続けたくない(どちらかと言えば含む)

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

①生活利便施設への行きやすさ

②バス･タクシーの使いやすさ

③公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの多さ･行きやすさ
④身近な自然の多さ

⑤緑のある住環境

⑥道路交通環境(安全･安心)

⑦道路交通環境(使いやすさ(混雑等))

⑧地域コミュニティ

⑨歴史資源の活用

⑩防災施設･機能
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■居住地域の良いところ･悪いところ(連区別)
【宮西連区(N=58)】 【貴船連区(N=57)】 【神山連区(N=89)】 

【大志連区(N=30)】 【向山連区(N=48)】 【富士連区(N=47)】 

【丹陽連区(N=114)】 【大和連区(N=183)】 【葉栗連区(N=82)】 

【北方連区(N=58)】 【木曽川連区(N=147)】 【西成連区(N=158)】 

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い
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【浅井連区(N=111)】 【千秋連区(N=87)】 【今伊勢連区(N=120)】 

【奥連区(N=62)】 【開明連区(N=41)】 【三条連区(N=59)】 

【萩原連区(N=88)】 【小信中島連区(N=45)】 【起連区(N=16)】 

【大徳連区(N=44)】 【朝日連区(N=62)】 

※各項目とも[無回答･不明]を分母に含む割合の

ため、[良い][悪い]の和は 100%にはならない

0%

25%

50%

75%

100%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

良い

悪い
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100%
①
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③
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⑦

⑧
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悪い
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①
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③
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⑦

⑧
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悪い
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①
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③
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⑦

⑧
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悪い
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③
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⑧
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①
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①生活利便施設への行きやすさ 

②バス･タクシーの使いやすさ 

③公園等ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの多さ･行きやすさ 

④身近な自然の多さ 

⑤緑のある住環境 

⑥道路交通環境(安全･安心) 

⑦道路交通環境(混雑等) 

⑧地域コミュニティのつながり 

⑨歴史資源の活用 

⑩防災施設･機能の充実
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④市内での引越先 

・｢もし市内で引っ越す場合に、どこの

地域(連区)に住みたいか？｣という

問いに対しては、[神山連区]が最も

多く、次に[木曽川連区]となりまし

た。 

・なお、他地域からの引越先として高い

支持(80%以上)を得ている地域は、一

宮 駅 周 辺 の [ 神 山 連 区 ][ 大 志 連

区][向山連区]となっています。 

⑤引越時の支援 

・引っ越すこととなった場合にあると

よい支援としては、[住み替え先の住

宅購入費(リ フ ォ ー ム ･増 改 築 含 )に対する支

援]が最も多く、次いで[現在居住し

ている住宅･土地の売却･除却等に対

する支援]となっています。 

・なお、[住み替え先の地域情報(子育

て･福祉など)]のニーズも比較的高

い支持を受けています。

4.8%(87)
3.9%(71)

19.9%(359)
5.4%(98)

3.8%(68)
2.9%(52)

2.3%(42)
5.4%(97)

1.4%(26)
1.5%(27)

8.9%(160)
2.3%(41)
2.2%(40)
2.7%(48)

4.7%(85)
1.2%(21)
1.7%(30)

2.7%(48)
1.9%(35)

1.4%(26)
0.6%(10)
0.7%(12)
0.6%(10)

17.3%(313)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

宮西
貴船
神山
太志
向山
富士
丹陽
大和
葉栗
北方

木曽川
西成
浅井
千秋

今伊勢
奥

開明
三条
萩原

小信中島
起

大徳
朝日

無回答･不明

N=1,806

20
23
55
12
13
18
24
52
20
21
72
30
33
30
33
12
13
19
19
9
5
8
6

67(77.0%)
48(67.6%)

304(84.7%)
86(87.8%)

55(80.9%)
34(65.4%)

18(42.9%)
45(46.4%)

6(23.1%)
6(22.2%)

88(55.0%)
11(26.8%)
7(17.5%)

18(37.5%)
52(61.2%)

9(42.9%)
17(56.7%)

29(60.4%)
16(45.7%)

17(65.4%)
5(50.0%)
4(33.3%)
4(40.0%)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

宮西
貴船
神山
太志
向山
富士
丹陽
大和
葉栗
北方

木曽川
西成
浅井
千秋

今伊勢
奥

開明
三条
萩原

小信中島
起

大徳
朝日

自地域 他地域

(人)

20.3%(699)

7.1%(244)

16.0%(552)

12.2%(421)

4.6%(157)

11.3%(390)

1.2%(40)

27.3%(938)

0% 10% 20% 30% 40%

住宅購入支援

家賃補助

売却･除却支援

転居費用支援

空家･空地情報

子育て･福祉情報

その他

無回答･不明

N=3,441
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（５）まちづくりに対する不安と期待 

①将来の地域(連区)に対する不安 

・[公共交通のサービス(便数など)低

下][高齢者の増加による介護施設の

不足やサービス低下]を不安に感じ

ている方が多く、次いで[居住環境の

悪化][買物サービスの低下]となっ

ています。 

②あって欲しい施設 

・住まいの徒歩圏にあって欲しい施設

としては、[買物施設(食料品･日用

品)]が最も多く、次いで[医療施設]

となっています。 

・[子育て施設][教育施設][高齢者福

祉施設][身近な公共施設]のニーズ

は低い状況です。

③歩いてもよい距離 

・目的地まで歩いてもよい距離として

は、[1km くらいまで]が最も多く、次

いで[500mくらいまで]となっていま

す。 

・年齢別にみ

ると、概ね

70 歳代まで

は同様の傾

向にあり、半

数以上の方

は 750m くら

いまでは歩

いてもよい

と回答して

います。

0%

5%

10%

15%

20%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

①まちなかの賑わいの低下

②雇用機会の縮小

③公共交通のサービス低下

④空家･空地増加による居住環境悪化

⑤地域コミュニティの低下

⑥買物サービスの低下

⑦介護施設不足やサービス低下

⑧子育て支援サービスの低下

⑨農地減少･宅地化による身近な自然減少

⑩公共施設のサービス水準の低下

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

１位
２位
３位

①買物施設(食料品･日用品)

②コンビニ

③薬局･ドラッグストア
④本屋･書店

⑤飲食店

⑥金融機関

⑦医療施設

⑧高齢者福祉施設

⑨子育て施設

⑩教育施設(小中学校等)
⑪身近な公共施設(公民館等)

⑫ｽﾎﾟｰﾂ施設(競技場等)･運動場

⑬身近な公園･広場

⑭防災施設(防災公園･避難所など)

⑮バス停

2.7%(48)

6.9%(125)

11.9%(215)

23.6%(426)

8.2%(148)

31.2%(563)

3.3%(60)

5.0%(91)

2.3%(42)

4.9%(88)

0% 10% 20% 30% 40%

100mも行けない

100ｍ

250ｍ

500ｍ

750ｍ

1.0km

1.5km

2.0km

2.0km以上

無回答･不明

N=1,806

2.0%

1.6%

2.0%

2.6%

2.3%

13.6%

5.6%

5.5%

9.0%

7.2%

4.1%

7.2%

16.9%

12.0%

12.5%

14.4%

12.1%

9.6%

13.8%

13.6%

21.6%

31.5%

23.7%

21.0%

29.1%

21.6%

25.4%

9.6%

9.0%

8.3%

9.5%

7.0%

9.8%

6.8%

40.8%

29.5%

34.3%

35.4%

35.2%

31.8%

15.3%

6.4%

3.0%

2.9%

4.9%

2.0%

3.6%

3.4%

1.6%

3.5%

4.5%

5.2%

8.1%

6.9%

2.5%

2.4%

3.5%

1.3%

2.6%

2.3%

3.0%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29歳

(N=125)

30-39歳

(N=200)

40-49歳

(N=312)

50-59歳

(N=305)

60-69歳

(N=344)

70-79歳

(N=305)

80歳以上

(N=118)

100m未満 ～100m ～250m ～500m ～750m ～1km ～1.5km ～2.0km 2.0km～
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■将来の不安(連区別)
【宮西連区(N=58)】 【貴船連区(N=57)】 【神山連区(N=89)】 

【大志連区(N=30)】 【向山連区(N=48)】 【富士連区(N=47)】 

【丹陽連区(N=114)】 【大和連区(N=183)】 【葉栗連区(N=82)】 

【北方連区(N=58)】 【木曽川連区(N=147)】 【西成連区(N=158)】 
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⑦

⑧
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①
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③
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⑦

⑧
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③
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⑦

⑧
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③
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⑦

⑧
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③
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⑦

⑧
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③
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⑦

⑧
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③
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⑦

⑧
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【浅井連区(N=111)】 【千秋連区(N=87)】 【今伊勢連区(N=120)】 

【奥連区(N=62)】 【開明連区(N=41)】 【三条連区(N=59)】 

【萩原連区(N=88)】 【小信中島連区(N=45)】 【起連区(N=16)】 

【大徳連区(N=44)】 【朝日連区(N=62)】 

※各項目とも[無回答･不明]を分母に含む割合の

ため、[１位][２位][３位]の和は 100%にはなら

ない

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
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⑧

⑨

⑩

１位
２位
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３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

0%

10%

20%

30%

40%

50%
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１位
２位
３位

①まちなかの賑わいの低下 

②雇用機会の縮小 

③公共交通のサービス低下 

④空家･空地増加による居住環境悪化 

⑤地域コミュニティの低下 

⑥買物サービスの低下 

⑦介護施設不足やサービス低下 

⑧子育て支援サービスの低下 

⑨農地減少･宅地化による身近な自然減少

⑩公共施設のサービス水準の低下
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【アンケート依頼文】
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■委員会設置要綱 

一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の2に規定される、都市計画に関する基本

的な方針（都市計画マスタープラン。以下「マスタープラン」という。）及び都市再生特別措置法（平成14

年法律第22号）第81条に規定される立地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）を策定するに当た

り必要な事項について検討、協議するため、一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員

会（以下「策定委員会」という。）を設置し、その事務について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、又は協議する。 

（１）マスタープラン策定に関する事項 

（２）立地適正化計画策定に関する事項 

（３）その他策定委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）市内関係団体の代表者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定するマスタープラン及び立地適正化計画の策定をもって終えるものと

する。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 策定委員会には委員長を置き、委員のうちから市長が依頼する。 

２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは､あらかじめその指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。 

２ 策定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。 

（会議の公開） 

第７条 策定委員会の会議の公開に関する取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。 

（オブザーバー） 

第８条 策定委員会にはオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、策定委員会の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 

３ オブザーバーに事故があるときは、その職務を代理する者が策定委員会の会議に加わることができる。

（意見の聴取） 

第９条 策定委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（議事録） 

第１０条 委員長は、策定委員会の会議について、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、発言者名を除き公開するものとする。ただし、委員会が公開しない旨を議決した部分につい

ては、この限りではない。 

（事務局） 

第１１条 策定委員会の事務局は、一宮市まちづくり部都市計画課に置く。

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

付則 

１ この要綱は、平成３０年 ４月２０日から施行する。 

２ この要綱は、マスタープラン及び立地適正化計画の策定を以ってその効力を失う。

(当初策定) 
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一宮市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

改定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 この要綱は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の2に規定される都市計画に関する基本的

な方針（都市計画マスタープラン。以下「マスタープラン」という。）及び都市再生特別措置法（平成14年

法律第22号）第81条に規定される立地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）を改定するにあた

り、必要な事項について検討、協議するため、一宮市都市計画マスタープラン・立地適正化計画改定委員

会（以下「改定委員会」という。）を設置し、その事務について必要な事項を定める。 

（所掌事務） 

第２条 改定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）マスタープラン改定に関すること。 

（２）立地適正化計画改定に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、改定委員会が必要と認めた事項 

（組織） 

第３条 改定委員会は、委員11人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）市内関係団体の代表者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、マスタープラン及び立地適正化計画の改定をもって終えるものとする。 

（委員長） 

第５条 改定委員会には委員長を置き、委員長は、第３条第２項に基づき任命された委員のうちから市長が

選任する。 

２ 委員長は、改定委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは､委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 改定委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。 

２ 改定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 改定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところと

する。 

（会議の公開） 

第７条 改定委員会の会議の公開に関する取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。 

（オブザーバー） 

第８条 改定委員会にはオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、市長が任命する。 

３ オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 

４ オブザーバーに事故があるときは、その職務を代理する者が改定委員会の会議に出席し、意見を述べる

ことができる。

（意見の聴取） 

第９条 委員長は、必要と認めるときは、改定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

述べさせることができる。 

（議事録） 

第１０条 改定委員会の会議については、議事録を作成し、委員長の承認を得て公開するものとする。 

２ 議事録の公開に関する取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。 

（事務局） 

第１１条 改定委員会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、改定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

付則 

１ この要綱は、令和５年４月１９日から施行する。 

２ この要綱は、マスタープラン及び立地適正化計画の改定をもってその効力を失う。

(部分改定) 
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■委員会名簿 

(平成 30 年度 開催分) 

一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策 定 委 員 会  名 簿  

設置要綱第３条第１号委員（学識経験を有する者）             （五十音順） 

中部大学 教授 磯部

いそべ

 友 彦

ともひこ

  ◎委員長 

豊田工業高等専門学校 講師 佐藤

さとう

 雄

ゆう

哉

や

名古屋学院大学 講師 田中

たなか

 智

ち

麻

ま

設置要綱第３条第２号委員（市内関係団体の代表者）            （五十音順） 

愛知西農業協同組合 生活部部長 酒井
さかい

 弘
ひろし

名鉄バス株式会社一宮営業所 助役 杉田
すぎた

 年
とし

寛
ひろ

一宮青年会議所 野杁

のいり

 晃

てる

充

みつ

一宮市立保育園保護者会 野々山
ののやま

 英里
え り

一宮市地域女性団体連絡会 副会長 野村
のむら

 綠
みどり

一宮市社会福祉協議会 尾西支部長 船 橋
ふなはし

 多津
た つ

雄
お

一宮市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画 

区域施策推進協議会  舩

ふな

橋

はし

 信子

のぶこ

愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 副支部長 水 谷
みずたに

 英
えい

一 郎
いちろう

オブザーバー（設置要綱第８条） 

国土交通省中部地方整備局 

建政部都市調整官 地下
じ げ

 調
おさむ

愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課長 片 山

かたやま

 貴

たか

視

し
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(令和元年度 開催分) 

一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画 

策 定 委 員 会  名 簿  

設置要綱第３条第１号委員（学識経験を有する者）             （五十音順） 

中部大学 教授 磯部

いそべ

 友 彦

ともひこ

  ◎委員長 

豊田工業高等専門学校 准教授 佐藤

さとう

 雄

ゆう

哉

や

名古屋学院大学 講師 田中

たなか

 智

ち

麻

ま

設置要綱第３条第２号委員（市内関係団体の代表者）            （五十音順） 

愛知西農業協同組合 生活部部長 酒井
さかい

 弘
ひろし

名鉄バス株式会社一宮営業所 助役 杉田
すぎた

 年
とし

寛
ひろ

一宮青年会議所 野杁

のいり

 晃

てる

充

みつ

一宮市立保育園保護者会 野々山
ののやま

 英里
え り

一宮市地域女性団体連絡会 副会長 野村
のむら

 綠
みどり

一宮市社会福祉協議会 尾西支部長 船 橋
ふなはし

 多津
た つ

雄
お

一宮市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画 

区域施策推進協議会 副会長 舩

ふな

橋

はし

 信子

のぶこ

愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 副支部長 水 谷
みずたに

 英
えい

一 郎
いちろう

オブザーバー（設置要綱第８条） 

国土交通省中部地方整備局 

建政部都市調整官 地下
じ げ

 調
おさむ

愛知県都市整備局都市基盤部都市計画課長 片 山

かたやま

 貴

たか

視

し
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(令和５年度 開催分) 

一宮市都市計画マスタープラン・立地適正化計画 

改 定 委 員 会  名 簿  

設置要綱第３条第２項第１号委員（学識経験を有する者）          （五十音順） 

中部大学 教授 磯部

いそべ

 友 彦

ともひこ

  ◎委員長 

豊田工業高等専門学校 准教授 佐藤

さとう

 雄

ゆう

哉

や

名古屋学院大学 准教授 水 谷

みずたに

 香織

かおり

設置要綱第３条第２項第２号委員（市内関係団体の代表者）         （五十音順） 

一宮市社会福祉協議会 尾西支部長 石 原

いしはら

 秀雄

ひでお

名鉄バス株式会社 首席交通企画官 大野

おおの

 淳

あつし

一宮青年会議所 副理事長 加古川

かこがわ

 和也

かずや

愛知西農業協同組合 営農部長 近 藤

こんどう

 晴 彦

はるひこ

一宮市地域女性団体連絡会 佐藤

さとう

 三智子

み ち こ

一宮市立保育園保護者会 橋 本

はしもと

 絵未里

え み り

一宮市環境基本計画等推進協議会 副会長 舩 橋

ふなはし

 信子

のぶこ

愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 副支部長 渡 邉

わたなべ

 幸次

こうじ

オブザーバー（設置要綱第８条） 

国土交通省中部地方整備局 

建政部都市調整官 石 橋

いしばし

 隆史

たかし

愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課長 伊藤

いとう

 慎悟

しんご
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■策定経緯 
開催日 会議名・内容等 

平成 30 年 2 月 1～28 日 市民アンケート ｢都市計画マスタープラン｣｢立地適正化計画｣策定に向けたアンケート 

平成 30 年 6 月 8 日 第 1 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の概要 

②一宮市の現状と課題 

③課題を受けた都市 MP･立地適正化計画における一宮市の目指すべき姿 

④今後の策定スケジュール 
平成 30 年 6 月 25 日 第１回策定委員会 

平成 30 年 8 月 31 日 第 2 回庁内検討会議 
①都市計画マスタープラン-都市づくりの現況と課題 

-都市づくりの方針 

②立地適正化計画-都市構造上の課題に対する分析･整理 

-立地適正化計画に関する基本的な方針 

-都市機能誘導区域について 
平成 30 年 9 月 26 日 第 2 回策定委員会 

平成 30 年 11 月 2 日 第 3 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン全体構想編(素案) 

②立地適正化計画都市機能誘導区域編(素案) 平成 30 年 11 月 14 日 第 3 回策定委員会 

平成 30 年 12 月 13 日 都市計画審議会 都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定について 

平成 30 年 12 月 17 日 

～平成 31 年 1 月 16 日

市民意見提出制度 

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ) 

①都市計画マスタープラン全体構想編(素案) 

②立地適正化計画都市機能誘導区域編(素案) 

（説明会：平成 30 年 12 月 21 日・23 日） 

平成 31 年 2 月 14 日 都市計画審議会 
①立地適正化計画の策定について 

②市民意見提出制度(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)結果の報告 

平成 31 年 2 月 26 日 第 4 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン-地域別構想について 

②立地適正化計画-居住誘導区域について 平成 31 年 3 月 11 日 第 4 回策定委員会 

令和元年 5 月 1 日 一宮市立地適正化計画公表(都市機能誘導区域) 

令和元年 6 月 18 日 第 5 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン-地域別構想 

-計画の推進方策 

②立地適正化計画-居住誘導区域について 

        -計画の評価 
令和元年 7 月 5 日 第 5 回策定委員会 

令和元年 9 月 5～27 日 説明会 

5 日:今伊勢町 6 日:萩原町 9 日:尾西 10 日:西成 11 日:浅井町 

12 日:大和町 13 日:本庁 19 日:北方町 20 日:奥町 

24 日:千秋町 25 日:丹陽町 26 日:木曽川町 27 日:葉栗 

令和元年 10 月 7 日 第 6 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン(素案)について 

②立地適正化計画(変更素案について) 令和元年 11 月 11 日 第 6 回策定委員会 

令和元年 11 月 28 日 都市計画審議会 
①都市計画マスタープラン(素案)について 

②立地適正化計画(変更素案)について 

令和元年 12 月 16 日 

～令和 2 年 1 月 17 日

市民意見提出制度 

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ) 

①都市計画マスタープラン(素案) 

②立地適正化計画(変更素案) 

令和 2 年 2 月 12 日 都市計画審議会 市民意見提出制度(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)結果の報告 

令和 2 年 2 月 21 日 第 7 回庁内検討会議 
①都市計画マスタープラン(案)について 

②立地適正化計画(変更案)について 

令和 2 年 3 月 19 日 第 7 回策定委員会 中止(個別郵送等にて対応) 

令和 2 年 6 月 一宮市都市計画マスタープラン公表 

令和 2 年 8 月 1 日 一宮市立地適正化計画変更公表(居住誘導区域) 

令和 5 年 7 月 13 日 第１回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の概要 

②都市計画マスタープラン改定に向けた現況と課題の整理 

③立地適正化計画の課題の分析・整理の更新 令和 5 年 7 月 24 日 第 1 回改定委員会 

令和 5 年 10 月 13 日 第 2 回庁内検討会議 
都市計画マスタープラン(素案)について 

令和 5 年 10 月 30 日 第 2 回改定委員会 

令和 5 年 11 月 14 日 都市計画審議会 都市計画マスタープラン部分改定についての報告 

令和 5 年 12 月 12 日 

～令和 6 年 1 月 12 日

市民意見提出制度 

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ) 

都市計画マスタープラン(素案) 

（説明会：令和 5 年 12 月 14 日・17 日） 

令和 6 年 1 月 17 日 

～令和 6 年 1 月 23 日 
第 3 回庁内検討会議 ①都市計画マスタープラン(素案)の市民意見募集結果について 

②都市計画マスタープラン（案）について 
令和 6 年 1 月 30 日 第 3 回改定委員会 

令和 6 年 2 月 7 日 都市計画審議会 都市計画マスタープラン（案）について 

令和 6 年 3 月 25 日 一宮市都市計画マスタープラン部分改定公表 
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